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様式２－２－１ 期間評価 評価の概要 
１．評価対象に関する事項 
法人名 国立研究開発法人防災科学技術研究所 
評価対象中長期
目標期間 

中長期目標期間実績評価 第３期中期目標期間 
中長期目標期間 平成 23～27 年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 文部科学大臣 
 法人所管部局 研究開発局 担当課、責任者 地震・防災研究課、谷 広太 
 評価点検部局 科学技術・学術政策局 担当課、責任者 企画評価課、村上 尚久 
 
３．評価の実施に関する事項 
平成 28 年 6 月 14 日 文部科学省国立研究開発法人審議会防災科学技術研究所部会（以下「部会」という。）（第 9回）において、法人による自己評価の結果について、理事長等による説明を含む第一回ヒ
アリングを実施するとともに、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 
平成 28 年 7 月 7 日 部会（第 10 回）において、法人による自己評価の結果について第二回ヒアリングを実施するとともに、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言
を受けた。 
平成 28 年 7 月 21 日 部会（第 11 回）において、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 
平成 28 年 8 月 2 日 文部科学省国立研究開発法人審議会（第 6回）において、委員から、主務大臣の評価を実施するにあたっての科学的知見等に即した助言を受けた。 
 
４．その他評価に関する重要事項 
評価対象法人の重要な変化 
独立行政法人通則法の改正に伴い、平成 27 年 4 月より国立研究開発法人防災科学技術研究所となった。 
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様式２－２－２ 期間評価 総合評定 
１．全体の評定 
評定※１ 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ） 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総
合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将
来的な成果の創出の期待等が認められる。 

（参考：見込評価） 

A 

評定に至った理由 項目別評定は全て標準のＢ以上かつ、東日本大震災を受けた追加事業においても顕著な成果を出しており、災害が発生した際には、迅速な対応を取り、被災地の支援に努めた点は
高く評価できることから、全体として中長期計画における初期の目標を上回る成果が得られていると認められ、総合評定をＡとした。 

 
２．法人全体に対する評価 
○ もともとの中期計画の着実かつ的確な遂行に加え、中期計画時に織り込まれていなかった、東日本大震災を受けて追加された「日本海溝海底地震津波観測網(S-net)」の宮城・岩手沖、茨城・福島沖、

釧路・青森沖での敷設工事が完了し、データの収集が開始したことは高く評価できる。この世界に類を見ない高密度観測網を活用し、近い将来の津波即時予測の実現が期待される。 
○ 東日本大震災や関東・東北豪雨などの災害発生時に、災害対策基本法に基づいた指定公共機関として、現地の調査・研究と関係機関への情報提供に留まらず、社会防災ユニットを中心に、分散する災

害情報を統合・提供する情報共有システムを被災自治体に構築し、当該情報が被災自治体、DMAT、ボランティア等の災害対応活動に活用されたことなどは、非常に高く評価できる。これらの成果は、
平成 28 年熊本地震において所として災害対策本部設置して、事務部門を含む全所体制で政府の現地対策本部の一員として被災自治体への業務支援が実現したことにつながり、今後の研究ニーズの発
掘にも寄与している。 

○ 我が国の災害観測・監視の中核となる観測施設として新たに S-net が加わり、地震、津波、火山等の基盤となるデータ観測網を充実させ、的確かつ正確な観測を行うとともに、そのデータを解析し、
そのデータを各関係機関に提供し活用することで国の防災・減災に資する取り組みを実施している。全期間を通じて基盤的地震観測網の運用が数値目標の 95％を大きく上回る稼働率で安定的に維持さ
れたことは評価できる。 

○ 近年多発している、局地的豪雨・土砂災害・豪雪等に対応した観測機器を整備するとともに、そのデータを解析、またそのデータを関係機関に提供することで、我が国の防災・減災に資している。 
○ 世界最大の実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）において維持管理方針・計画を定め、適切に維持管理することで安定した安全な実験を行い、その結果は社会に役立つ指針策定に寄与し

ている。施設利用については，目標達成に大きく貢献されたことは非常に高く評価できる。また稼働以降無災害（154 万時間）で安全に実験を遂行した。 
○ 自然災害に対するハザード・リスク評価に関する研究は着実に推進されており、災害リスク情報の利活用に関する研究も高く評価できる。中期目標期間当初に設置された社会防災ユニットの働きが大

きく、時代を先取りした地道な研究が、官民共同危機管理クラウド、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)、イノベーションハブというプロジェクトの実現につながり、災害時の同ユニットに
よる積極的な被災地支援が、平成 28 年熊本地震に対する全所的な支援へと発展したことは非常に高く評価できる。 

○ レジリエント防災減災センターの設置やイノベーションハブの設置など、中期目標期間中であっても社会の状況やニーズ、発生した災害等のイベントに応じて柔軟に組織改革できたことは評価できる。 
 
３．項目別評価の主な課題、改善事項等 
○ 見直された組織体制において、所内セクションの連携や国内外機関との連携、それによる研究成果の最大化につながれば、さらなる評価の向上が期待できる。 
○ 「レジリエント防災・減災研究センター」においては、システムの社会実装を如何に進めるかを各機関と連携して進めることが重要であるため、国の中で利用者を拡大させ、利用者が防災意識を向上

させた上でシステムを利用する、またはできる仕組みづくりを各機関が連携して目標化し、実現することを期待する。 
○ リアルタイム情報把握システムは、災害発生時の的確な初動には不可欠であり、的確な初動は多くの人命を救う可能性があり、大変有意義な研究であるが、一方その実用化のためには、関係機関との

連携・協議が必須であり、その実現については大きく期待したい。 
○ イノベーションの視点からは、国内のみならず国外への防災科学技術移転も視野に入れた展開を期待する。 
 
４．その他事項 
国立研究開発法人審
議会の主な意見 

○ 災害時の支援等の取り組みは、災害対策の暗黙知をできる限り形式知化することにもつながり、依然としてその場対応が少なくない災害対策の有り様を変えていける可能性を
感じさせる非常に顕著な成果である。単に研究の成果を提供するのみならず、防災研究機関の新たなあり方も創出したといえる。これは、自法人を目立たせるだけではない「研
究成果の最大化」という研究開発法人の制度を体現したような結果といえる。熊本地震での全所的な活動は、困難ごとが多発する実災害への対応により、次期で求められてい
る研究と事務が一体となった防災科研という組織風土作りにもつながっている。同一の事象に取り組むことで、部門間連携がより一層強化されることも期待される。 

監事の主な意見 特になし。 
※1 S：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の

最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 
A：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の

最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 
B：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 
C：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な

業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 
D：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な

業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等を求める。 
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様式２－２－３ 期間評価 項目別評定総括表 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 
中長期目標
期間評価 

項目別調
書№ 

備考 

 
中長期目標（中長期計画） 年度評価 

中長期目標
期間評価 

項目別調
書№ 

備考  
H23
年度 

H24
年度 

H25
年度 

H26
年度 

H27
年度 

見込
評価 

期間
実績
評価 

 
H23
年度 

H24
年度 

H25
年度 

H26
年度 

H27
年度 

見込
評価 

期間
実績
評価 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 
 地震・火山活動の高精度観測

研究と予測技術開発 
A A A A A B A Ⅰ－1－1 － 

 経費の合理化・効率化 
A A A B B B B Ⅱ－1－1 － 

極端気象災害の発生メカニズ
ムの解明と予測技術の研究開
発 

A A A A A A A Ⅰ－1－2 － 
人件費の合理化・効率化 

A A A B B B B Ⅱ－1－2 － 

被災時の被害を軽減する技術
の研究開発 

A A A B A B A Ⅰ－1－3 － 
保有財産の見直し等 

A A A B B B B Ⅱ－1－3 － 

災害リスク情報に基づく社会
防災システム研究 

S S S A A A A Ⅰ－1－4 － 
契約状況の点検・見直し 

A A A B B B B Ⅱ－1－4 － 

基盤的観測網の整備・共用 A S S A A A A Ⅰ－2－1 － 自己収入の増加に向けた取組 A A A B S B A Ⅱ－1－5 － 
先端的実験施設の整備・共用 A A A B B B B Ⅰ－2－2 － 外部資金の獲得に向けた取組 A A A A A A A Ⅱ－1－6 － 
人材育成 

B A A B A B A Ⅰ－2－3 － 
研究組織及び事業の機動的な見直
し、外部からの研究評価の充実 

A A A A B B B Ⅱ－2－1 － 

基礎的研究成果の橋渡し A A A B B B B Ⅰ－2－4 － 外部機関との連携強化 A A A B B B B Ⅱ－2－2 － 
防災に関する研究開発の国際
的な展開 

A A A B B B B Ⅰ－3 － 
コンプライアンスの推進 

A A A B B B B Ⅱ－3－1 － 

研究成果の普及・活用促進及
び研究成果の国民への周知 

A A A A A A A Ⅰ－4－1 － 
安全衛生及び職場環境への配慮 

A A A B B B B Ⅱ－3－2 － 

知的財産戦略の推進 A A B B B B B Ⅰ－4－2 － 研究環境の整備 A A A B B B B Ⅱ－4－1 － 
災害発生の際に必要な措置へ
の対応 

A A A A A A A Ⅰ－5－1 － 
女性や外国人を含む優秀かつ多様
な人材の確保 

A A A B B B B Ⅱ－4－2 － 

国及び地方公共団体の活動へ
の貢献 

S A S A S S S Ⅰ－5－2 － 
職員の能力、職責及び実績の適切
な評価 

A A A B B B B Ⅱ－4－3 － 

大項目別評定 A A A A A A A － － 大項目別評定 A A A B B B B － － 
 － － － － － － － － －  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 
 

－ － － － － － － － － 
 予算（人件費の見積もりを含む）、

収支計画及び資金計画 
A A A B B B B Ⅲ－1 － 

 － － － － － － － － － 短期借入金の限度額 － － － － － － － Ⅲ－2 － 
 

－ － － － － － － － － 
不要な財産または不要財産となる
ことが見込まれる財産がある場合
には、その計画 

－ － － － － － － Ⅲ－3 － 

 
－ － － － － － － － － 

重要な財産を譲渡し、又は担保に
しようとする時は、その計画 

－ － － － － － － Ⅲ－4 － 

 － － － － － － － － － 剰余金の使途 － － A － － － － Ⅲ－5 － 

 － － － － － － － － － 大項目別評定 A A A B B B B － － 
 － － － － － － － － － Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 
 

－ － － － － － － － － 
 

その他、主務省令で定める業務運
営に関する重要事項 

A A A B B B B Ⅳ－1 － 

 － － － － － － － － － 大項目別評定 A A A B B B B － － 

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 

※平成 25 年度評価までの評定は、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成 14 年 3 月 22 日文部科学省独立行政法人評価委員会）に基づく。 

また、平成 26 年度以降の評定は、「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成 27 年 6 月文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 
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平成 25 年度評価までの評定 平成 26 年度評価以降の評定 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。（法人横断的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じて評定

を付す。） 

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調に、または中期目標を

上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 100％以上） 

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標を達成し得

ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70％以上 100％未満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年度に実

施すべき中期計画の達成度が 70％未満） 

Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けず、

業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。） 

【研究開発に係る事務及び事業（Ⅰ）】 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開

発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認めら

れる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開

発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将

来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ

効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等につい

て諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ

効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

【研究開発に係る事務及び事業以外（Ⅱ以降）】 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成

果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期目標値の 120％以上で、かつ質的

に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認

められる（定量的指標においては対中期目標値の 120％以上）。 

Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期目標値

の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期目標

値の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める（定

量的指標においては対中期目標値の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な

措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―１―１ 地震・火山活動の高精度観測研究と予測技術開発 

関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推
進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
一 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

誌上発表（査読誌）数の推移 ― 30 73 54 44 35 予算額（千円） 3,043 2,459 2,300 2,614 2,570 
口頭発表数の推移 ― 236 249 321 206 229 決算額（千円） ― ― ― ― ― 
       経常費用（千円） ― ― ― ― ― 
       経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 29.6 29.3 33.3 32.9 38.0 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実
績等 

自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 我が国の安定的な成
長と国民の生命の保
護の実現に貢献する
ために達成すべき課
題を明確にして研究
開発を進める。防災
に関する総合的な研
究機関である強みを
活かした分野横断的
な取組を進め、その
研究成果が行政機関
や民間等で活用され
るまでを目指す。第
3 期中期目標期間に
おいては、防災科研
の特色を生かしつつ
政策課題ごとにプロ
ジェクトを再編し、
「災害を予測」し「災
害が発生した際の被
害を軽減する」ため
の研究開発を進め、
その成果を活用して
「災害に強い社会を
つくる」ことに貢献
することを目指す。 
① 自然災害の軽減

に有効な情報を
提供する技術を

(a) 地震・火山噴火の発生メカニズム
解明に関する研究を進展させるた
め、基盤的地震・火山観測網等の
維持・更新等を図るとともに、関
係機関との間でそれぞれの観測デ
ータを共有する仕組みを構築し、
提供する。加えて、より詳細な地
震・火山活動の現状把握のため、
基盤的地震・火山観測網を補完す
る機動的な調査観測を行うほか、
安定的かつ高精度な観測を実現す
るための新たな観測機材及び観測
技術を開発する。また、基盤的地
震・火山観測網等から得られるデ
ータなどを逐次的に解析すること
により、将来発生する海溝型巨大
地震の切迫度を評価する手法の開
発を進めるとともに、モニタリン
グ成果を活かした地震発生モデル
構築を目指す。さらに、地震直後
の発災状況の推定に必要な地震動
情報を迅速に提供可能とするた
め、緊急地震速報と観測された地
震動情報を連携させたリアルタイ
ム強震動監視システムを構築す
る。観測により得られた成果は、
政府関係委員会などに随時あるい
は定期的に資料として提供する。
また、インターネットなどを通じ、

【社会的観点】 
○成果・取組が防災・減
災に係る活動（政策・制
度を含む）に資するもの
か 
【妥当性の観点】 
○成果・取組が国の方針
や社会のニーズと適合
しているか 
【研究環境充実の観点】 
○基盤となるデータの
整備・充実等の取組が図
られているか 
・ 基盤的地震・火山観

測網の維持・更新が
できたか。 

・ 機動的な調査観測が
できたか。 

・ 火山活動の噴火予測
システムの強化が進
められたか 

＜定量的評価＞ 
・ リアルタイム観測の

対象となる基盤的地
震観測網等の稼働率
（数値目標：95%以
上）を確保できたか。 

【イノベーションの観
点】 

下記「５．主
な業務実績
等」に記載。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
基盤的地震観測網につい

ては、全期間を通じて数値
目標である95％以上を大き
く上回る稼働率で運用さ
れ、その観測データは、火
山観測網から得られるデー
タとともに関係機関間での
流通・共有化が図られるこ
とにより、我が国の地震・
火山調査研究の進展に加え
て、地震・火山防災行政に
も大きく貢献した。また、
観測データを逐次的に解析
することによって、南海ト
ラフ地震をはじめとする海
溝型巨大地震の切迫度を評
価する手法の開発が着実に
進展し、巨大地震の震源域
全体におけるシミュレーシ
ョンによって、スロー地震
との関連性についても新た
な知見を獲得された。なお、
観測では得られない情報を
大型岩石実験により収集す
ることで、震源断層におけ
る摩擦構成則の高度化を行
うなど、地震発生メカニズ

評定 B 評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
リアルタイム観測を行って

いる基盤的地震観測網の稼働
率が、中期目標の 95%以上を大
きく上回る数字を確保できた
こと、これらデータが地震調
査研究推進本部や緊急地震速
報への貢献を通じて国民に対
して情報発信が行われている
ことは評価できる。また、火
山観測網の整備を引き続き行
い、データを流通させ、監視
や研究業務等に利用されてい
ることは防災・減災に資する
ものであり、国の方針や社会
のニーズに沿って研究開発が
推進されていると評価でき
る。 
インドネシア・フィリピン

において即時的震度解析シス
テムを拡張し国際研究の進展
に貢献すると共に、我が国の
防災技術の高さを知らしめる
ことができたことは評価でき
る。 
国や地方公共団体、学会、

学術誌等で積極的に発表・公
開を進め、さらにマスコミを

＜評定に至った理由＞ 
・陸・海の観測網の整備を着実に進
め、観測データに基づく地震活動モ
ニタリング、シミュレーションに至
る点で評価できる。基盤的地震観測
については、中期目標期間中も観測
網は正常に維持され稼働率も 95％を
達成するなど高かったと評価され
る。海陸統合の観測網が運営可能の
レベルに達したことは、顕著な成果
であり、今後の成果創出が期待でき、
高く評価できる。 
・特に第 3 期中期計画のスタート時
にはなかった日本海溝海底地震津波
観測網（S-net）の整備・運用は極め
て重要な事業であり、困難な整備計
画を着実に進め、データ収集が開始
したことは高く評価できる。これに
より社会への実装の動きが加速化
し、国民の期待も高いと考える。 
・火山観測および情報発信は気象庁
でなく、防災科研でないとできない
技術である。例えば、箱根観測に基
づく地元自治体への情報発信は、住
民や観光客の安全・安心情報につな
がると共に、経済活動の回復にもつ
ながり得る。防災科研がハブとなり
得る分野であり、今後も重点的に展
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開発するため、地
震や火山、集中豪
雨などの災害に
つながる自然現
象をより高精度
に観測する技術
を開発する。 

② 火山噴火時にお
ける航空機の飛
行安全性の定量
的評価による噴
煙災害の軽減に
貢献するため、噴
煙観測技術の開
発研究を行う。ま
た、現在よりも小
型で容易に火山
の活動度やガス
の分布を面的に
観測することが
できる技術を開
発する。 

③ 地震や火山噴火
を予測した上で、
事前に住民が避
難などを行うこ
とを可能にする
ため、地震や火山
噴火の発生メカ
ニズムの解明を
進める。また、気
候変動により増
加すると思われ
る局地的豪雨な
どを早期に予測
する技術やそれ
によって発生す
る都市型災害や
沿岸災害を予測
するための研究
を行う。 

国民に対してより分かりやすい形
での地震・火山活動に関する情報
発信を行う。 

(b) 海溝型地震の発生メカニズムを解
明するため、地震発生の一連の過
程を解明するプレート間すべりの
物理モデルに基づく大規模シミュ
レーション、実際の岩石を用いた
模擬断層面によるすべり実験、さ
らにスロー地震・微動発生領域周
辺での構造探査を行い、地震発生
モデルの高度化を進める。また、
構造物に被害を及ぼす強震動の予
測技術を高度化するため、波動伝
播理論に基づく波形データ解析を
行い短周期地震波の生成過程や伝
播特性の解明を進める。さらに沈
み込み帯に位置するアジア・太平
洋地域の観測データの収集を進
め、それらを用いたグローバルな
比較研究を通して、地震及び火山
噴火発生メカニズムの解明を進め
る。 

(c) 火山活動の観測予測技術を開発す
るため、基盤的火山観測網データ
等の解析による火山活動の異常検
知と変動源の自動推定を行う噴火
予測システムを開発する。また、
検出された異常から地下における
マグマの挙動を迅速に可視化する
技術開発を実施し、多様な噴火現
象のメカニズムの解明を進める。
さらに、火山災害の定量的評価に
資するため、火山ガス・地殻変動・
温度の把握を目的としたリモート
センシング技術の活用及びその小
型化などに関する研究開発を進め
る。また、気象災害に関する研究
と連携しつつ噴煙災害を予測する
ための高度な噴煙観測技術開発を
進める。 

○国内外の大学、研究機
関、自治体、民間事業者
との連携・協力の取組が
図られているか 
・ 観測データの共有及

び逐次解析ができた
か。 

【アウトリーチの観点】 
○研究・開発の成果・取
組の価値を社会に向け
て情報発信する取組を
推進しているか 
・ 国民に対する情報発

信を行うことができ
たか。 

【科学的・技術的観点】 
○研究・開発の成果・取
組の科学的・技術的意義
は十分に大きなもので
あるか 
・ 地震発生モデルの高

度化、短周期地震波
の生成過程や伝播特
性の解明が進められ
たか。 

・ 国際的な比較研究が
進められたか。 

・ 多様な噴火現象のメ
カニズムの解明が進
められたか。 

【時間的観点】 
○成果・取組が今後の発
展の可能性があるもの
であるか 
・ 日本海溝海底地震津

波観測網について研
究開発等が進められ
たか。 

・ リモートセンシング
技術の活用や高度な
噴煙観測技術の開発
が進められたか。 

ムに関する基礎的な研究分
野でも大きな進展があっ
た。さらに、地震発生直後
からの減災に極めて有用な
情報を提供することができ
るリアルタイム強震動監視
システムの構築が進むとと
もに、津波に関する新たな
警報技術を開発する基盤も
整備されるものと期待され
る。 
火山噴火予測システムの

高度化については、データ
処理手法の改良が進み、マ
グマの移動を検出する精度
の向上等が図られた。また、
岩脈貫入や火山爆発のシミ
ュレーション技術の高度
化、噴火形態モデルの精緻
化が進められるほか、火口
周辺における地殻変動デー
タに火山噴出物等の情報を
加えて解析することなどに
より、噴火機構の解明につ
いても着実な進展した。リ
モートセンシング技術の活
用とその小型化について
は、ARTS の小型化が達成さ
れるとともに、降灰観測に
ついても、地上における観
測に加えて気象レーダを用
いた観測技術の開発が大き
な進展した。 
以上より、中期目標等に

照らし、「研究開発成果の最
大化」に向けて顕著な成果
の創出や将来的な成果の創
出の期待等が認められる。 

通しての広報活動も、災害発
生時に適切に対応している。
インターネットを通じて地殻
活動情報を広く一般に公開す
る他、噴火した口永良部島新
岳、御嶽山の噴火の際には迅
速な現地調査を実施し、逐次
解析結果を提供している取組
も評価できる。研究・開発の
成果・取組の科学的・技術的
意義は十分に大きなものと考
えられる。特に、地震発生モ
デルの高度化における大型振
動台を使った岩石摩擦のスケ
ール依存性の実験は興味深
く、潮汐相関やｂ値、地震前
後の速度構造の変化など、切
迫度を示す可能性のあるデー
タのモニタリングシステムの
構築に目処がついたことも評
価できる。多様な噴火現象の
メカニズムの解明において
は、噴火予測シミュレーショ
ン技術の開発が危機管理クラ
ウドでの活用を目指している
のは評価できる。 
強震動監視システムと津波

監視システムを合わせたリア
ルタイム地震津波モニタリン
グシステム開発の取組は、日
本海溝海底地震津波観測網の
整備状況等を踏まえると、近
い将来の津波即時予測の実現
を期待させるものである。ま
た、災害把握のためのリモー
トセンシングの応用に関する
研究は、非常に優れた成果が
得られつつある。 
 
＜今後の課題＞ 
・S-net の整備及び地震・津波
観測監視システム（DONET）移
管後の着実な運用体制の整備
と他機関等への適切な情報提
供、地震津波防災への活用や
地元自治体との連携に向けた
仕組みづくりを検討するこ
と。 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 

開いただきたい。また一部とは言え、
火山防災協議会の場に組織的に参画
していることは意義があり、第 4 期
中長期計画での情報共有システムや
リスクコミュニケーションの研究に
繋がるものとして評価される。 
・低粘性マグマの噴火に先行するマ
グマ上昇と山体変形のモデル化や火
山災害リスク評価など、東日本大震
災後 5 年が経過し、得られた特筆す
べき成果がみられ、高く評価できる。
また、火山噴火予知システムの研究
については、噴火機構の解明、リモ
ートセンシングの高度化および降灰
観測技術に大きな進展が見られた。
地震前兆現象の解明や噴火予測技術
についても、地道ではあるが基礎研
究の着実な進歩が認められる。 
・地震調査研究推進本部の枠に留ま
らず、リアルタイム地震動監視シス
テムを構築させ、地震発生時だけで
なく、防災訓練などへの活用を自治
体と意見交換しているのは計画にな
かったことで、社会ニーズの積極的
な掘り起こしと言え、第 4 期中長期
計画での成果創出につながるものと
して高く評価できる。期間後の熊本
地震における第 3 期で積み上げたリ
アルタイムモニタリングや SIP のプ
ログラムを活用したデータ提供の実
現は、成果の創出の実例であり、高
く評価できる。 
・地震観測網・火山観測網のデータ
ともに、アウトリーチの観点から観
測情報の社会への発信も十分行われ
活用されていると評価できる。また、
社会的観点から防災減災に貢献でき
ている。 
・計画に沿って、着実に適切に業績
を上げている。 
 
＜今後の課題＞ 
・S-net、DONET 統合後の着実な運用
体制の整備と確実な運用、地域特性
を踏まえた津波警報の発出方法の確
定、社会実装の実現など津波防災へ
の活用、仕組みづくりを推進するよ
う検討をお願いしたい。 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意
見】 



8 
 

・政府関係委員会への情報提
供だけでなく、インターネッ
トの多様な手段で情報発信を
しているのは評価できるが、
今後は自治体や民間事業者な
ど、ニーズを踏まえたような
情報発信のあり方を検討され
たい。 
・研究開発の技術的意義は十
分なものであったと評価でき
るが、他機関での同種の研究
との対比や防災科学技術研究
所での研究の特長･意義がも
っと明確になると良い。 
・研究開発の今後の発展可能
性が認められるが、時間的観
点から技術開発をマネジメン
トするための今後ロードマッ
プ作成等が必要と思われる。 
・観測網の維持や新規整備を
行うにあたり，今後具体的な
目標設定が必要だと考えられ
る。 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 
○日本海溝海底地震津波観測網については、平成 24 年度以降実施。 
 
５．主な業務実績等 
① 地震・火山活動の高精度観測研究と予測技術開発 
（a）基盤的な高精度地震火山観測研究 
 平成 23 年東北地方太平洋沖地震による障害の迅速な復旧を行うなどにより基盤的地震・火山観測網の維持・更新等を図った結果、基盤的地震観測網の稼働率が第 3期中期計画上の目標値である 95 ％以
上を大きく上回ってきた。それぞれの観測データを IP ネットワーク経由で関係機関との間で共有する仕組みを構築し、提供している。観測データは、気象庁の監視業務をはじめとする地震火山防災行政や、
大学、研究機関における教育活動・学術研究に不可欠なリソースとなっている。 
 より詳細な地震・火山活動の現状把握のため、基盤的地震・火山観測網を補完する機動的な調査観測を南西諸島等で行った。安定的かつ高精度な観測を実現するための新たな観測機材及び観測技術とし
て、深層での強震動検知に利用するための高温対応型地震計の開発を進めた。また、敷地が限られる都心等での強震観測拡充のための省スペース型強震観測施設、及び長周期地震動前線検知システムのた
めの観測装置を開発した。 
 地殻活動モニタリングにおいては、地震波干渉法により平成 23 年東北地方太平洋沖地震後に東日本において速度低下が見られることが明らかになり、新たにこの手法により速度変化をモニタリングする
システムを整備した。 
 平成 23 年東北地方太平洋沖地震の発生前の数年間に地球潮汐と地震発生の間に明瞭な相関が出現していることが発見された。平成 23 年東北地方太平洋沖地震とスマトラ地震については、地震の規模別
頻度分布を示す b値が地震発生に先行して低下していることが発見された。 
 日向灘沖や千島海溝―日本海溝会合部付近での超低周波地震の移動現象等が見つかり、南西諸島海溝では浅部超低周波地震の活動域が見いだされ地震後の活発化と移動現象が捉えられるとともに、福島・
茨城沖においてこれまで確認できていなかった浅部超低周波地震を確認し、南海トラフ以外の地域でスローイベントを捉えることに成功し、地震発生メカニズムの理解が進んだ。 
 各種データ解析処理の基盤として日本列島標準モデルの整備を進めている。海域拡大版３次元地震波速度構造の作成及び表示ソフトウェアを開発し、公開した。また、日本全国高分解能震源カタログは
関東中部地方版を作成した。 
 モニタリングによって明らかになったスロースリップや海溝型地震の活動の特徴を数値シミュレーションで再現する数値モデルの構築を進めた（「地殻活動の観測予測技術開発」プロジェクトと連携）。 
 緊急地震速報と、観測された地震動情報を連携させたリアルタイム強震動監視システムを構築するために、曲面断層モデルを用いた震源インバージョン手法の開発、震度のリアルタイム演算法の高度化、
ベストエフォート回線を用いた強震データ伝送方式の開発、長周期地震動のリアルタイム監視と即時予測に向けた距離減衰式等の開発、リアルタイム強震動補間法の開発等を実施した。また、強震モニタ
の多指標化、可視化、一般への配信を実現した。さらにリアルタイム強震動監視システムにリアルタイム津波監視システムをあわせたリアルタイム地震津波モニタリングシステムの開発を進め、震度観測
地点数のカウントによる超巨大地震発生の判定手法の開発、強震動を観測した領域の隣接領域に次々と警報を発する「地震領域警報」の開発、深発地震を対象とした距離減衰式の開発、局所細分化適応格
子法（AMR 法）を用いた並列化非線形長波津波計算法の開発、津波波源位置の即時推定法である TCL（Tsunami Centroid Location）法の開発、事前計算型津波予測に用いる複数指標津波シナリオ検索アル



9 
 

ゴリズムの開発、津波データおよび海底地震データ高精度処理手法の開発、等を実施した。 
 観測により得られた成果、例えば東北地方太平洋沖地震の余震活動、房総半島沖スロースリップ、平成 26 年 11 月 22 日の長野県北部の地震などは、政府関係委員会などに随時あるいは定期的に資料とし
て提供してきた。また、インターネットなどを通じ、防災地震 Web サイトの開設など、国民に対してより分かりやすい形での地震・火山活動に関する情報発信を行ってきた。 
 平成 27 年度は、これまでの取組に加え、地震活動モニタリングシステムの構築に取り組んで海溝型大地震の切迫度指標としての有効性の検討をし、超低周波地震の平成 23 年東北地方太平洋沖地震前後
の活動パターンの解明や、減衰構造及び精密震源カタログ全国版（第 1版）を作成した。また、海溝型地震の前後におけるスロースリップ等の活動の特徴的な変化に関する検討を行った。 
 
（b）地殻活動の観測予測技術開発 
 地震発生モデルの高度化については、海溝型地震、特に、南海トラフ沿いに発生する巨大地震の発生メカニズム解明のため、大規模シミュレーションにより、プレート境界の構造的不均質が断層破壊伝
播に及ぼす影響の評価、断層面に摩擦発熱弱化を生じる場合の破壊伝播に及ぼす影響の評価、大型摩擦実験から得られる摩擦構成則に基づいた破壊構成則の導入の試みを行った。また、四国において発生
している長期的、短期的スロースリップイベントのシミュレーションに成功し、観測データを説明できるようなプレート境界の摩擦構成則モデルを得ることができた。長期的スロースリップと浅部低周波
地震の連動性も、数値シミュレーションで再現出来た。さらに、地震観測では捉えることのできない摩擦構成パラメータを取得するため、大型振動台を用いた大型二軸摩擦試験機を製作し、摩擦実験を行
った。センチメートルオーダーの岩石試料を用いた高速摩擦試験機による測定データと、メートルオーダーの摩擦試験ができる大型二軸摩擦試験データの比較により、摩擦のスケール依存性が存在するこ
とが判明し、数値実験によりすべり面の空間的不均質に起因することが確認された。摩擦実験中に発生するスティックスリップ地震の解析により、本震発生前にプレスリップや前震が発生することが実験
的に確認され、前震の発生は断層面のダメージの程度に依存することがわかった。本震はプレスリップ領域内の１点から開始しプレスリップ域外に広がっていくが、いつどこから開始するかは予測不可能
なランダム性を有していることがわかった。このことは、地震発生予測の困難さを示唆している。 
 短周期地震波の生成領域推定手法の開発と伝播特性の解明については、散乱理論を用いた短周期地震波形の包絡線をデータとして、バックプロジェクション法を適用した短周期地震波減の推定手法を開
発した。この手法を平成 23 年東北地方太平洋沖地震に適用し、短周期地震波の発生域は大きなすべりが起こっている領域とは有意に異なっていることがわかった。同様の手法により、平成 19 年にペルー
で発生したピスコ地震や、平成 26 年にチリ北部で発生したイキケ地震でも、同様に断層変位が大きい領域と短周期地震波の発生域は有意に異なっていることがわかった。この性質は海溝型巨大地震に共通
する性質の可能性がある。伏在断層の存在が示唆されているが地震観測データでは未だ確認出来ていない東海地域南部において地磁気地電流観測データを用いた伏在断層探査を実施した結果、地殻変動デ
ータより想定されていた伏在断層の位置に低比抵抗の構造体の存在を確認した。さらに、四国において連続的に地磁気地電流の観測を行い、地殻比抵抗に関連するパラメータが時間変化していることを確
認した。津波発生・伝播に関する研究における従来理論では、津波発生・伝播に伴う海底圧力や海中流速分布の時空間変化を表す解の導出がなされていなかったため、その導出を行った。さらに、地震波、
海中音波、津波の連成問題を解くことに成功し、海溝型巨大地震のすべりが海溝軸付近まで達した場合のより正確な地震津波発生の計算が可能となってきた。さらに、地震波解析では２つ目のサブイベン
トの位置を決められなかった平成 24 年 12 月 7 日に宮城県沖の日本海溝近傍で発生した Mw7.3 の地震の津波記録を詳細に解析し、これらの二つのサブイベントは日本海溝をまたいで発生したことが示され、
沖合で発生した地震の場合、その発生位置の推定には津波データが有効であることがわかった。 
 アジア・太平洋地域の観測データの収集、比較については、インドネシア、フィリピン、チリといった、環太平洋地域のリアルタイム広帯域地震データを用いて、地震の発生位置、モーメント、メカニ
ズム解を自動で推定し、津波発生予測をするシステムを構築した。入力データとして数百 km 程度以下離れた広帯域地震波形を用いるために即時性を確保することができ、沖合で発生した巨大地震による津
波の発生予測にも役立つ可能性がある。さらに、蓄積されたメカニズム解を用いた応力テンソルインバージョンにより、インドネシア、フィリピン、チリ地域の地震発生応力場の推定を行い、フィリピン
断層に沿った領域の応力場が特異であることが判明した。フィリピン断層の横ずれ運動がその応力場を作り出しているとすると、その説明がつくことがわかった。また、リアルタイム広帯域地震データを
用いてスロー地震及び微動を探索するシステムを構築し、フィリピンミンダナオ島付近で微動らしきイベントを検出した。エクアドルにおいて、国立理工科大学地球物理研究所によって整備が進められて
いる広帯域地震観測網のデータを用いた SWIFT の導入を行い、エクアドル地震観測網のデータをインターネット経由で収集し、エクアドルトゥングラワ火山の爆発的噴火に伴う地震・空振記録の解析を行
った。その結果、爆発的噴火に伴って火道浅部から短時間に上昇する移動震源が推定された。この移動震源は、桜島で発生した爆発地震におけるものと類似性があることが分かった。 
 
（c）火山活動の観測予測技術開発 
 基盤的火山観測網データ等の解析による火山活動の異常検知と変動源の自動推定を行う噴火予測システムの開発を行った。基盤的火山観測網で観測された火山性地震の 10～20%は、互いに波形がよく似
た相似地震であることを確認し、火山でも相似地震をモニターすることにより応力場の変化を把握できる可能性を示した。また、開発した震源及び発震機構解を高精度に自動決定する方法を用いて、火山
活動が活発である小笠原硫黄島に適用した。さらに、地質調査や地震観測により硫黄島の火山活動史および地下構造を明らかにするとともに、地震活動および地殻変動データの解析から、硫黄島における
マグマ水蒸気噴火の前兆を検知する技術を開発した。硫黄島における水蒸気噴火等の予測に向けた成果である。 
 一方、火山観測施設整備で取得した岩石コア試料の解析においては、年代測定、化学組成分析、鉱物組成分析等を行い、噴出物の対比や噴火様式についての議論を進め、噴火シナリオ作成に寄与した。 
 高精度 SAR 干渉解析に関する技術開発を実施した。2011 年新燃岳に関する地表変動を SAR 解析によって検出した結果、深部マグマだまりの膨張・収縮に関する地殻変動モデルを構築できた上に、2011
年 1 月 29 日から 1 月 31 日の期間に 7.7×106 m3/day の速度で溶岩が流出したことを明らかにした。さらに、最後の爆発から 2 年以上経過した時点においても、約 100 m3/day の速度で溶岩流出が継続し
ていることが明らかとなった。本成果は、学術的に重要な発見であるだけでなく、火山活動評価においても重要な情報として用いられた。 
 SAR 解析及び基盤的火山観測網（V-net）の GNSS もしくは V-net 観測点が整備されていない火山では機動的 GNSS 観測を行い、霧島山新燃岳のほか、霧島山硫黄岳、桜島、伊豆大島、口永良部島、八甲田
山、草津白根山、小笠原硫黄島、十勝岳における火山活動に関わる地殻変動調査を実施した。特に、口永良部島や御嶽山噴火に対する解析では、噴火メカニズムの解明と長期的・短期的火山活動の評価に
役立った。さらに、地上設置型レーダー干渉計観測システムを浅間山に設置し、固定観測の精度実験に着手することができた。 
 噴火メカニズムの解明と噴火・災害予測シミュレーション技術開発を行った。まず、巨大地震発生による火山噴火の可能性評価として、2011 年東北地方太平洋沖地震による富士山マグマ溜まりへの影響
を検討した。静的・準静的・動的な応力場の変化を定量的に推定し、噴火可能性評価を行う汎用的技術を開発した。東北地方太平洋沖地震と富士山との組み合わせ以外にも、地震・火山の連動性を南海ト
ラフ・富士山、東北地方太平洋沖地震・東北地方の火山、チリ沖の巨大地震・コルドンカウジェ火山に適用した。 
 火道内における気液二相マグマの上昇過程の数値的・解析的研究を行った。その結果、非爆発的噴火から爆発的噴火への遷移過程を再現する時間発展モデルを開発し、観測データとの比較可能な火道内
圧力変動プロセス再現することに成功した。 
 ストロンボリ式噴火のモデルとして広く研究されているスラグ上昇モデルにもとづいて、火道内部のスラグ上昇過程とそれに伴う地表の山体変形を数値計算によって求め、その時空間分布の特徴を明ら
かにした。その結果、低粘性マグマの噴火に先行するマグマ上昇と山体変形のモデル化することができた。 
 火山災害リスク評価として、溶岩流シミュレーションと建造物データベースの融合化や粒子法による岩脈貫入評価を行った。特に、桜島の 2015 年８月 15 日噴火警戒レベル４に引き上げに関わる地殻変
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動の解析結果をもとに、溶岩流が流出した場合のシミュレーション結果を噴火予知連絡会に提出した。 
 火山災害の定量的評価に資するため、火山ガス・地殻変動・温度の把握を目的としたリモートセンシング技術の活用及びその小型化などに関する研究開発を進めた。また、気象災害に関する研究と連携
しつつ噴煙災害を予測するための高度な噴煙観測技術開発を進めた。まず、航空機搭載型放射伝達スペクトルスキャナ（ARTS：Airborne Radiative Transfer spectral Scanner）の小型に関する研究を行
った。小型化技術の検証として、ARTS を単発航空機用に改造すると共に将来の緊急観測実現の為の新規なカメラ型センサを開発し、それらを統合した ARTS-SE を開発した。航空機への搭載許可を取得後、
ARTS-SE の試験観測を名古屋市街地や箱根山、浅間山で実施し、その性能を確認し、今後の火山観測への運用体制を整えた。また、リモートセンシング技術の活用に関する研究として、赤外分光計と積分
球の構成により放射率の間接計測装置を実現した。火成岩の赤外線反射率分布の実験室内での画像計測手法、誘電率解析手法を開発した。 
 噴煙レーダの開発検討に関する研究として、現業 C バンドレーダ、X-バンドマルチパラメタレーダによる噴火観測データを解析し、気象レーダを噴煙観測へ提供する際の有効性、問題点を定量的に評価
した。防災科研の Ka バンドドップラーレーダとパーシベル（降下粒子計測装置）の同期観測を桜島で実現し、レーダデータと降灰の粒径分布、落下速度等の関係を解析した。 
 プロジェクトにおける個々の解析結果については国等の各種委員会に報告され、社会への貢献がなされている。また、研究成果を火山防災に役立てるために、ワークショップ等の開催や、当所が発行

した「日本の火山ハザードマップ集」改訂版の作成や配布を行った。 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―１―２ 極端気象災害の発生メカニズムの解明と予測技術の研究開発 

関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推
進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
一 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

誌上発表（査読誌）数の推移 ― 33 55 43 39 35 予算額（千円） 181 127 152 410 328 
口頭発表数の推移 ― 183 268 210 178 154 決算額（千円） ― ― ― ― ― 
       経常費用（千円） ― ― ― ― ― 
       経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 19.3 16.4 19.4 19.4 22.4 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 我が国の安定的な成長と

国民の生命の保護の実現
に貢献するために達成す
べき課題を明確にして研
究開発を進める。防災に
関する総合的な研究機関
である強みを活かした分
野横断的な取組を進め、
その研究成果が行政機関
や民間等で活用されるま
でを目指す。第 3 期中期
目標期間においては、防
災科研の特色を生かしつ
つ政策課題ごとにプロジ
ェクトを再編し、「災害を
予測」し「災害が発生し
た際の被害を軽減する」
ための研究開発を進め、
その成果を活用して「災
害に強い社会をつくる」
ことに貢献することを目
指す。 
① 自然災害の軽減に有

効な情報を提供する
技術を開発するため、
地震や火山、集中豪雨
などの災害につなが
る自然現象をより高
精度に観測する技術
を開発する。 

気候変動に伴い増加が
懸念される極端気象に
よって複合的に発生す
る水害等の軽減に資す
るため、その発生メカ
ニズムの解明と災害予
測を目的として、以下
の研究を推進する。 
(a)積乱雲の発生から

消滅までの一連の
過程を様々な測器
と手法で観測する
マルチセンシング
技術の開発と、その
観測データを数値
シミュレーション
に利用するための
データ同化手法の
高度化により、局地
的豪雨の早期予測
技術の開発を行う。
また、地方公共団体
等への情報提供・技
術移転が可能な局
地的豪雨による都
市の浸水被害及び
河川増水のリアル
タイム予測技術、高
潮等の沿岸災害の
予測及び危険度評

【社会的観点】 
○成果・取組が防災・
減災に係る活動（政
策・制度を含む）に資
するものか 
【妥当性の観点】 
○成果・取組が国の方
針や社会のニーズと適
合しているか 
【研究環境充実の観
点】 
○基盤となるデータの
整備・充実等の取組が
図られているか 
【イノベーションの観
点】 
○国内外の大学、研究
機関、自治体、民間事
業者との連携・協力の
取組が図られているか 
【アウトリーチの観
点】 
○研究・開発の成果・
取組の価値を社会に向
けて情報発信する取組
を推進しているか 
【科学的・技術的観点】 
○研究・開発の成果・
取組の科学的・技術的
意義は十分に大きなも

下記「５．主な
業務実績等」に
記載。 

＜評定＞ A 
＜評定の根拠＞ 
都市圏における複合水災害

の発生予測に関する研究で
は、首都圏におけるレーダ観
測に加えて、ドップラーライ
ダーをはじめとする各種観測
機器からなる積乱雲観測シス
テムが整備され、多項目の観
測に加えてデータ同化手法が
導入されることにより、局地
的豪雨の早期予測技術はめざ
ましい発展を見せた。また、
局地的豪雨による都市の浸水
被害や土砂災害等の予測技術
開発についても、予測モデル
の改良が進むと同時に、地方
自治体への技術移転が可能な
危険度評価技術が開発され
た。さらに、SIPの豪雨・竜巻
課題とも連動して、複数の地
方自治体をはじめとするエン
ドユーザーに観測情報をリア
ルタイムで提供するなど、社
会実装に向けた取組がより一
層進展した。 
降積雪情報の高度化に関す

る研究では、集中豪雪観測シ
ステムとSW-Netによる観測デ
ータが気象庁観測部等に準リ

評定 A 評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
積乱雲観測システムの開発

やＭＰレーダ情報を活用した
都市型水害予測の社会実験を
自治体と実施するなど、気象観
測・水害予測の研究を飛躍的に
進展させたことは高く評価で
きる。地元との連携・協力によ
って、より実践的でイノベーシ
ョンにつながる研究成果を上
げることを期待したい。雪氷災
害については、自治体だけでな
く、多様な関係機関と連携した
共同研究を行っており、研究成
果の最大化を目指していく上
で非常に高く評価できる。さら
に、SIP の豪雨・竜巻課題とも
連動して、複数の地方自治体を
はじめとするエンドユーザー
に観測情報をリアルタイムで
提供するなど、社会実装に向け
た取組がより一層進展するも
のと期待される。 
学会、学術誌等で積極的に発

表・公開を進める他、災害時に
はマスコミを通しての広報活
動も適切に対応している点は、
社会のニーズに適合している
ものと評価される。風水害、土

＜評定に至った理由＞ 
・積乱雲観測システムの開発やＭＰレ
ーダ情報を活用した都市型水害予測の
社会実験の実施を進めたことは評価で
きる。局地的豪雨・積乱雲の発生につ
いてはこれまでの技術的蓄積に加え予
測技術に大きな進歩が認められたとも
のと評価され、次の第４期では、地域
住民の適切な対応行動に結びつけ、被
害軽減に繋がる基礎自治体のニーズを
ベースにした実効性のある仕組みの構
築など、将来的な成果創出も期待でき
る。 
・三大湾の高潮被害想定の成果は評価
できる。各種シナリオ下での伊勢湾奥
部の高潮浸水結果解析を行い、防災計
画を専門とする他機関研究者との連携
により、施設整備や広域避難のあり方
に活かす取り組みは、成果を見据えた
プロジェクトとして評価できる。この
成果を活かし、第４期では SIP との連
動を生かし、自治体や地域での広域避
難の備えや訓練に役立てられるよう
な、成果創出も期待できる。 
・豪雨と地震による複合土砂災害の危
険度評価技術の開発では、所内の部門
間をまたいだ協力体制も築かれ、UAV 技
術の活用や新たな予測技術や解析シス
テムにつなげた点で評価できる。 
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② 火山噴火時における
航空機の飛行安全性
の定量的評価による
噴煙災害の軽減に貢
献するため、噴煙観測
技術の開発研究を行
う。また、現在よりも
小型で容易に火山の
活動度やガスの分布
を面的に観測するこ
とができる技術を開
発する。 

③ 地震や火山噴火を予
測した上で、事前に住
民が避難などを行う
ことを可能にするた
め、地震や火山噴火の
発生メカニズムの解
明を進める。また、気
候変動により増加す
ると思われる局地的
豪雨などを早期に予
測する技術やそれに
よって発生する都市
型災害や沿岸災害を
予測するための研究
を行う。 

価技術、並びに集中
豪雨に加えて地震
の影響も考慮した
土砂災害の危険度
評価技術を開発す
る。さらに、水災害
発生後の解析結果
を速報として提供
するとともに、極端
気象による水災害
の発生機構の解明
を進める。 

(b)雪氷災害による被
害の予防、軽減を図
るために、集中豪雪
の現況把握手法を
開発するとともに、
雪崩、吹雪、着雪な
どの多様な気象条
件で発生する雪氷
災害を対象とし、迅
速かつ的確な災害
対応を可能とする
リアルタイム雪氷
災害予測手法を開
発する。 

のであるか。 
・ 局地的豪雨の早期

予測技術の開発が
進められたか。 

・ 地方公共団体等へ
の情報提供・技術移
転が可能な各種災
害の予測及び危険
度評価技術の開発
が進められたか。 

・ 極端気象による水
災害の発生機構の
解明が進められた
か。 

・ 集中豪雪の現況把
握手法の開発が進
められたか。 

・ リアルタイム雪氷
災害予測手法の開
発が進められたか。 

【時間的観点】 
○成果・取組が今後の
発展の可能性があるも
のであるか 

アルタイムで提供され、引き
続き現業に有効活用されるほ
か、得られた結果はわかりや
すい形に加工して一般に公開
した。また、雪氷用X線CTや雪
氷用MRIを用いた各種の測定
により、降雪種・湿雪に対応
した積雪構造モデルの精緻化
が一層進んだほか、雪崩や吹
雪等の雪氷災害に関するリア
ルタイムハザードマップの開
発に関しても、観測データに
加えて現地調査から得られる
情報を用いた予測モデルの高
度化により、さらに役立つハ
ザードマップが作成された。 
以上より、中期目標等に照

らし、「研究開発成果の最大
化」に向けて顕著な成果の創
出や将来的な成果の創出の期
待等が認められる。 

砂災害についてデータベース
化を進めるなど基盤となるデ
ータの整備・充実が図られてい
る。海外機関との共同研究、協
定を進めており、また観測デー
タは各機関に提供されるなど、
国内外の機関との連携が図ら
れている。 
計画された研究開発につい

ては、技術的意義は高いもので
あり、平成 26 年度までの目標
達成と共に、それを上回る調査
研究成果と社会実装に努めて
おり、中期目標達成が大きく期
待できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 
・日本の国際的な位置づけを高
めることができる「日本の防災
研究を海外で役立てる仕組み」
を作ることをお願いしたい。 
・科学的な観点からは、複合
水・土砂災害に関する観測情
報・予測モデルの高度化・精緻
化は強く求められるが、自治体
担当者らエンドユーザーから
すれば必ずしも新たな情報が
増えることが効果的な災害対
応業務につながるとは限らな
い。自治体担当者の抱える課題
を理解し、新たな情報提供と併
せて判断につなげる知識や解
釈も提供されたい。 
・人材も予算もない地方公共団
体に対してはどのような方法
で情報提供と技術移転が可能
な予測技術を開発するのか検
討されたい。 
・今後の目標設定にあたって
は、予測技術の高度化だけでな
く、突発的な災害に対する情報
を国民に平易に伝達する方法
も考慮してほしい。正確さより
も速報性が要求されるような
場合に対する対応にも配慮す
る必要があると思われる。 
・高精度浸水予測モデルにより
高潮予測を実施し、その結果を

・雪氷災害情報については、観測手法
やモデルの開発など技術的進歩だけな
く、ハザードマップの開発など防災情
報発信にも成果を残している。吹雪リ
アルタイムハザードマップの開発は特
許登録手続き中であるが、特許申請や
認証評価、ISO の取得などは、防災科研
がハブ（信頼のおける認証組織等）と
なるための土台となり、今後一層努め
て頂きたい。 
・極端気象災害・雪氷災害分野とも、
住民の防災行動を促す、あるいは生活
情報として根付かせようとする努力が
見受けられる。 
・浸水予測については、東京消防庁へ
のデータ提供やマスコミへの情報発信
など積極的に行い、イノベーションの
観点・アウトリーチの観点からも成果
があったと認められる。 
・首都圏ははじめとする水害予測技術
については、社会ニーズを的確にとら
えたものであり、SIP と連携するなど国
の方針とも合致している。社会的貢献
度の高い技術として評価される。 
・第 3 期の成果が、気象災害軽減を目
指したイノベーションハブ形成に向け
た先行的取り組みへ発展したことは高
く評価できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意
見】 
・気象業務法との関係で、踏み込めな
い部分がある中で、関係機関への情報
提供を行うなど、社会のニーズに応え
ようとしていることは高く評価でき
る。第４期でのイノベーション・ハブ
の取り組みの中で気象庁との連携を深
め、成果の一層の創出を期待する。 
・雪氷災害研究の専門機関として、外
部資金の積極的な獲得や、基礎自治体
などとの積極的なコミュニケーション
によって、研究成果を社会に生かすた
めの進んだ取り組みが実践されてきた
ことは顕著で成果で、高度降積雪情報
に基づく雪氷災害軽減研究など、防災
科研で長期に蓄積されてきたデータや
予測技術が際立っており、防災科研
（NIED）ブランドとなり得る分野はこ
れからの成果の創出も大いに期待でき
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関係機関と連携し対策に結び
付けてほしい。 

る。今後も重点課題として取り組んで
頂きたい。 
 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 

 
５．主な業務実績等 
（a）都市圏における複合水災害の発生予測に関する研究 
 ミリ波レーダと XバンドＭＰレーダ等による首都圏での観測実験、2台のＭＰレーダのセクタースキャンによる積乱雲の高頻度追跡観測とそのデータを用いた熱力学リトリーバル、さらにはマイクロ波
放射計、ドップラーライダー、雲レーダからなる積乱雲観測システムの整備により、積乱雲の発生から消滅までの一連の過程を様々な測器と手法で観測するマルチセンシング技術を開発した。降雨開始前
の水蒸気、風、雲の観測データや、熱力学リトリーバルによって導出した温位偏差のデータ同化は、局地的豪雨の早期予測や積乱雲の発達予測に大きな効果があることを明らかにした。 
 また、局地的豪雨による都市の浸水被害及び河川増水のリアルタイム予測技術、高潮等の沿岸災害の予測及び危険度評価技術、並びに集中豪雨に加えて地震の影響も考慮した土砂災害の危険度評価技術
については、それぞれ情報提供を可能にする技術開発を実施した。豪雨に伴う浸水域の推定結果と危険斜面に設置したセンサー監視システムによる計測結果は、地方公共団体への情報提供実験を行った。
沿岸災害危険度評価に関しては、名古屋地域の広域避難方策の検討に活用可能な、最大級高潮による予測潮位と浸水範囲の計算結果を得た。 
 さらに、雨、風、降水粒子に関する高次プロダクトの導出技術の開発により、防災科研及び国土交通省のＸバンドＭＰレーダのデータをリアルタイムで収集解析し、プロダクトを自動作成するＭＰレー
ダデータ解析システムを完成させて運用した。これらのプロダクトと現地調査に基づき、平成 23 年の台風第 12 号による紀伊半島での豪雨、平成 24 年のつくば市竜巻と九州北部豪雨、根室市高潮、平成
25 年の越谷市竜巻と台風第 26 号による伊豆大島の土砂災害、平成 26 年の広島豪雨、平成 27 年の関東・東北豪雨等、数多くの水災害発生後の解析結果を、速報として一般に提供することができた。局地
的大雨、竜巻、降雹、土石流等の極端気象による水災害の発生機構の解析を実施して、主要災害調査や論文で誌上発表するとともに、公開講座や防災ゼミナール等を通して成果普及を図った。また、複数
の地方公共団体等エンドユーザーにＭＰレーダ情報等を継続的にリアルタイムで提供し、成果の社会還元のための取組を進めた。 
 
（b）高度降積雪情報に基づく雪氷災害軽減研究 
 集中豪雪の現況把握手法について、雪観測用多相降水レーダー及び降雪粒子観測線からなる集中豪雪監視システムを構築・導入し、降雪粒子特性とレーダー偏波パラメータの同時観測を開始した。既存
の SW-Net 等を用いた一冬期観測も平成 23 年度から継続して行い、観測値は速報として Web 公開し、一部はリアルタイム雪氷災害発生予測の入力データとして活用している。また平成 24 年度からは気象庁
観測部等への SW-Net 観測データの準リアルタイムデータ提供も行い、防災気象情報や内閣府取りまとめ資料等に貢献している。 
 集中豪雪の現況としてより分かりやすい形での高度な情報発信として、観測値を解析して得られる屋根雪情報、融雪情報、降雪種情報、また降雪種情報を準リアルタイムで反映したレーダー降水強度分
布などを Web 公開し、その解析技術として、降雪粒子の粒径・落下速度代表値の算出法（質量フラックス中心、CMF 法）、降雪粒子の含水率測定、質量・粒径・落下速度の同時測定、湿雪含水状態と降雪粒
子密度のパラメタリゼーション、光学式ディスドロメータによる降雪情報（降雪強度、降雪種、含水状態）の取得手法、降雪粒子観測値と CMF 法による偏波レーダー降雪強度推定アルゴリズム、降雪集中
度分布解析手法等、多くの開発を行った。 
 集中豪雪の現況把握とリアルタイム雪氷災害予測のための高度化した積雪情報について、積雪内部の不均一な水の移動（水みち）の形成条件を室内実験し、その結果を再現可能な 3次元水分移動モデル
を開発した。その３次元水分移動モデルを用いて積雪層構造と水みち形成の関係の解析を行なった。また、降雪・積雪粒子の特徴を表す物理量として比表面積を導入し、降雪種別の特徴を積雪変質モデル
に組み込むための基礎データを得た。その検証となる降雪種起源の弱層が原因の雪崩事故に関するデータも蓄積した。さらに、積雪の微細構造や詳細な積雪内部の水分分布を測定するため、雪氷用 X線断
層撮影装置並びに雪氷用高分解能 MRI を導入し、測定手法を確立した。MRI を用いて積雪中の水分分布の詳細や水の浸透過程の可視化が可能になった。直接測定による降雪粒子の雲粒付着度と比表面積の
関係を求め、さらに X線断層撮影装置による降雪種別の微細構造と物理特性の関係を把握し、降雪種に対応した積雪変質モデルによるリアルタイム雪氷災害予測の開発につなげることが可能になった。 
 リアルタイム雪氷災害予測については、まず気象予測の最適高精度化技術として、複数モデルの気象場と SW-Net 等実測データとの比較解析、積雪分布の変化を自動的に収集更新する逐次補正技術の開発、
力学的ダウンスケーリングによる高解像度化、予測時間の延長等を実施した。また、予測更新タイミングと予測頻度の調整により気象要素の予測精度の向上が図られた。雪崩、吹雪、着雪氷のリアルタイ
ムハザードマップが地域気象モデルと結合されて試験運用され、その効果および課題について検証に基づく知見が得られた。 
 積雪変質モデルを用いた雪崩発生予測と 3次元雪崩運動モデルを結合した雪崩リアルタイムハザードマップを開発し、試験運用と現地観測による検証を行った。その結果、湿雪全層雪崩の雪崩発生タイ
ミングの誤差について改良の可能性が示された。３次元雪崩運動モデルの検証では、係数設定手法や流下状況の再現に課題が残るものの、試験運用においては、道路の通行規制などの資料として利用可能
なことがわかった。雪崩リアルタイムハザードマップについては、新潟県や山形県、福島県などで広域的に試験運用するとともに、雪崩発生事例の収集による検証も行われ、低気圧性の降雪種起因の雪崩
やネパールでの地震によって発生した氷河雪崩についての知見も得られた。 
 吹雪予測については、積雪状況対応の吹雪・視程予測モデル、吹きだまりポテンシャル予測モデルを組み込んだ吹雪リアルタイムハザードマップを開発し、寒冷地、比較的温暖な積雪地、平坦地や山岳
地など、広範かつ多様な地域を対象に試験運用を実施し、検証データを取得した。モニタリングシステムに基づく視程等算出法の開発による予測モデルの検証を可能にしたほか、北海道、東北、北信越地
方における試験運用により総合検証を行い、通行止め判断等に資する予測情報を得ることが可能となった。 
 着雪予測については、着雪の過去事例における気象条件の解析、並びに野外観測を行い、着雪災害発生条件と関連する霙の気象条件を明らかにした。雪氷防災実験棟において着雪を再現するための実

験手法を開発し、着雪の成長速度、形状、密度等の条件依存性を実験的に解明した。その結果に基づいて着雪モデルを作成し、地図上に着雪発生の有無や着雪量を表示する着雪ハザードマップを作成した。
さらに、その試験運用と着雪観測との比較等による検証を行い、精度向上のための課題についての知見が得られた。 
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様式２－２－４－１ 中長期目標期間評価（見込評価、期間実績評価） 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―１―３ 被災時の被害を軽減する技術の研究開発 

関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推
進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
一 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

誌上発表（査読誌）数の推移 ― 9 7 5 6 11 予算額（千円） 1,712 1,752 1,677 1,528 1,630 
口頭発表数の推移 ― 28 26 41 40 30 決算額（千円） ― ― ― ― ― 
       経常費用（千円） ― ― ― ― ― 
       経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 11.5 11.8 9.5 6.5 12.8 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 我が国の安定的な成

長と国民の生命の保
護の実現に貢献する
ために達成すべき課
題を明確にして研究
開発を進める。防災に
関する総合的な研究
機関である強みを活
かした分野横断的な
取組を進め、その研究
成果が行政機関や民
間等で活用されるま
でを目指す。第３期中
期目標期間において
は、防災科研の特色を
生かしつつ政策課題
ごとにプロジェクト
を再編し、「災害を予
測」し「災害が発生し
た際の被害を軽減す
る」ための研究開発を
進め、その成果を活用
して「災害に強い社会
をつくる」ことに貢献
することを目指す。 
① 建築物や構造物、

都市全体につい
て、その破壊過
程・耐震性能・機
能維持性能・被害

① 実大三次元震動破壊実験施
設を活用した社会基盤研究 

(a)実大三次元震動破壊実験施
設（Ｅ－ディフェンス）の運
用と保守・管理 
Ｅ－ディフェンスの効果的
かつ効率的で安全な運用を
行う。特に、実験装置・施設
設備の保守・点検、大型振動
台実験手法の改良を進める。
また、実験施設を活用した受
託研究、共同研究、施設貸与
の促進を国内外の研究機関、
民間企業等を対象として進
める。加えて、国内外研究機
関等へ実験データを提供し、
人的被害軽減を含む地震減
災に関する研究を振興する。 

(b)構造物の破壊過程解明と減
災技術に関する研究 
Ｅ－ディフェンスを活用し
た大規模・最先端な震動実験
により、実験データの取得・
蓄積・解析とその公開を行
う。特に、各種建築物・構造
物、ライフライン、地盤・地
中・地下構造物などを対象と
した実験研究を重点的に行
い、構造物の破壊過程の解明
を図ると同時に、地震発生時

【社会的観点】 
○成果・取組が防災・減
災に係る活動（政策・制
度を含む）に資するもの
か 
【妥当性の観点】 
○成果・取組が国の方針
や社会のニーズと適合
しているか 
【研究環境充実の観点】 
○基盤となるデータの
整備・充実等の取組が図
られているか 
・ Ｅ－ディフェンスの

効果的かつ効率的で
安全な運用が行われ
たか。 

・ 実験データの取得・
蓄積・解析とその公
開が進められたか。 

【イノベーションの観
点】 
○国内外の大学、研究機
関、自治体、民間事業者
との連携・協力の取組が
図られているか 
【アウトリーチの観点】 
○研究・開発の成果・取
組の価値を社会に向け
て情報発信する取組を

下記「５．主な業
務実績等」に記
載。 

＜評定＞ A 
＜評定の根拠＞ 
実大三次元震動破壊実験施設

（Ｅ－ディフェンス）の運用と
保守・管理については、第 3 期
中期計画の 5 年間を通して実験
装置・施設設備の保守・点検や
老朽化対策が実施され、実験管
理・施設整備や設備の運転管
理・安全保持・維持管理によっ
て、安定運用が確保された。ま
た、ASEBI や研究資料等を通じ
て、実験データや実験映像が国
内外の研究機関等に提供される
ことにより、第 3 期中期計画で
予定された研究振興が図られ
た。 
構造物の破壊過程解明と減災

技術に関する研究については、
震動実験や解析の実施、並びに
成果の展開にあたって、課題ご
との研究分科会を設置し、大学、
公的研究機関、企業等の研究
者・技術者と連携するとともに、
米国の耐震工学研究者とも定期
的に会合を行う等、海外の研究
情勢の取得や情報交換を行いな
がら、実験研究が推進されてき
た。第 3期中期計画の 5年間に、
共同研究 12 件、施設貸与 17 件、

評定 B 評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
地震国日本ならではの実

スケールの振動台装置であ
る実大三次元振動破壊実験
施設（Ｅ−ディフェンス）を
136 万時間に至って無災害
で稼働し、メンテナンスな
どに研究者のアイデアも盛
り込みながら大規模修繕を
行い、研究が続けられてい
ることは高く評価できる。
施設の利用を通して、国内
外の大学、研究機関、自治
体、民間事業者との連携・
協力の取組が図られてお
り、中期目標は十分達成で
きるものと考えられる。た
め池実験などのＳＩＰのプ
ログラムとの連携、機械学
会のガイドライン作成活動
への貢献など、研究を元に
した社会に役立つ指針策定
に寄与していることは高く
評価できる。 
一般的なアウトリーチだ

けでなく、耐震化を促進し
たい自治体の立場や、ＢＣ
Ｐを考える企業の立場、一
般住民の立場など、よりユ

＜評定に至った理由＞ 
・実大三次元振動破壊実験施設
（Ｅ−ディフェンス）では、26 年
度の大幅改造に加え、加振制御
システムの更新の設計を進める
などのメンテナンスを行い、特
に東日本大震災を受けて、もと
もとの計画にはなかった長周期
地震動をも再現できるような改
造を実施したことは高く評価が
できる。 
・自体研究・共同研究・施設貸
与を通してＥ－ディフェンスを
効果的かつ効率的に活用し、国
内外の各機関と連携しながら、
目標（25 件）を超える 30 件の実
験を実施したことは、地震防災
に関する社会貢献ならびにイノ
ベーションの観点から高く評価
できる。特に貸与実験の増加は、
民間事業者などへの施設の浸透
の成果として高く評価ができ
る。 
・構造物の破壊過程解明と減災
技術に関する研究では、高層 RC
構造物や地盤・杭の地震被害モ
ニタリング、ため池堤体の耐震
安全性に関する実験など、社会
のニーズを見据えた実験や得ら
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状況をシミュレ
ートすることが
できる技術（数値
震動台）を開発す
る。そのため、実
大三次元震動破
壊実験施設（Ｅ－
ディフェンス）を
活用し、建築物・
構造物等の震動
実験を実施する。 

② 建 築 物 や 構 造
物・地中構造物に
関する有効な設
計手法及び地震
時の室内の安全
性を向上させる
方策、人体を守る
ために最適な退
避行動について
研究を進める。 

③ 国内及び海外の
耐震実験研究機
関とのネットワ
ークを有効活用
しつつ、地震時に
おける建築物・構
造物等の機能維
持に有効な新技
術等を開発する。 

の安全性と機能性の維持に
効果的な新しい減災技術な
どを開発・検証する。これら
の実験研究の実施に当たっ
ては、関係機関との連携及び
国内外の共同研究体制のも
とで推進する。その際、国内
外の耐震工学実験施設を相
互に利用し、研究資源を有効
活用することに留意する。 

(c)数値震動台の構築を目指し
た構造物崩壊シミュレーシ
ョン技術に関する研究 

(d)Ｅ－ディフェンスで実施し
た構造物の地震発生時の挙
動をより高精度に解析する
数値シミュレーション技術
を構築し、実験の裏付けを持
つ材料レベルの構成則を導
入することにより、従来の構
造モデルでは不可能であっ
た精緻な崩壊解析を実現す
る。また、その際、関連する
研究者・技術者らが活用でき
るようにデータ入出力シス
テムの利便性を向上させる。 

推進しているか 
【科学的・技術的観点】 
○研究・開発の成果・取
組の科学的・技術的意義
は十分に大きなもので
あるか 
・ 各種建築物・構造物、

ライフライン、地
盤・地中・地下構造
物などを対象に振動
実験を行い、構造物
の破壊過程の解明及
び地震発生時の安全
性と機能性の維持に
効果的な新しい減災
技術の開発・検証が
進められたか。 

・ 数値シミュレーショ
ン技術を構築し、従
来の構造モデルでは
不可能であった精緻
な崩壊解析が進めら
れたか。 

【時間的観点】 
○成果・取組が今後の発
展の可能性があるもの
であるか 

受託研究１件の計 30件が実施さ
れ、知見の蓄積が行われた。各
研究課題では、震動実験により
得られた知見を基に、報告書や
学術論文等による成果公表のほ
か、地震減災技術の開発と検証、
設計指針やガイドラインへの反
映など、社会に貢献する取組が
進められた。また、CLT を用いた
共同実験の成果が、平成 28 年３
月及び４月に国土交通省が公
布・施行した CLT を用いた建築
物の一般的な設計法等に反映さ
れた。 
一方、数値震動台の構築を目

指した構造物崩壊シミュレーシ
ョン技術に関する研究について
は、第 3 期中期計画の 5 年間を
通して、Ｅ－ディフェンス震動
実験で得られた構造物等の挙動
をより高精度・精緻に再現する
数値シミュレーション技術の高
度化が進められてきた。解析精
度の定量的検証と解析モデル作
成インタフェースの利便性向上
などによって数値震動台のプロ
トタイプが作成されるととも
に、室内什器や非構造部材を考
慮した室内安全性評価解析シス
テムの開発や、シミュレーショ
ンコードのオープンソース化な
どが進められた。 
以上より、中期目標等に照ら

し、「研究開発成果の最大化」に
向けて顕著な成果の創出や将来
的な成果の創出の期待等が認め
られる。 
 

ーザーを想定した情報発信
を期待したい。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会
の主な意見】 
・耐震関連技術開発は現状
では社会的観点・妥当性の
観点から評価されている技
術領域ではあるが、一方で、
技術的に成熟した分野でも
ある。これまでの評価に安
住することなく常に社会と
の適合性等をチェックし続
ける姿勢が必要と思われ
る。 
・「大規模実験設備の確実
かつ安全な運用のための維
持管理方針・指針・計画の
策定とその着実な実施」を
お願いしたい。 
・Ｅ－ディフェンスの維持
管理には今後一層費用がか
さむことが予想される。外
部の活用をさらに促進し収
入額を増加させる施策を検
討する必要がある。また、
そのコストに見合った便
益・効用を明確にし、防災
科学技術研究所が保持する
大規模実験施設について社
会に説明する責務がある。 
・所内の実験施設との連携
や中長期的な維持管理計画
を設定しておくべきであ
る。 
 

れた結果に基づく基準の提示な
ど着実に成果を得られた。熊本
地震（震度 7 を 2 回経験）を受
けた耐震基準の見直しなど新た
なニーズに応えることも期待さ
れる。 
・安全管理面では、セイフティ
マネジメント検討委員会を設け
るなどの対策により無災害記録
154 万時間を更新する点は高く
評価できる。実大実験の際には、
現場で実物大建物を建設した
り、振動台の整備をしたりする
などのオペレーションが生じ
る。総合的に見てこうした安全
性が担保されることは評価で
き、実大実験装置を新たに設置
する、あるいは安全工学や土木
工学など現場を持つ分野にその
ノウハウ（ガイドライン、標準
化）を移転されることを期待す
る。 
・自体研究の成果はもちろん共
同研究であっても防災科学技術
研究所取得のデータは積極的に
公開し、世界唯一の施設として
実験データの公開を続けてきた
ことは防災技術の進展への貢献
として評価できる。 
・当初の予定になかった東日本
大震災対応と三次元継手球面軸
受交換等を実施しながらも、実
験及び研究を着実に滞りなく進
められたことは高く評価でき
る。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主
な意見】 
・世界に唯一のこの施設だから
可能な耐震性能の評価装置とし
て、国内外の災害被害の軽減に
寄与するという方向性も踏まえ
ており、その結果は設計指針へ
の反映などで成果を社会に還元
しており、第４期での成果の創
出に大いに期待が持てる。 

 
４．その他参考情報 
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【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 
○平成 24 年度に長時間・長周期化工事を実施。 
○平成 25・26 年度に、老朽化対策として三次元継手の球面軸受交換等工事を実施したため、平成 26 年度における実大三次元震動破壊実験施設の稼動は 3ヶ月のみ。 
 
５．主な業務実績等 
（a）実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）の運用と保守・管理 
施設の効果的・効率的で安定した運用のため、実験管理や施設整備、設備の運転管理、定期点検・日常点検等による安全の保持及び維持管理を、継続的に実施した。これらの取り組みにより、無災害記

録は平成 27 年度末で 154 万時間を超えるに至った。施設の改良・更新では、長時間・長周期地震による実験も行えるように、平成 24 年度に長時間・長周期化工事を実施し、平成 25・26 年度には、摩耗し
た三次元継手の球面軸受交換等工事を実施した。平成 27 年度は、震動台を動かす加振機を制御する電子制御システムの更新に向けて、「加振制御システム」の設計・製作等を完了した。実験に係る安全管
理については、委員会審査を経て安全管理計画書を策定後に実験に着手することを制度化していることに加え、施設貸与実験等において不慣れな外部利用者に対しては、実験遂行支援と安全に関する指導・
助言を行っている。これらの取組により、施設の運用開始から平成 27 年度まで、自体研究実験 32 件（受託研究を含む）、共同研究実験 21 件、施設貸与実験 27 件の計 80 件の実験を無事故で実施できた。
施設貸与実験では、住宅メーカーの開発・実証による成果が一般へも普及されている。また、室内安全対策に向けた余剰スペースの貸与実験もあり、人的被害軽減の振興にも結び付いている。 
ASEBI を通じた外部研究者等への実験データの提供について、平成 2７年度末までの公開データ数は 48 件、総ダウンロード回数は９万３千回に達し、防災・減災への啓発・教育と研究開発への活用が進

んでいる。 
 

（b）構造物の破壊過程解明と減災技術に関する研究 
平成 27 年度末までに、Ｅ－ディフェンスを活用して、コンクリート系建物、大空間建物、免震・制振構造、機器・配管系、地盤・地中構造物を対象とした実験研究を実施した。構造物の評価と共に、実

験データの取得・蓄積・解析と公開を行った。 
平成 25 年度の体育館を模擬した大空間建物実験では、吊り天井の脱落被害の再現と耐震吊り天井の耐震余裕度の検証を行う実験を実施し、天井の脱落メカニズムや地震に対する余力を評価した。分析結

果を取りまとめた報告書、実験データ・映像を用いて、講習会等も含め成果の普及に努めた。成果の一部は、文部科学省の学校管理者向けの事例集に掲載され、学校施設の耐震化に活用されている。 
平成 25 年度の、偏心のある 4階の免震建物実験では、設計想定を上回る地震により大きく揺れて擁壁へ衝突する現象について、建物に入力する加速度と室内の衝撃による影響を調べた。この成果の一部

は、日本建築構造技術者協会（JSCA）関西支部が設置した「大阪府域内陸直下型地震に対する建築設計用地震動および設計法に関する研究会」が平成 27 年 3 月にまとめた設計指針に活用された。 
機器・配管系の実験研究では、平成 24 年度にプラント機器・配管の評価データを蓄積するための実験を実施し、地震時の限界強度や裕度の評価に有用なデータを取得した。また、プラント機器・配管の

耐震安全性評価手法の合理化を目的として、平成 26 年度より機械学会内にて実験データを活用したガイドライン作成に着手した。平成 27 年度には、ガイドラインのドラフトを作成しレビュープロセスへ
展開した。 
地盤・地中構造物実験研究では、遠心模型実験や数値解析等の事前検討に基づき、平成 23 年度に実験を実施し、構造物の地下接合部や異なる地盤の境界部における挙動や損傷メカニズムに関するデータ

を取得した。実験データを活用して、数値震動台をはじめとする数値解析技術に必要な構成則の評価・検証も行った。 
平成 27 年度の集合住宅をモデル化した 10 層 RC 建物の実験では、新しい減災技術の１つと考える、基礎すべり構法と、同一試験体を用いた、基礎部を固定した従来工法について比較を行い、すべり工法

の損傷低減効果と従来工法での損傷発生メカニズムについての知見とデータを得た。 
国や地方自治体との共同実験等では、平成 24 年度に、国土交通省の建築基準整備促進事業の一環となる、長周期地震動に対する RC 造建築物の安全性検証方法に関する施設貸与実験と、長周期地震動に

対する免震建築物の安全性検証方法に関する検討（平成 23 年度から２５年度）に係る共同実験を実施し、国の基準整備に貢献した。また、平成 27 年度には、高層の木造建築物の設計法の策定に向けた木
質パネル（CLT）を用いた共同実験を実施した。事前に部材実験を大型耐震実験施で実施することで効率的に推進した。この成果は、平成 28 年３月及び４月に国土交通省から出された CLT を用いた設計法
等の告示に貢献した。文部科学省の『都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト』の一環として、「地盤・基礎構造・ライフラインの健全度評価のためのモニタリングシステム検証」の実験
を平成 27 年度に実施した。実験の結果、システムの性能と有効性が確認された。H28 年 3 月に実施した兵庫県との共同実験は、ため池の堤防を構成する刃金土の不足を補うため、遮水シートがその代用と
なり得るかどうかを検証・確認するものであり、県の施策に直接貢献する成果となった。これら研究課題を含め、今中期期間に 11 課題の共同研究を実施した。 
なお、震動実験や解析実施、成果展開にあたり、課題毎に研究分科会を設置し、大学、公的研究機関、企業等の研究者・技術者と連携するとともに、米国の耐震工学研究者と定期的に会合を行う等、海

外の研究情勢の取得や情報交換を行いながら推進した。 
 

（c）数値震動台の構築を目指した構造物崩壊シミュレーション技術に関する研究 
構造物の崩壊を再現するための研究では、4層鋼構造建物の実験データを活用し、試験体の詳細モデルの構築、材料構成則の開発、柱の局部座屈再現の解析条件の検討を進め、実験で生じた層崩壊の再

現に至った。また、土木構造物である RC 橋脚の崩壊を再現するため、コンクリートの材料構成則の大規模解析への適用と、亀裂進展解析手法を開発することにより、実験での亀裂発生傾向等の再現を可能
とした。最終年度は、地震時の繰返し挙動の再現精度を高めるために、引張クラック発生後の除荷・再載荷時の挙動を表現できる材料構成則を開発した。開発したコンクリートの解析コードは、民間企業
で利用されている。 
また、人的被災の低減を目指して、居室内の家具・什器の挙動をシミュレーションする解析技術を開発し、3方向加振実験での家具の転倒挙動の再現に成功するとともに、病院施設を対象とした実験に

おける、キャスター付什器の動きを再現できた。更に、非構造部材の挙動をシミュレーションする解析技術を開発し、大空間建物を対象とした天井落下現象の再現解析を行い、局所落下を表現できる解析
モデルの構築に成功した。最終年度の高度化では、クリップ、ハンガー、ビスの脱落条件を導入した解析を実施し、これらの脱落による天井の落下現象の再現性を高めた。 
地盤・地中構造物の実験のシミュレーションについては、実験担当者が、地盤の非線形材料構成則を用いた数値震動台による事後解析を実施し、再現できることを確認した。 
免震部材については、開発を進めてきた構造熱連成解析機能を用いて、実大高減衰ゴム免震支承の加振実験との比較により、加振によるゴムの温度変化の再現性を確認した。 
データ入出力の利便性向上を目指して、詳細モデルを簡易構築するためのインタフェースの開発を行い、部材の配置や寸法などの数値情報の入力のみで、鋼構造骨組のソリッドメッシュを作成するモジ

ュールのプロトタイプを開発した。更に最終年度は、鉄骨造について、商用メッシャーに依存していた処理部を自作プログラムへ移行する利便化を進めた。予定以上となるが、家具の地震時挙動シミュレ
ーションをリアリティのある可視化で活用するため、材料テクスチャを貼付けて表示する後処理システムを開発した。 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―１―４ 災害リスク情報に基づく社会防災システム研究 

関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推
進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
一 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

誌上発表（査読誌）数の推移 ― 22 10 33 7 22 予算額（千円） 1,251 1,511 1,411 1,365 1,312 
口頭発表数の推移 ― 148 146 199 189 253 決算額（千円） ― ― ― ― ― 
       経常費用（千円） ― ― ― ― ― 
       経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 24.2 20.4 21.8 20.4 26.8 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実
績等 

自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ① 社会還元加
速プロジェ
クトに基づ
き、地震・火
山災害、土
砂・風水害及
び雪氷災害
など自然災
害リスクに
関する情報
を国民一人
ひとりに届
け、実際に防
災対策に役
立てられる
災害リスク
情報プラッ
トフォーム
を開発し、国
や地方公共
団体、民間企
業へ技術移
転する。その
際、同じ社会
還元加速プ
ロジェクト
で進める他
の災害情報
システムと

自然災害の軽減に資するため、個人や地
域、国が、それぞれ、自らの「防災」を
計画・実行することができるよう、地震
災害をはじめ各種災害に関する質の高い
ハザード・リスク情報やその情報を活用
する利便性の高いシステムを提供するた
め、ユーザーの意見を積極的に取り入れ
つつ、以下の研究を推進する。 
① 自然災害に対するハザード・リスク評

価に関する研究 
(a)地震への備えを強化することを目

的として、全国地震動予測地図の
高度化を図るとともに、全国地震
リスク評価手法の研究開発に基づ
く、長期的・広域的な地震リスク
評価を実施して地震ハザードステ
ーションＪ－ＳＨＩＳを高度化す
る。また、地域におけるきめ細か
な地震ハザード・リスク情報の提
供を目的として、地域詳細版地震
ハザード・リスク評価手法の研究
開発を実施する。地震ハザード・
リスク評価に必要な基盤情報を整
備するため、統合化地下構造デー
タベースの高度化及び浅部・深部
統合地盤モデルの構築、活断層情
報の整備などを行う。 

(b)津波への備えを強化することを目
的として、全国を対象とした津波

【社会的観点】 
○成果・取組が防災・
減災に係る活動（政
策・制度を含む）に資
するものか 
・ 災害対策を適切

に計画・実行でき
る災害対策支援
システムの開発
を進められたか。 

【妥当性の観点】 
○成果・取組が国の方
針や社会のニーズと
適合しているか 
【研究環境充実の観
点】 
○基盤となるデータ
の整備・充実等の取組
が図られているか 
・ 地震ハザード・リ

スク評価手法の
高度化、地下構造
等に関する情報
の整備、地震ハザ
ード評価手法の
開発などが進め
られたか。 

・ 全国地震動予測
地図の高度化、地

下記「５．
主な業務実
績等」に記
載。 

＜評定＞ A 
＜評定の根拠＞ 
社会防災システム研究領域では、「自

然災害に対するハザード・リスク評価
に関する研究」と「災害リスク情報の
利活用に関する研究」の２プロジェク
トが平成26年度までにいずれも大きな
成果を挙げ、第3期中期計画期間を通じ
て極めて順調な進捗が見込まれてい
る。 
「自然災害に対するハザード・リス

ク評価に関する研究」では、各種災害
への備えを強化することを目的とし
て、ハザード・リスク評価手法の開発
と高度化が積極的に進められてきた。
とくに地震災害については、地震調査
研究推進本部が進める「全国地震動予
測地図」の高度化に資する検討を継続
的に実施するとともに、それらの情報
を提供するためのシステムとして
J-SHISの開発を行い、その基礎的な情
報基盤として、統合化地下構造データ
ベースの高度化や、浅部・深部地盤構
造モデルの構築、活断層情報の整備な
どが進められてきた。また、これに付
随して、J-RISQなどのサービスが開発
されたことも大きな業績である。 
東日本大震災を受けて始まった津波

災害に対する取組では、日本全国を対

評定 A 評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
 地震ハザード・リスク評価
手法は、多くの研究機関・研
究者の協力を得て実績を重
ね、成果が結実しつつあるこ
とは高く評価できる。ハザー
ド・リスク情報は一般国民に
も比較的分かり易い形で表現
されており、アウトリーチの
観点からも評価される。さら
に、政府や自治体、民間企業
などの地震リスク評価の共通
指針となる「地震動予測地図」
の全面的な改定と公表に大き
く寄与したことは高く評価で
きる。J−SHIS、地震ハザード
カルテ、J−RISQ などの開発も
高く評価できる。また、多様
なリスク情報の開示にも力を
入れており、その方針は社会
のニーズにも適合するもので
ある。ハザード･リスク評価の
アジアでの展開・eコミュニテ
ィプラットフォームの開発な
ど順調に進んでおり、中期目
標は達成されるものと判断で
きる。今後は、研究評価フェ
ーズから、運用評価フェーズ

＜評定に至った理由＞ 
・期間中に、東日本大震災を
受けての従来のハザード評価
を再検討し、わが国で最も信
頼性のある「地震動予測地図」
の全面的な改定と公表に大き
く寄与したことは大いに評価
できる。また、東日本大震災
の特徴である津波に着目し、
地震と合わせて日本全国を見
据えた津波ハザードの評価ま
で発展された成果は大きく、
地震調査研究推進本部に情報
提供できたことは、妥当性の
観点およびイノベーションの
観点から評価できる。 
・イノベーションの観点から、
SIP で実用化を目指している
道路情報と災害情報の連動
は、自動運転の実現に不可欠
な要素として期待されてお
り、高く評価できる。またリ
アルタイム被害推定システム
は、次期にさらに精度が上が
る状況であり期待できる。 
・自然災害ハザードリスク評
価の一環として、全国地震動
予測地図の高度化やJ-SHISの
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の連携を図
る。 

② 特に地震災
害に関して
は、全国を対
象とした地
震 ハ ザ ー
ド・リスク評
価手法の高
度化及びそ
れら成果の
地域への展
開に取り組
むとともに、
ハザード・リ
スク評価の
基盤となる
地下構造に
関する情報
や活断層に
関する情報
の整備を行
う。また、各
種情報を公
開し、利活用
を促進する
ためのシス
テム開発を
実施する。津
波災害に関
しても、全国
を対象とし
た津波ハザ
ード評価手
法を開発す
る。 

③ 自然災害に
関するハザ
ード・リスク
を評価する
技術につい
ては、国際的
な普及に向
けて先導す
ることを目
指し、国際機
関や海外の
研究機関と
連携しつつ
進める。 

④ 人口減少や
少子高齢化

ハザード評価手法の開発を行う。 
(c)過去の経験から将来のリスクを把

握することを目指した自然災害事
例マップシステムの構築を進める
とともに、風水害リスク評価、火
山災害リスク評価、雪氷災害リス
ク評価、及び土砂災害リスク評価
と情報提供を行うなど、各種自然
災害のハザード・リスク評価に関
する研究を進める。 

(d)災害リスク評価での国際的な利用
を推進するなど、ハザード・リス
ク評価手法の国際展開を進める。 

② 災害リスク情報の利活用に関する研
究 
(a)個人・世帯、地域、民間企業、国・

地方公共団体が、災害リスク情報
を活用し、災害対策を適切に計
画・実行できる災害対策支援シス
テムを開発する。 

(b)社会全体の防災力を高めるため、
マルチハザード（様々な自然災害）
に対応したリスクコミュニケーシ
ョン＊１手法、長期・広域リスク
評価・リスク政策及び総合的な社
会科学の知見を活かした災害リス
クガバナンス＊２の実践・確立手
法を提案する。 

(c)全国に分散する災害リスク情報を
統合的・連動的に使用でき、かつ、
誰もがアクセスできる情報基盤の
実現に資するため、災害リスク情
報相互運用環境の研究を推進す
る。また、分散型ネットワーク技
術や、ソーシャルメディア＊３な
どを基盤に、各種観測センサーか
ら得られるデータ、シミュレーシ
ョン技術、リスク評価情報などが
連結・連動した、分散相互運用型
官民協働防災クラウドの構築に向
けて研究を進める。 
 
＊１リスクコミュニケーション： 
災害を引き起こすハザードや起こ
りうる被害、その対策について、 
行政・専門家・企業・市民などの
多様な関係主体がコミュニケーシ
ョンを通じて共有・理解・検討す
ること。 
＊２リスクガバナンス ： 行政主
導による災害対策にとどまらず、
個人や地域コミュニティ、NPO、民

震ハザードステ
ーション J-SHIS
の高度化、地域詳
細版地震ハザー
ド・リスク評価手
法の研究開発、統
合化地下構造デ
ータベースの高
度化などが進め
られたか。 

・ 災害リスク情報
相互運用環境の
研究、分散相互運
用型官民協働防
災クラウドの構
築を進められた
か。 

【イノベーションの
観点】 
○国内外の大学、研究
機関、自治体、民間事
業者との連携・協力の
取組が図られている
か 
【アウトリーチの観
点】 
○研究・開発の成果・
取組の価値を社会に
向けて情報発信する
取組を推進している
か 
【科学的・技術的観
点】 
○研究・開発の成果・
取組の科学的・技術的
意義は十分に大きな
ものであるか。 
・ 各種自然災害の

ハザード・リスク
評価に関する研
究を進めたか。 

・ ハザード・リスク
評価手法の国際
展開を進められ
たか。 

・ 災害リスクガバ
ナンスの実践・確
立手法の提案が
できたか。 

【時間的観点】 
○成果・取組が今後の
発展の可能性がある

象とした津波ハザード評価手法の開発
に着手し、これを日本海溝、南海トラ
フ、相模トラフ及び日本海における津
波評価に適用すると同時に、津波ハザ
ード情報の利活用に向けた検討も進
め、これらの結果を地震調査研究推進
本部津波評価部会に逐次提供してき
た。さらに、地震以外の各種災害に対
するリスク評価については、過去の災
害経験から将来のリスクを把握するこ
とを目的として「自然災害事例データ
ベース」の構築を行うとともに、土砂
災害については全国の地すべり地形分
布図をほぼ完成させ、また、風水害リ
スク評価及び雪氷災害リスク評価につ
いては、外部資金での取組や所内での
他のプロジェクト研究と連携して、着
実な進展が見られた。ハザード・リス
ク評価の国際展開に関しては、アジア
地域での研究交流を進めるとともに、
GEMの活動に参画し、地震ハザード評価
の世界標準化に向けた活動が進められ
てきた。また、開発途上国での地震防
災に資する各種の取組も実施してき
た。 
一方、「災害リスク情報の利活用に関

する研究」では、防災に取り組まねば
ならない個人・世帯や企業等で構成さ
れる地域コミュニティ、及び地方自治
体等の各主体が災害リスク情報を有効
に利活用できるよう、主体別の災害対
策手法やその支援システム、リスクコ
ミュニケーション手法、そして、これ
らを支える情報の相互運用環境が開発
され、モデル地域や全国規模での実証
実験により、その評価検証が行われて
きた。地域住民向け災害対策支援シス
テム「地域防災キット」は平時及び復
旧・復興時を、また自治体向け災害対
策支援システム「官民協働危機管理ク
ラウドシステム」は災害時を対象とし
て、それぞれシステム開発とオープン
ソース公開が行われるとともに、災害
対策手法を取りまとめた「防災活動の
手引き」の作成や、これらを全国規模
で展開・検証するための「防災コンテ
スト」が精力的に実施されてきた。こ
れらの研究成果は、すでに一部地域に
おける実運用に発展している事例も多
く、第3期中期計画は十分に達成でき
た。 
なお、リアルタイム地震被害推定シ

に向かうことを期待したい。 
リアルタイム情報把握シス

テムは、災害発生時の的確な
初動には不可欠であり、的確
な初動は多くの人命を救う可
能性がある。大変有意義な研
究である。一方、その実用化
のためには、関係機関との連
携・協議が必須であり、困難
度は高いがその実現について
は大きく期待したい。 
災害リスクの調査研究成果

を社会に役立たせようという
強い意志を持った国内には類
を見ない研究を取り組み続
け、基礎自治体や地域コミュ
ニティとの多様な協働経験も
愚直に積み重ね、さらにはＳ
ＩＰとして政府の情報連携に
大きく寄与しようとしている
のは、非常に高く評価できる。
イノベーションの観点から
も、ＳＩＰの中の主要な活動
を担っていくことは重要であ
り、今後社会実装に向けて主
導的立場での推進が期待され
る。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 
・様々なリスク情報を防災力
の評価にどのように活かして
いくかという課題において
は，eコミプラットフォームの
普及が不可欠だが、ボトムア
ップ的なアプローチでは限界
があることも見えつつある。
SIP など，国の事業を活用し，
我が国の標準的な災害対応シ
ステムとしての確立を目指
す，トップダウン的な戦略も
必要であると考えられる。 
・「レジリエント防災・減災
研究センター」においては、
システムの社会実装を如何に
進めるかを各機関と連携して
進めることが重要である。シ
ステムを開発し作成すること
が目的ではなく、国の中で利

開発、地下構造データベース
や活断層情報の整備など多岐
にわたって、国民に利用しや
すい WEB を活用したサービス
等により情報発信がなされ、
自然災害事例データベースの
構築、地すべり地形分布図の
作成など、効果の最大化およ
びアウトリーチの観点から社
会の防災減災に貢献したもの
と評価できる。 
・研究所や大学などが独自に
持ち合わせているデータも収
集・統合することでより一層
の知見を得ると共にわが国の
極めて貴重な財産である。デ
ータライブラリとしてのハブ
の役割が大いに期待できる。 
・自治体向け災害対策支援シ
ステムや防災活動の手引きの
作成、防災コンテストの実施
など、リスクコミュニケーシ
ョン活性化のために大いに効
果があったものと評価でき
る。 
・風水害リスク評価や雪氷災
害リスク評価については、外
部資金の積極的な獲得や、自
治体などとの連携が実現でき
ていることは高く評価でき
る。 
・アジア地域での研究交流を
進め、地震ハザード評価の世
界標準化に向けた活動を行っ
たことは評価できる。 
・期中に参画した SIP によっ
て、この分野での研究蓄積
が、リアルタイムハザード評
価や、災害時の道路通行情報
などの実装、官民協働危機管
理クラウドシステムによって
政府の情報と自治体とをつな
ぐなどの実績を上げてきた結
果、熊本地震での活用に繋が
っているほか、第４期以降に
行う政府や自治体の訓練での
利用を実現できたことは、非
常に高く評価できる。 
・熊本地震における被災地支
援は、これまでの防災科研の
成果（eコミマップ，官民協働
危機管理クラウドシステムな
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などの社会
構造の変化
などを踏ま
え、社会防災
システムの
構築のため
の研究を進
める。 

間事業者などの多様な関係主体の
重層的なネットワークによる協働
を通じた防災の取り組み。 
＊３ソーシャルメディア： 誰もが
参加でき、利用を通じて社会的相
互作用が生まれたり協働が促進さ
れたりする情報メディア。 

ものであるか 
・ 全国津波ハザー

ド評価に必要な
基盤情報の整
備・波源モデルの
作成・津波予測計
算手法の開発・高
度化を進めたか。 

ステムや、自治体向けの災害リスク情
報利活用システムについては、平成26
年度に採択された内閣府の主導する府
省連携のSIP課題との連携を進め、社会
実装を目指したシステムの研究開発が
さらに加速された。 
以上より、中期目標等に照らし、「研

究開発成果の最大化」に向けて顕著な
成果の創出や将来的な成果の創出の期
待等が認められる。 

用者を拡大させ、利用者が防
災意識を向上させた上でシス
テムを利用する、またはでき
る仕組みづくりを各機関が連
携して目標化し実現すること
が重要と考えられる。 
・民間事業者との連携、ビジ
ネスモデルの策定を進めるこ
とが望まれる。 
・津波災害防止の観点からは、
技術開発や技術的検討だけで
なく、リスクコミュニケーシ
ョンとも深くかかわって来る
ため、技術面だけでないより
長期的な開発シナリオも必要
と思われる。 

ど）と林理事長のリーダーシ
ップの相乗効果により、これ
までにない活動が実現できた
と言え、第 3 期中の取り組み
が高く評価できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 
・期中に参画した SIP によっ
て、この分野での研究蓄積
が、リアルタイムハザード評
価や、災害時の道路通行情報
などの実装、官民協働危機管
理クラウドシステムによって
政府の情報と自治体とをつな
ぐなどの実績を上げてきた結
果、熊本地震での活用に繋が
っているほか、第４期以降に
行う政府や自治体の訓練での
利用を実現できたことは、非
常に高く評価できる。 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 
○全国津波ハザード評価ならびに全国地震動予測地図の高度化、地震ハザードステーション J-SHIS の高度化、地域詳細版地震ハザード・リスク評価手法の研究開発、統合化地下構造データベースの高度化
は平成 24 年度以降実施。 
 
５．主な業務実績等 
① 自然災害に対するハザード・リスク評価に関する研究 
（a）地震ハザード・リスク情報ステーションの開発 
 地震災害に対しては、東日本大震災の教訓を踏まえ、地震活動モデル及び地震動予測式の改良などにより、地震調査研究推進本部が進める「全国地震動予測地図」の高度化に資する検討を実施し、その
成果は、同本部より「全国地震動予測地図2014年版～全国の地震動ハザードを概観して～」及び「全国地震動予測地図2016年版」として公表された。全国地震リスク評価手法の研究開発に基づく長期的・
広域的な地震リスク情報を提供するためのシステムとして、J-SHISの開発を行い、また、地点毎に地震ハザード情報をまとめた「地震ハザードカルテ」の整備等の高度化を行った。地震ハザード・リスク
評価に必要な基礎的な情報基盤として、統合化地下構造データベースの高度化、それらを利用した浅部・深部統合地盤モデルの構築、活断層情報の整備などを実施した。観測データから全国の建物被害や
震度曝露人口を推定してリアルタイムに情報配信するJ-RISQを開発する等、リアルタイム地震情報の高度化を行ってきた。これら研究成果は、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムSIPにおいて、
H26年度にリアルタイム地震被害推定システムの開発として採択された。H27年度には、被害推定システムの一部が試験運用できる段階となった。 
 
（b）全国津波ハザード評価手法の開発 
 東日本大震災を受けて始まった津波災害に対する検討では、日本全国を対象とした津波ハザード評価手法の開発を行うとともに、それら津波ハザード情報の利活用に関する検討を実施し、地震調査研究
推進本部の津波評価部会での検討に資するため、資料提出を行ってきた。平成27年度は、南海トラフ、相模トラフ、日本海で発生する地震に対する津波ハザードの評価を実施した。また、外部資金による
検討と連携し日本海の地震による津波に対しての波源モデルの検討も進み、日本周辺での主要な地震による津波ハザード評価ができる見込みとなった。 
 
（c）各種自然災害リスク評価システムの研究開発 
 各種自然災害に関するリスク評価に対しては、過去の災害経験から将来のリスクを把握することを目的とした自然災害事例データベースの開発を行うとともに、災害事例の概要を一覧して把握する「災
害事例カルテ」の作成を行い、土砂災害に関しては地すべり地形分布図をほぼ完成させることができた。また、外部資金での取組や所内での他のプロジェクト研究と連携して、風水害リスク評価、雪氷災
害リスク評価に関する検討を進めてきた。 
 
（d）ハザード・リスク評価の国際展開 
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 ハザード・リスク評価の国際展開に関しては、アジア地域での研究交流を進めるとともに、GEMの活動に参画し、地震ハザード評価の世界標準化に向けた検討を実施してきた。さらに、東南アジアのレン
ガ組構造に対する耐震補強工法の実験研究など、開発途上国での地震防災に資する検討を実施してきた。平成27年度には、ネパールでの研究協力を進めることができた。 
 
② 災害リスク情報の利活用に関する研究 
（a）災害リスク情報の相互運用環境の整備及び災害対策支援システムの研究開発 
 今中期計画においては、防災に取り組まなければならない個人・世帯や企業等で構成される地域コミュニティ及び自治体等の各主体が、災害リスク情報を利活用して主体的に災害対策を実行できるよう、
主体別の災害対策支援システムに関する開発を行った。具体的には、地域住民向けは平時及び復旧・復興時、自治体向けは災害時を対象とし、その成果は、地域住民向け災害対策支援システム「地域防災
キット」及び「見守り情報管理システム」、自治体向け災害対策支援システム「官民協働危機管理クラウドシステム」、これらの基盤となる「eコミュニティ・プラットフォーム」である。 
 初年度から東日本大震災における被災地支援を「eコミュニティ・プラットフォーム」を通じて実施し、そこでの知見を最大限に活かしながら、主体別の利活用システムの開発へ発展させた。東日本大震
災の被災地だけでなく、モデル地域や全国規模での実証実験を行いながら、有効性の評価とシステムへの改善を繰り返すことで、順次高度化した。開発した成果については、公開可能なものからパッケー
ジ化してオープンソースへの公開に反映し、既に研究成果が一部地域における実運用に発展した事例がある。 
 
（b）マルチハザードに対応したリスクコミュニケーション手法に関する研究開発 
 地震、津波、水害等のマルチハザード（様々な自然災害）に対応したリスクコミュニケーション手法として、「e防災マップづくり」（空間的アプローチ）と「災害対応シナリオづくり（防災ラジオドラマ
づくり）」（時間的アプローチ）の手法を構築し、地域での実証実験により、様々な地域関係者がリスクコミュニケーションを通じて自ら地域固有の災害リスクを評価しながら、防災対策を検討する手法と
して有効であることが検証できた。また、これらの手法は、平成２５年度に災害対策基本法の改正により創設された地区防災計画策定制度に合わせ、地域コミュニティ自らの計画作成から運用と、作成過
程においてガバナンスが再編できる手法として高度化するとともに、小中学校の防災教育においても地域と学校が協力して地域の防災情報を利活用できる手法として高度化し、東日本大震災の被災地をは
じめ、関東、四国、九州地域を対象にした実証実験により有効性が検証できた。 
 また、これらの手法を、全国の地域においても利活用可能にするために、（a）の「地域防災キット」に反映するとともに、実践に必要な手引きや資料集等にドキュメント化を行い、公開した。これらの
効果検証と社会展開として全国規模の「防災コンテスト」を開催した。その結果、地域内の各種団体・組織及び全国の支援組織・団体が連携した地域コミュニティの防災活動と防災教育の実践が確認でき、
地域防災体制の再編に向けた災害リスクガバナンスの実践・確立手法として有効であることが検証できた。 
 
（c）官民協働防災クラウドに関する研究開発等 
 全国に分散する災害リスク情報を統合的・連動的に使用でき、かつ、誰もがアクセスできる情報基盤の実現に資するため、災害リスク情報相互運用環境の研究を推進してきた。主に地理空間情報の国際
標準技術を基盤として、相互運用形式での情報発信を容易に実現する「相互運用gサーバー」や災害リスク情報の横断的な検索を行う「災害リスク情報クリアリングハウス」を開発した。 
 上記サブテーマ（a）及び（b）で対象とする具体的な防災・災害対応の事例や、自治体や内閣府（防災担当）と連携しながら、災害リスク情報の発信、共有、利活用の特性を調査し、静的な地理空間

情報に加えて、各種観測センサから得られるデータやシミュレーション、リスク評価情報等を連結・連動させる技術を開発し、自治体等と実証実験を行いながら技術の有効性を評価した。開発した成果に
ついては、ドキュメントとともにパッケージ化した上で、オープンソース・ソフトウェアとして公開した。 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―２―１ 基盤的観測網の整備・共用 

関 連 す る 政
策・施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推
進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
四 防災科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。 

当該項目の重
要度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

高感度地震観測網（Hi-net）[%] 95 98.3 98.6 98.7 99.0 99.1 予算額（千円） 3,224 2,586 2,452 3,024 2,967 
広帯域地震観測網（F-net）[%] 95 99.6 98.7 98.7 98.6 96.7 決算額（千円） ― ― ― ― ― 
強振地震観測網（KiK-net）[%] 95 99.4 99.6 99.7 99.6 99.5 経常費用（千円） ― ― ― ― ― 
強振地震観測網（K-net）[%] 95 99.1 99.6 99.6 99.9 99.8 経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 29.6 29.3 33.3 32.9 38.0 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 地震調査研究推進本部

の地震調査研究に関す
る総合基本施策及び調
査観測計画を踏まえ
て、基盤的地震観測網
（高感度地震観測網、
広帯域地震観測網、強
震観測網等）等につい
て安定的な運用を継続
するとともに、海底地
震津波観測網の整備・
運用を行い、良質な観
測データの取得・流通
を図り、関係機関にお
ける研究、業務遂行や
我が国の地震調査研究
の進展に貢献する。 

② 重点的に観測すべき火
山について観測施設を
着実に整備・運用する。
また、得られた観測デ
ータについては、全国
の大学が運用する火山
観測網のデータとの共
有化を進める。 

③ 風水害、土砂災害等に
ついて、関係機関が持
つ観測データとの共有
化を進める 

④ 地震や津波、火山の観

地震調査研究推進本部
の地震調査研究に関する
総合基本施策及び調査観
測計画を踏まえて、基盤的
地震観測網（高感度地震観
測網、広帯域地震観測網、
強震観測網など）について
安定的な運用（稼働率
95％以上）を継続するとと
もに、日本海溝海底地震津
波観測網の整備・運用を行
い、良質な観測データの取
得・流通を図り、関係機関
における研究、その他の業
務の遂行や我が国の地震
調査研究の発展に貢献す
る。 
また、「今後の大学等に

おける火山観測研究の当
面の進め方について」（平
成 20 年 12 月、科学技術・
学術審議会測地学分科会
火山部会）に基づき、重点
的に強化すべき火山につ
いて観測施設の整備・運用
を推進する。これにより得
られた観測データについ
ては、全国の大学が運用す
る火山観測網のデータと
の共有化を進める。さら

【研究環境の充実の観
点】 
○防災科学技術の基盤
となる観測・設備等の整
備・充実が図られている
か 
・ 高感度地震観測網、

広帯域地震観測網、
強震観測網等につい
て安定的な運用を継
続できたか。 

・ 日本海溝海底地震津
波観測網の整備・運
用等は進められた
か。 

＜定量的評価＞ 
・ 基盤的地震観測網稼

働率 95%以上を確保
できたか。 

○基盤となるデータの
整備・充実等の取組が図
られているか 
・ 火山について観測施

設を整備・共用し、
得られた観測データ
について大学が運用
する火山観測網のデ
ータとの共有化を進
められたか。 

【イノベーションの観

下記「５．主な
業務実績等」に
記載。 

＜評定＞ A 
＜評定の根拠＞ 
第 3 期中期目標

期間を通して、基盤
的地震観測網は数
値目標をはるかに
上回る稼働率で運
営・維持された。ま
た、最終年度には日
本海溝海底地震津
波観測網からの観
測データ収集が開
始され、基盤的火山
観測網についても、
「今後の大学等に
おける火山観測研
究の当面の進め方
について」（平成 20
年 12 月、科学技
術・学術審議会測地
学分科会火山部会）
への対応が完了し
た。 
その他、風水害・

土砂災害・雪氷災害
データについても、
研究機関や地方公
共団体などとの情
報共有が継続的に
実施され、これらの

評定 A 評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
基盤的地震・火山観測網の整備・充

実は、防災科学技術研究所の重要な業
務であり、その稼働率が中期目標の
95%以上を上回って安定的に運用され
ていることは高く評価できる。さら
に、日本海溝海底津波観測網及び火山
観測網の整備が着実に進められたこ
とは極めて重要な取組である。また、
地震・火山の観測データは気象庁・大
学等と、風水害・土砂災害のデータも
大学・地方公共団体との共有化が進め
られており、積雪データ等は自治体担
当者に提供されている。この他、各種
観測データは一般に向けてホームペ
ージ上で公開するなど、その取組は十
分に展開されており、引き続き防災業
務や防災研究への大きな貢献がなさ
れるものと期待される。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意
見】 
・S-ｎｅｔで、地元自治体との協定を
結んだことは、期間目標を上回る特筆
した成果だと考える。防災科研とし
て、単なる情報提供ではなく、もう一

＜評定に至った理由＞ 
・質的にも量的にも世界最高の基盤的
地震観測網は、地震・火山の調査研究
の発展だけでなく、防災関係機関との
情報共有化や、地震・火山防災行政の
実務にも貢献している防災科学技術
研究所の基盤であるが、経費削減が強
く求められる従来の独法の運用の中
で、既に老朽化しつつある観測施設の
更新を着実に実施しながら、５カ年連
続して目標値 95%を大きく上回る稼働
率での極めて安定的な運用を実現し
ており高く評価できる。また得られた
データは、大学、研究機関、地方自治
体等と連携が図られ、データの共有化
を促進し、活用されており、今後の具
体的な防災対策への貢献が期待でき
る。 
・整備として特に、世界に類を見ない
日本海溝海底地震津波観測網（S-net）
については、当初計画になかったにも
関わらず宮城・岩手沖、茨城・福島沖、
釧路・青森沖のシステムの敷設工事が
完了し、データ収集も開始しており、
高く評価ができる。 
・火山について 16 火山 55 か所の観測
施設を整備・共用した他、得られた観
測データについて大学等の関係機関
の間で共有化が進められ、目標を上回
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測データについては、
災害発生時に関係機関
へ速やかに提供する。 

に、風水害・土砂災害につ
いても、関係機関が持つ観
測データとの共有化を進
める。 
なお、地震・火山観測デ

ータを用いた解析結果等
については、発災時を含め
関係機関へ速やかに提供
する。 

点】 
○国内外の大学、研究機
関、自治体、民間事業者
との連携・協力の取組が
図られているか 
・ 関係機関が持つ風水

害・土砂災害の観測
データの共有化がで
きたか。 

観測データを用い
た解析結果等につ
いては発災時を含
め関係機関や一般
に速やかに提供さ
れ、防災業務や防災
研究への大きな貢
献がなされた。 
以上より、中期計

画における所期の
目標を上回る成果
が得られていると
認められる。 
 

歩踏み込んで、各観測機器が設置され
ている地域・自治体に必要な情報を作
り出すような、連携・協力によるイノ
ベーションをリードしていくことを
今後期待したい。 
・稼働率とは別に観測網の重要性を客
観的に評価する情報（他機関や学術研
究での利用率等）を示していくことが
望まれる。 
・基盤的火山観測網に関しては、火山
防災協議会への積極的な協力など気
象庁、大学・研究機関との連携・役割
分担を通じた充実が一層求められる。
また、火山噴火など実際に災害が発生
した場合を例にとって、データ共有化
の状況等の報告もあるとその重要性
の理解が社会に伝わるのではないか。 
・他の火山についても継続的に観測網
を整備することが望まれる。 

る成果を挙げることができた。V-net
の整備では、重点的に強化すべき火山
の観測データの流通への対応が完了
したことは評価できる 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意
見】 
・これまでの観測体制の整備・充実が、
平成 28 年熊本地震における震源分布
や前震・本震分析などの防災情報発信
に貢献できたことに繋がっている。 
・基盤的観測網の充実とさらなる有効
活用を図るため、第４期の地震津波火
山ネットワークセンター新設の構想
に繋げていることは高く評価できる。 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 
○日本海溝海底地震津波観測網については、平成 24 年度以降実施。 
 
５．主な業務実績等 
① 観測網 
陸域の地震観測網に関しては、中期計画上の数値目標を上回る稼働率を達成し、極めて安定的な運用を行ってきた。火山観測網に関しても、従来の火山観測施設と併せて新たに基盤的火山観測施設が整

備され、科学技術・学術審議会測地学分科会火山部会の「今後の大学等における火山観測研究の当面の進め方について（平成 20 年 12 月 15 日）」で検討された“重点的に強化すべき火山”と“火山観測デ
ータの流通”への対応が完了したことになる。海域の地震津波観測網については、様々な困難に直面しつつも、着実な整備事業を続けることにより、平成２７年度末には当初予定していた海域のうち日本
海溝軸外側を除く全領域で観測システムの整備が完了し、良質なデータの収集が開始され、各種の研究活動だけでなく、地震津波防災業務等への一層の活用が期待されている。 
 
② 観測データの共有化 
基盤的地震・火山観測網及び海域の地震・津波観測網によって取得された良質な観測データは、「地震に関する観測データの流通、保存及び公開についての協定」（平成 16 年 3 月 31 日）、「今後の大学等

における火山観測研究の当面の進め方について」（平成 20 年 12 月、科学技術・学術審議会測地学分科会火山部会）に基づき、引き続き気象庁、大学等の関係機関の間でネットワーク等を介した流通・共有
化を推し進め、我が国の地震調査研究の発展だけでなく、火山防災の基礎研究の振興に加え、地震・火山防災行政を担う官庁が実施する監視業務の推進、さらには地方の防災行政関係機関との情報共有化
に貢献していく。 
 
③ その他 
風水害・土砂災害データに関しては、これまで「気候変動に伴う極端気象に強い都市創り」（先導的創造科学技術開発費補助金：科学技術振興機構/文部科学省）において、MP レーダ情報、台風被害、土

砂災害調査に関するデータベースを構築し、海外を含む研究機関、大学、地方公共団体等と情報共有を図ってきた。第３期中期目標期間を通じてプロジェクト研究においてこれらのデータベースの充実を
図り共有化を進めた。 
雪氷データに関しては、当初より、積雪データに関して気象庁観測部等にオンライン提供してきたほか、屋根雪重量や融雪量、積雪の断面観測や変質モデル解析結果、吹雪監視カメラ画像なども自治体

担当者や一般に分かりやすい形で順次ホームページに公開してきた。それらによって、地域住民や行政の防災に大きく貢献した。 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―２―２ 先端的実験施設の整備・共用 
関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条。 
三 研究所の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

実大三次元震動破壊実験施設
利用件数 

25 件以上
／5年 

6 4 5 3 12 
予算額（千円） 

― ― ― ― ― 

大型耐震実験施設利用件数 
42 件以上
／5年 

6 8 5 12 9 
決算額（千円） 

― ― ― ― ― 

大型降雨実験施設利用件数 
40 件以上
／5年 

7 8 6 8 15 
経常費用（千円） 

― ― ― ― ― 

雪氷防災実験施設利用件数 
110 件以
上／5年 

17 24 21 25 26 
経常利益（千円） 

― ― ― ― ― 

       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 
        従事人員数 ― ― ― ― ― 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 我が国全体

の防災に関
する研究開
発を推進す
るため、Ｅ
－ディフェ
ンスなどの
先端的な研
究施設につ
いて、外部
研究機関と
の共用を推
進する。 

防災科学技術分野の
中核的な研究開発機
関として、我が国全体
の防災科学技術の水
準の向上を図るため、
防災科研が保有する
先端的実験施設につ
いて外部の研究開発
機関等との共用を進
める。外部による施設
の利用件数について
は、以下に示す数値目
標の達成を目指す。 
・ 実大三次元震動

破壊実験施設（兵
庫県三木市）： 25
件以上／5年 

・ 大型耐震実験施
設（茨城県つくば
市）： 42 件以上／
5年 

・ 大型降雨実験施
設（茨城県つくば
市）： 40 件以上／
5年 

・ 雪氷防災実験施
設（山形県新庄

【研究環境の充実の観点】 
○防災科学技術の基盤とな
る観測・設備等の整備・充
実が図られているか。 
【イノベーションの観点】 
○国内外の大学、研究機関、
自治体、民間事業者との連
携・協力の取組が図られて
いるか。 
 ・我が国全体の防災科学
技術の水準の向上を図るた
め、外部の研究開発機関等
との共用が進められたか。 

＜定量的評価＞ 
・ 実大三次元震動破壊実

験施設（兵庫県三木
市）：25 件以上／5年 

・ 大型耐震実験施設（茨
城県つくば市）：42 件
以上／5年 

・ 大型降雨実験施設（茨
城県つくば市）：40 件
以上／5年 

・ 雪氷防災実験施設（山
形県新庄市）：110 件以
上／5年 

下記「５．主な業
務実績等」に記
載。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
共用施設として運

用されている実大三
次元震動破壊実験施
設、大型耐震実験施
設、大型降雨実験施
設、雪氷防災実験施設
の第３期中期目標期
間（５年間）における
利用総数は、それぞれ
30 件、40 件、44 件、
113 件であり、それぞ
れの施設の数値目標
値（25 件、42 件、40
件、110 件）を、大型
耐震実験施設は、東日
本大震災の影響等に
より施設使用制限が
あったことから若干
不足し達成していな
いが、他の施設は十分
に達成している。施設
全体としては、順調に
外部利用を推進し、利
用実績をあげ評価で
きる。 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
実大三次元振動破壊実験施設は老朽化対策・修繕整

備をしながらも計画を達成し、大型降雨実験施設・雪
氷防災実験施設は年間目標を上回る利用率であり、大
型耐震実験施設もほぼ目標に近い数字を達成してい
る。全体として定量的には共用が進められていること
は評価できる。共同研究・施設貸与先は、大学、研究
機関、自治体、民間事業者と幅広く、連携・協力の取
り組みが図れていると評価できる。基礎的な研究にと
どまらず、大型施設だからこそ可能な実験と、それに
よるイノベーションの可能性を見いだしたことは、高
く評価できる。さらに特筆すべきは、世界最大の実大
三次元振動破壊実験施設において稼働以降無災害で
安全に実験を遂行していることである。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 
・大型耐震実験施設については、平成 27 年度に共同
研究 4件、施設貸与 3件、施設利用 1件を予定してい
るが、平成 26 年度に比して減少傾向にある。次期中
期目標も見据えて、再度の利用公募とあわせて、アウ
トリーチを通じた利活用促進に向けた努力（コミュニ
ケーションを通じたイノベーションへの展開）が必要
である。 

＜評定に至った理由＞ 
・大型耐震実験施設で震災による停
電の影響があったものの、実大三次
元震動破壊実験施設、大型耐震実験
施設、大型降雨実験施設、雪氷防災
実験施設ともに共用件数の中期目
標値を概ね達成できている。 
・実大三次元震動破壊実験施設の外
部利用実績は、東日本大震災の影響
があったにもかかわらず、計 30 件
と数値目標（25 件以上）を上回る
成果を得たことは高く評価したい。
また、実験結果は設計指針への反映
など社会に還元している。 
・大型降雨実験施設の外部利用実績
は、ゲリラ豪雨対応の改修などもあ
ったが、計 44 件と数値目標（40 件
以上）を達成したことは評価した
い。 
・既存施設の雪氷防災実験施設の外
部利用実績は、計 113 件と目標を達
成したが、積極的な営業姿勢が研究
所全体に良い影響を与えているこ
とも含めて、高く評価できる。 
・維持管理において特筆すべきは、
世界最大の実大三次元振動破壊実
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市）：110 件以上／
5年 

以上より、中期計画
における所期の目標
を達成していると認
められる。 

・「大規模実験設備の確実かつ安全な運用のための維
持管理方針・指針・計画の策定とその着実な実施」を
検討するようお願いしたい。 
・実大三次元振動破壊実験施設は、世界の耐震研究を
リードする先端的な実験設備であることは間違いな
いが、実施された研究成果についても評価の基準に取
り入れることが望まれる。 
・海外の機関との連携はまだ少ないようである。共同
研究・施設利用目的を分析し、どのような分野への技
術水準の向上に役立ったかについてもまとめておく
ことは有用と思われる。 
・大型耐震実験施設および実大三次元振動破壊実験施
設については、共同研究をさらに推進することが望ま
れる。 

験施設において三次元継手球面軸
受交換を適確に実施したこと。また
稼働以降無災害で安全に実験を遂
行していることは高く評価できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な
意見】 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 

 
５．主な業務実績等 
① 実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）（三木市） 
実際の構造物を用いて、平成 7 年に発生した兵庫県南部地震クラスの震動を前後・左右・上下の三次元の動きとして与え、構造物の破壊挙動を再現することができるＥ－ディフェンスは、構造物の耐震

性能向上や耐震設計に関わる研究・開発を進める上で、究極の検証手段を提供する施設として活用されている。平成 26 年度までの外部利用実績は、共同研究 7 件、施設貸与 10 件、受託研究 1 件の計 18
件である。 
平成 27 年度は、共同研究 3件、施設貸与 4件の実施が計画されている。 

＜平成 23 年度実施内容＞ 
共同研究として、日米共同研究「免震技術の評価実験」（ネバダ大学）、及び「長周期地震動に対する免震建築物の安全性検証方法に関する検討に関わる実験」（大成建設(株)）の計 2件を実施した。 
受託研究として、研究委託業務「首都直下地震防災・減災プロジェクト：サブプロジェクト②都市施設の耐震性評価・機能確保に関する研究」の一環として、長周期地震動による被害軽減対策の研究開

発のための震動台実験(文部科学省)の 1件を実施した。 
施設貸与として、長周期地震動における小規模免震構造物の振動性状(その 1、その 2）（H.R.D、(株)一条工務店）、原子力プラント斜面における振動実験（(独)原子力安全基盤機構)の 3件を実施した。 
このほか、Ｅ－ディフェンスの幅広い利用促進と、Ｅ－ディフェンス利用による地震防災技術の向上・啓発への貢献を目的として、Ｅ－ディフェンスの余剰スペースの貸出しを行った結果、4 件（北川

工業(株)、特許機器(株)、(株)岡村製作所、H.R.D）の利用があった。 
＜平成 24 年度実施内容＞ 
共同研究として、「大型震動台を用いた実大積層ゴム支承の特性評価に関する実験研究」（大成建設(株)、鹿島建設(株)、清水建設(株)）を実施した。 
施設貸与として、「長周期地震動における小規模免震構造物の振動性状(その４）)（H.R.D、(株)一条工務店）、「長周期地震動に対する鉄筋コンクリート造建築物の安全性検証方法に関する検討」（(株)

大林組)、「伝統的構法木造建築物の耐震性能検証に関する実験」（NPO 法人緑の列島ネットワーク）の３件を実施した。 
＜平成25年度実施内容＞ 
共同研究として、「大型震動台を用いた実大免震ダンパの特性評価に関する実験研究」（大成建設(株)、(株)竹中工務店）、「地震によって損傷を受けた鉄骨建築物の耐震安全対策に関する実験研究」

（兵庫県）、及び「都市機能の維持・回復に関する調査研究 ―鉄骨造高層建物の崩壊余裕度定量化―」（鹿島建設(株)、京都大学防災研究所、清水建設(株)、(株)小堀鐸二研究所、横浜国立大学、名古屋
大学）の3 件を実施した。 
また、施設貸与及び余剰スペース貸与として、「鉄骨造住宅の耐震性確認（耐震、免震）」（大和ハウス工業(株)）、及び「地震発生時の室内安全に関わる家具・家電製品等の移動・転倒・落下防止対

策の検証実験」（北川工業(株)）の2 件を実施した。 
＜平成26年度実施内容＞ 
共同研究として、「都市機能の維持・回復に関する調査研究 ―鉄筋コンクリート造建物の崩壊余裕度定量化―」（(株)大林組、京都大学防災研究所、清水建設(株)技術研究所）を実施した。 
施設貸与として、「CLTによる建築物の構造性能検証実験」（(一社)日本CLT協会、(一社)木を活かす建築推進協議会、(株)日本システム設計）、及び「加振試験」(三菱重工業(株))の2件を実施した。 
 
平成27年度までの外部利用実績は、共同研究12件、施設貸与17件、受託研究１件の計30件であり、中期目標期間における数値目標（25件以上）を達成した。 
 

② 大型耐震実験施設（つくば市） 
15m×14.5m の大型テーブルを利用して、大規模な耐震実験を実施することができる大型耐震実験施設は、Ｅ－ディフェンスを活用した実大実験に至る前段階の縮小モデル実験などに活用されている。 
平成 26 年度までの外部利用実績は、共同研究 14 件、受託研究 3件、施設貸与 14 件の計 31 件である。 
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平成 27 年度は、共同研究 4件、施設貸与 3件、受託研究 1件の実施が計画されているが、再度利用公募を行い、中期目標期間における数値目標（42 件以上）の達成に努めていく。 
＜平成 23 年度実施内容＞ 
共同研究として、木質構造物の剛性偏心・耐力偏心を考慮した弾塑性挙動の解明（(独)建築研究所）、実大仏像模型の耐震実験（三重大学他）、直交ラミナ積層パネルによる木造建築物の耐震実験（国

土技術政策総合研究所他）など計5 件を実施した。なお、直交ラミナ積層パネルの3 階建て建築物の耐震実験を、一般公開した。このほか、受託研究として、耐震ダンパの性能評価実験の1 件を実施した。 
＜平成24年度実施内容＞ 
共同研究として、「組積壁の耐震補強工法実験研究」（三重大学）、「制震テープを用いた制震住宅と耐震住宅の予測解析と振動台実験」（福山大学、アイディールブレーン(株)）、「木質複合構造物

の剛性・耐力偏心を考慮した動的挙動の解明」（(独)建築研究所）、「木造住宅の倒壊解析手法の精度検証実験」（(独)建築研究所）の４件を実施した。施設貸与として、「地盤改良を施した給湯器タン
クの振動試験」（(財)建材試験センター）、「制震部材を用いた木造軸組工法の耐震性能検証実験」（(株)谷川建設）、「制震複雑平面木造住宅の耐震性能に関する研究」（宮澤健二建築構造研究室）、
「粘弾性制振装置による木造住宅の応答低減効果の検証実験」（(株)アイ・エム・エー）の４件を実施した。 
＜平成25年度実施内容＞ 
共同研究として、「粘弾性制振装置を付加した2 層軸組架構の応答性状検証実験」（東京理科大学）、及び「入力地震動をパラメータとした実大在来木造建物の振動実験」（筑波大学、京都大学生存圏

研究所）の2 件を実施した。また、施設貸与として、「制振システム付住宅の性能確認実験」（住友ゴム工業(株)）、及び「プレキャストコンクリート製ペントハウスに地震の及ぼす外力の研究」（百年
住宅(株)）の2 件を実施するとともに、受託研究として、「極限荷重に対する原子炉構造物の破損メカニズム解明と破局的破壊防止策に関する研究開発（耐震強度試験）」(東京大学)の1 件を実施した。 
＜平成26年度実施内容＞ 
共同研究として、「大型振動台における入力波の制御と再現性の検証実験」（東京理科大学）、「入力地震動と建物強さをパラメータとした実大在来木造建物の振動実験」（筑波大学、京都大学）など計3件

を実施した。また、受託研究として、「極限荷重に対する原子炉構造物の破損メカニズム解明と破局的破壊防止策に関する研究開発（耐震強度試験）」（東京大学）を実施し、施設貸与として、「石塔の耐震
安全性に関する研究」（（独）国立文化財機構東京文化財研究所）など計8件を実施した。 
 
 平成 27 年度までの外部利用実績は、共同研究 19 件、受託研究４件、施設貸与 17 件の計 40 件であり、中期目標期間における数値目標（42 件以上）の達成に若干不足した。 
 

③ 大型降雨実験施設（つくば市） 
毎時 15～300mm の雨を降らせる能力を有する大型降雨実験施設は、山崩れ、土石流、土壌浸食や都市化に伴う洪水災害の解明などの研究に活用されている。 
平成 26 年度までの外部利用実績は、共同研究 18 件、施設貸与 7件、施設利用 4件の計 29 件である。 
平成 27 年度は、共同研究 3件、施設貸与 6件、受託研究 1件、施設利用 1件の実施が計画されている。 

＜平成 23 年度実施内容＞ 
共同研究として、流下土砂が家屋に与える影響（百年住宅(株)）、温度計測及び電気探査を用いた斜面内部の水分状態の推定に関する研究（(独)産業技術総合研究所）、加速度センサーを用いた斜面崩

壊メカニズムに関する研究（茨城大学）、センサネットワークによる斜面崩壊予測に関する研究（東京大学）、IC タグを用いた表面流による土砂流出プロセスに関する研究（筑波大学）の5 件を実施した。
また、施設貸与として、拡散レーザ変位計の性能実験（明治コンサルタント(株)）の1件を実施するとともに、施設利用として、降雨実験技術に関する実験（教育実習：筑波大学）の1 件を実施した。 
＜平成24年度実施内容＞ 
共同研究として、「温度計測および電気探査を用いた斜面内部の水分状態の推定」（(独)産業技術総合研究所）、「加速器センサーを用いた斜面モニタリングによる斜面不安定化評価手法に関する研究」

（茨城大学）、「IC タグを用いた土砂流出に及ぼす植生の影響に関する研究」（筑波大学）、「斜面モニタリング及びシミュレーションによる斜面崩壊予測に関する研究」（京都大学）、「斜面モニタリ
ング技術に関する研究」（鹿児島大学）、「不飽和土の力学・水理学特性の評価と斜面の降雨時変形・破壊挙動のシミュレーション手法に関する研究」（横浜国立大学）の６件を実施した。 
また、施設貸与として、「降雨環境下におけるレーザレーダによる早期検知防災技術の開発」（(株)ＩＨＩ）の１件を実施するとともに、施設利用として、降雨実験技術に関する実験（教育実習：筑波

大学）の１件を実施した。 
＜平成25年度実施内容＞ 
共同研究として、「盛土内水分量変化の空間的モニタリング手法に関する研究」（(独)産業技術総合研究所）、「表面被覆が浸透能力と土砂流出に及ぼす効果の実験的検証に関する研究」（筑波大学）、

「ソフトとハードの融合技術による新しい斜面対策システムに関する研究」（日鐵住金建材(株)）、及び「数値解析による斜面崩壊予測およびスネークカーブを用いた危険度評価に関する研究」（京都大
学、神戸大学）の4 件を実施した。 
また、施設貸与として、「降雨時のセンサー性能に関する研究」（パナソニック(株)オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社）の1 件を実施するとともに、施設利用として、降雨実験技術に関

する実験（教育実習：筑波大学）の1 件を実施した。 
＜平成26年度実施内容＞ 
共同研究として、「複合物理探査モニタリングによる斜面内部の水分量変化の可視化技術に関する研究」（(独)産業技術総合研究所）、「表面被覆が浸透能力と土砂流出に及ぼす効果の実験的検証に関する

研究」（筑波大学）など計 3件を実施した。 
また、施設貸与として、「プリクラッシュシステムなどの降水量に対する定量実験」（ヤマハ発動機(株)）、「2D レーダ降雨特性試験」（大同信号(株)）など計 4件を実施するとともに、施設利用として、「降

雨実験技術に関する実験」（教育実習：筑波大学）を実施した。 
 
 平成 27 年度までの外部利用実績は、共同研究 22 件、施設貸与 17 件、施設利用５件の計 44 件であり、中期目標期間における数値目標（40 件以上）を達成した。 

④ 雪氷防災実験施設（新庄市） 
天然に近い結晶形の雪を降らせる装置や風洞装置などを備えた大型低温室である雪氷防災実験施設は、雪氷に関する基礎研究や、雪氷災害の発生機構の解明、雪氷災害対策などに関する研究に活用され

ている。 
平成 26 年度までの外部利用実績は、共同研究 69 件、受託研究 1件、施設貸与 17 件の計 87 件である。 
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 平成 27 年度は、共同研究 16 件、施設貸与 7件の実施が計画されている。 
＜平成 23 年度実施内容＞ 
共同研究として、降雨による湿雪雪崩の発生機構に関する研究（(独)土木研究所 寒地土木研究所）、建築物の着雪防止技術に関する研究（北海道工業大学・（株）大林組）、建築物周辺の複雑乱流場に

おける積雪分布のＣＦＤ予測モデルの開発（新潟工科大学）、新しい降雪粒子測定手法に関する研究（富山工業高等専門学校）、鉄道用信号機フードの着雪防止対策の研究（東日本旅客鉄道(株)）など 15 
件を実施した。 
＜平成 24 年度実施内容＞ 
共同研究として、「強風時の山地斜面における融雪特性の解明」（京都大学防災研究所）、「ドームふじ基地における天文観測架台周辺の雪の吹きだまりと削離に関する実証的研究」（国立極地研究所）、

「架空送電設備の難着雪性能高度化に関する基礎的評価研究」（東京電力(株)）、「建物の熱的影響と気象条件による雪質の変化を考慮した屋根積雪多層熱収支モデルの開発（地方独立行政法人北海道立
総合研究機構）など22 件を実施した。 
施設貸与として、鉄道分岐器の凍結防止に必要な電気融雪器の設備容量（(株)新陽社）、LED 式視線誘導灯の着雪・着氷に関する研究（(株)ネクスコ・エンジニアリング東北）の２件を実施した。 

＜平成25年度実施内容＞ 
共同研究として、「吹雪自動計測システム装置の開発(3)」（名古屋大学）、「雪庇の形成・発達過程の解明(2)」（富山大学）、「建築構造設計における屋根雪の偏分布特性評価に関する研究(3)」（北

海学園大学）、「鉄道用進路表示機フード（クリアヒート式）の着雪防止対策の研究」（東日本旅客鉄道(株)）など15 件を実施した。 
施設貸与として、「融雪機能付き樹脂製ダクト用蓋の融雪性能評価（中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株)）、「送電設備への撥水性コーティング適用に関する研究」（中部電力(株)）など5 件

を実施するとともに、受託研究として「大黒ジャンクション落雪防止対策に関する実証実験研究」（首都高速道路(株)）の1 件を実施した。 
＜平成 26 年度実施内容＞ 
共同研究として、「落雪被害防止のための外装部材の着雪・融雪性状把握の研究（その 2）」（北海道科学大学・(株)大林組）、「南極昭和基地に計画中の円筒形高床式建物周囲の吹きだまり予測に関する周

辺地形の影響」（日本大学）など計 17 件を実施した。 
施設貸与として、「豪雪地帯向け交通信号灯器の難着雪評価」（(一社)UTMS 協会）、「面状発熱体の融雪能力評価と融雪電力制御の相関について」（太陽光サポートセンター(株)）など 8件を実施した。 

 
 平成 27 年度までの外部利用実績は、共同研究 87 件、受託研究 1件、施設貸与 25 件の計 113 件であり、中期目標期間における数値目標（110 件以上）を達成した。 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―２―３ 人材育成 
関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
五 防災科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

受け入れた研修生数(名) 
100 名以
上／5年 

49 81 162 118 113 
予算額（千円） 

― ― ― ― ― 

研究開発に係る職員派遣（件） 
150 件以
上／5年 

25 32 35 51 69 
決算額（千円） 

― ― ― ― ― 

国民普及啓発に係る講師派遣（件） 
650 件以
上／5年 

358 470 300 335 345 
経常費用（千円） 

― ― ― ― ― 

       経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 ― ― ― ― ― 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、指標

等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 防災分野の研

究者を育成す
るため、これ
までの博士課
程修了者の採
用に加え修士
課程修了者を
受入れ、大学
と連携しつつ
人材の育成を
行う。 

防災分野の研究者
を育成するため、こ
れまでの博士課程
修了者の採用に加
え修士課程修了者
を受入れ、大学と連
携しつつ育成する
など人材の育成に
貢献する。また、社
会の防災力の向上
に資することを目
的とし、地方公共団
体、大学、ＮＰＯ法
人などと連携し、防
災に携わる人材の
養成及び資質の向
上に資する取組を
推進し、研修生の受
入れや研究開発に
係る職員派遣、普及
啓発に係る講師派
遣について以下に
示す数値目標の達
成を目指す。 
・ 研修生の受け

入れ：100 名以
上／5年 

・ 研究開発に係

【イノベーションの観点】 
○社会の防災力向上に繋がる人
材育成が適切に図られている
か。 
・ 防災分野の研究者を育成す

るため、これまでの博士課程
修了者の採用に加え修士課
程修了者を受入れ、大学と連
携しつつ育成するなど人材
の育成に貢献したか。 

・ 社会の防災力の向上に資す
ることを目的に、研修生等の
受入れや研究開発に係る職
員派遣、普及啓発に係る講師
派遣を進めたか。 

・ 関連業界への就職率、資格取
得割合、修了後の活動状況
等、業務の成果・効果が出て
いるか。 

・ 関連業界、受講者等のニーズ
の変化を踏まえた取組を行
っているか。 

＜定量的評価＞ 
・ 研修生の受け入れ：100 名以

上／5年 
・ 研究開発に係る職員派遣：

150 件以上／5年 
・ 防災普及啓発に係る講師派

下記「５．主な
業務実績等」に
記載。 

＜評定＞ A 
＜評定の根拠＞ 
平成 27 年度までの５年

間に受け入れた研修生の
数は累計で 28 名、受け入
れた連携大学院生 6 名、
JICA 研修生 253 名、受け
入れた受講生 239 名であ
り、実績は 523 名に上り、
これは５年間の数値目標
である 100 名以上を優に
超えている。また、研究開
発に協力するための職員
派遣は累計 212 件となり、
これは５年間の数値目標
である150件の1.4倍に到
達している。 
さらに、防災普及啓発に

係る講師派遣の５年間に
おける累積数は 1,808 件
に達しており、これは 5
年間における数値目標
（650 件以上）の約 2.8 倍
の数値である。この背景に
は、東日本大震災の発生に
加え、つくば市や越谷市に
おける竜巻災害、伊豆大島
や広島市における土砂災

評定 B 評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
研修生受け入れ、講師派遣は、平成 26 年度までに中

期目標を達成している。平成 27 年度も引き続き研究者
の育成に取組み、職員派遣においても中期目標を達成
し、数値目標は達成見込みである。 
契約研究員はこれまでの 4 年間で 139 名在職した。

任期満了の研究者は他機関等の研究者として就職し、
研修者が所属機関において防災業務を担当しているこ
とから、受け入れの効果は出ていると考えられる。ま
た、博士課程修了者の採用に加え修士課程修了者を受
入れている。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 
・人材育成も重要な課題である。次期中計に向けて、
国の防災力を高めるための地域自治体防災関係人材の
育成など、目標、対象ターゲットを明確にして人材育
成を実施することが望まれる。 
・防災科研のミッションと人材育成方針（数だけでは
なく）をより明確にし，「災害に強い社会の実現」に
向けた研究開発法人としての独自の人材育成プログラ
ムやトレーニングコースの創設などの検討をされると
良い。 
・外部者の防災力向上のみならず、防災科研内の人材
育成（特に若手研究者）の視点での取組も望まれる。 

＜評定に至った理由＞ 
・社会の防災力向上に繋が
る人材育成（研修生の受け
入れ、研究開発に係る職員
派遣、防災普及啓発に係る
講師派遣）は目標値の５年
間の累計で 140％以上を
達成したことは高く評価
できる。地方公共団体、大
学、NPO 法人等との人材交
流を通じて、防災技術水準
の向上を促すことが出来
た。このような平時の研修
生との関係が，その後災害
発生時の効果的連携につ
ながるケースが多くある
と考えられる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議
会の主な意見】 
・このような人材育成は、
研究者や行政職員のどち
らにとっても将来のキャ
リアに役立つ質のよいプ
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る職員派遣：
150 件以上／5
年 

・ 防災普及啓発
に係る講師派
遣：650 件以上
／5年 

遣：650 件以上／5年 
 

○関連業界、受講者等のニーズ
の変化を踏まえた取組を行って
いるか 
・ 業務の効率化について、教材

作成作業等の効率化、研修施
設の有効活用、施設管理業務
の民間委託等の取組を行っ
ているか。 

・ 受益者負担の妥当性・合理性
があるか。 

害、関東・東北豪雨、御嶽
山、口永良部島の噴火、毎
年の豪雪災害など自然災
害の頻発が挙げられるが、
高く評価してよい数値で
ある。 
以上より、中期計画にお

ける所期の目標を上回る
成果が得られていると認
められる。 

・研究成果の最大化のために、防災科研の研究成果と
ネットワークを広く活用してもらい、社会全体の防災
リテラシー向上や施策のレベル向上のために役立つ人
材育成を目指してほしい。 
・「どのような活動を行ったか」、「どのような人材を育
てたのか」など、「数」に加えて「質」に関する評価を
行うことも今後必要と考えられる。 
・防災科研の強みを活かして業務の中で人材を育成し
ていくのか、研修的な人材育成を重視するのか、今後
の組織としての人材育成の方向性について検討すべ
き。 
・防災科研としてどのような人材の育成を目指してい
くのか、限られた人数の中で人材育成にどの程度の比
重で取り組むのかなどを明確にすることが必要。 

ログラムになっている上、
全所的な取り組みになっ
ていることが高く評価で
きる。 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 

 
５．主な業務実績等 
防災分野の研究者を育成するため、連携大学院制度や研究生制度を利用し、筑波大学、長岡技術大学、建築研、東京消防庁などからこれまでに 28 名を受け入れた。また、社会の防災力の向上に資するこ

とを目的に、これまでに 196 名の受講生及び 189 名の JICA 研修生を受け入れた。また、143 件の職員派遣を行った。さらに、各種自然災害に対する国民の防災意識向上を念頭に地方公共団体、教育機関な
どに講師派遣行った。 
具体的な内容は以下のとおり。 
 

「研修生の受入れ」 

従来型の研修生のほか、積極的に JICA 研修の一環として防災科研で研修を行う他、各研究ユニットで講義や技術指導を実施するなど現状に即した形で様々な研修生を受け入れた。これらの取組により、こ

れまでに 468 名の研修生を受け入れ、この数値に示されているとおり、第 3期においては人材育成の目標を超えて順調に遂行されたところである。 

平成23年度 
種別 受入れ人数 主な内容 
研修生 9 「強震動及び建物被害予測に関する研究」 

「Ｘバンドレーダーネットワークを用いた集中豪雨の研究」 
「マルチパラメータレーダを用いた豪雨の解析」 
「関東地方のＭ８級の地震を想定した地震動予測のパラメータスタディ」など 

連携大学院生 0 ※平成24.3.29連携大学院制度発足以前の平成23年度の3名は研修生に含まれる。 
受講生 17 － 
JICA研修生 23 － 
平成24年度 
種別 受入れ人数 主な内容 
研修生 4 「水・土砂防災研究に関する研修」 

「積乱雲の発生・発達に関する研究」 
「Padang沖地震を想定した津波分散波を考慮した数値シミュレーション」など 

連携大学院生 3 「Estimating rainfall amounts in mountainous regions using X-band Dual Polarization Radar（Xバンド二重
偏波レーダを用いた山岳域の降雨量推定）」 
「ＸバンドＭＰレーダを用いた2010年台風9号豪雨の解析」 
「ファーストレーダエコーの偏波パラメータの特徴」 

受講生 39 GPS解析プログラム（GAMIT）、雪崩、領域大気モデルの利用、フィリピン地震火山 
監視能力強化と防災情報の利活用促進に関して講義・技術指導等 

JICA研修生 38 「国際地震工学研修」（建築研究所JICA研修生） 
「洪水関連災害防災専門家育成」（土木研究所JICA研修生） 
「テヘラン地震災害軽減プロジェクト」など 
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平成25年度 
種別 受入れ人数 主な内容 
研修生 5 「水・土砂防災研究に関する研修」 

「インドネシアにおける緊急地震速報の期待される効果」 
「X バンドMP レーダを用いた豪雨の事例解析」 
「海洋の物理環境と生態系に関する観測･数値的研究」など 

連携大学院生 2 「ラピッドスキャンを用いたゲリラ豪雨のナウキャスト」 
「X バンドMP レーダを用いた2010 年台風9 号に伴う豪雨の解析」 

受講生 67 「GPS 可降水量同化比較実験」 
「冠水センサーについて」 
「官民共同危機管理クラウドシステム」など 

JICA研修生 88 フィリピン国大規模地震被害緩和のための橋梁改善調査プロジェクト（建築技研インターナショナル） 
課題別研修「国家測量事業計画・管理」コース（日本地図センター） 
「テヘラン地震災害軽減プロジェクト」など 

平成26年度 
種別 受入れ人数 主な内容 
研修生 5 「GAMIT プログラムを用いた準リアルタイム解析による可降水量の検出処理に関する研究」 

「水・土砂防災研究に関する研修」 
「幅広い実習に基づく雪氷研究の実態把握と今後の進展」 
「イタリアにおける雪氷災害軽減に向けた 積雪モデルの改良」 
「Winter Institute プログラムにおける研修生受入」 

連携大学院生 0 － 
受講生 73 「MPレーダを用いた豪雨の解析」 

｢デュアルドップラーレーダ解析技術｣ 
「積雪観測講習会」 
「フィリピン地震火山監視能力強化と防災情報の利活用推進」など 

JICA研修生 40 JICA研修（建築研究所国際地震工学センター） 
「エチオピア国地すべり対策工能力強化プロジェクト」 
「気象業務能力向上」コース（気象庁総務部企画課国際室） 
「アフガニスタン国水文・気象情報管理能力プロジェクト」など 

平成27年度 
種別 受入れ人数 主な内容 
研修生 5 「地形・地質の成り立ちを考慮した平野部地下の浅部地盤モデル作成手法の研究」 

「地震・津波観測監視システムに関する調査研究」 
「空中写真判定による土砂災害の把握」 
「水・土砂防災研究に関する研修」 

連携大学院生 1 「西表島網取湾及び崎山湾における造礁サンゴ分布と土粒子分布の関係」 
受講生 43 「空中写真判読による土砂移動分布図の作成」 

「雲解像数値モデルを用いた局地的豪雨の発生メカニズムの解明」 
「積雪観測講習会」 
「火山観測講習（硫黄島）」 など 

JICA研修生 64 「JICA コロンビア国土地返還政策促進のための土地情報システムセキュリティ管理能力強化プロジェクト」 
「JICA 国際地震工学研修」 
「JICA ネパール国カトマンズ盆地における地震災害リスクアセスメントプロジェクト」 
「気象庁JICA 集団研修 気象業務能力向上コース」 
「JICA プロジェクト センサーネットワークを活用した即時地震警報による地域防災安全化調査」 

 
「招へい研究者等の受入れ」 

期間 招へい研究者数 主な内容 
平成 23 年度 50 「フィリピン地震火山監視能力強化と防災情報の利活用推進」 

「火山活動の観測予測技術開発」 
平成 24 年度 28 「フィリピン地震火山監視能力強化と防災情報の利活用推進」 
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「気候変動に伴う極端気象に強い都市創り」 
平成 25 年度 37 「次世代地震ハザードマップ作成のためのハザード評価手法の高度化に関する研究」 

「地震・火山活動の高精度観測研究と予測技術開発」 
平成 26 年度 56 「地殻活動の観測予測技術開発」 

「屋根上の雪の堆積および吹雪による輸送に関する研究」 
平成 27 年度 18 「TOMACS ワークショップ」 

「積雪の微細構造とモデリングに関するワークショップ」 
「火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショップ 2015」など 

「研究開発協力のための職員派遣」 
研究開発協力のため、大学及び防災関連研究機関へ 
平成23年度は25件 
平成24年度は32件 
平成25年度は35件 
平成26年度は51件 
平成27年度は69件 

の職員派遣を実施した。これまでに大学及び研究機関等へ 212 件の職員派遣を実施しており、この数値に示されているとおり、第 3期においては人材育成の目標を超えて順調に遂行されたところである。 

 
「国民防災意識向上のための講師派遣」 
地方公共団体、教育機関及び民間企業などからの要請を受け、 
平成 23 年度は 358 件 
平成 24 年度は 470 件 
平成 25 年度は 300 件 
平成 26 年度は 335 件 
平成 27 年度は 345 件 

の講師派遣などを行った。これまでに 1,808 件の講師派遣などを行っており、この数値に示されているとおり、第 3期においては人材育成の目標を超えて順調に遂行されたところである。 

 
○防災分野の研究者を育成するための人材の育成への貢献 
防災分野の研究者を育成するため、連携大学院制度や研究生制度を利用し、筑波大学、長岡技術大学、建築研、東京消防庁などからこれまでに 28 名を受け入れた。 

○社会の防災力の向上に資することを目的とした研修生等の受入れや研究開発に係る職員派遣、普及啓発に係る講師派遣 
社会の防災力の向上に資することを目的に、これまでに 239 名の受講生及び 253 名の JICA 研修生を受け入れた。また、212 件の職員派遣を行った。さらに、各種自然災害に対する国民の防災意識向上を

念頭に地方公共団体、教育機関などに講師派遣行った。 
○関連業界、受講者等のニーズの変化を踏まえた取組 
様々な機会を通じニーズをヒアリングし、それに対応する形で柔軟に Web からの情報発信、ワークショップ開催、講師派遣、見学対応などを行い、防災リテラシー（防災力）・科学リテラシーの向上につ

ながる努力を行った。 
○関連業界への就職率、資格取得割合、修了後の活動状況等、業務の成果・効果 
契約研究員(研究員型)は、 
 平成 23 年度は 31 名 
 平成 24 年度は 34 名 
 平成 25 年度は 38 名 
平成 26 年度は 36 名 

在職し、これまでの 4 年間で延べ 139 名在職した。任期満了者・退職者は、他機関の研究員等として就職した。地方公共団体からの研修生は各自治体に戻り、防災業務に従事している。教員の研修生は、
学校教育において防災に関する知識を役立てている。なお、この制度は資格取得を目的としたものではない。 
 
○業務の効率化について、教材作成作業等の効率化、研修施設の有効活用、施設管理業務の民間委託等の取組 
Web で災害の基礎知識のページを作成し、様々な災害について災害分野ごとに簡単に解説するとともに、大地震の時の心得、火山灰による健康被害、台風や大雨に備えてなどの普及・啓発用の教材を公

開している。また、講師派遣を行った際、発表資料を共有し、資料作成の効率化を実施している。さらに、講演経験も防災科研の内部専用ページにて共有している。研究交流棟は、国内外の防災科学技術
分野に関する研究者の交流、総合的な研修及び国際共同研究の拠点として研究者を含む交流の場としてセミナー室・自然災害情報室等を有しており、所内発表会・見学対応のみならずセミナー開催など所
外への情報発信の場として活用している。 
○受益者負担の妥当性・合理性 
社会の防災力向上のために研修などを実施しており、受益者は国民一般である。そのため、防災科研が実施するのが妥当である。研修の成果は国民一般に役立つので、研修に関わる防災科研の負担につ

いては実費（交通費）のみ受講者側にご負担いただいており、諸謝金・講演料等は相手側からの規則による申し出がある場合を除き受け取っていない。 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―２―４ 基礎的研究成果の橋渡し 
関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
一 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

申請課題数(件) ― 4 7 4 8 8 予算額（千円） ― ― ― ― ― 
採択課題数(件) ― 4 4 2 7 7 決算額（千円） ― ― ― ― ― 
       経常費用（千円） ― ― ― ― ― 
       経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 ― ― ― ― ― 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 防災に資する

画期的な技術
を開発するた
め、防災科研
内での基礎的
研究を進める
とともに、大
学等の基礎的
な研究成果も
調査し、応用
につなげる研
究開発を進め
る。なお、画
期的な技術開
発課題の選定
に 当 た っ て
は、社会のニ
ーズを反映し
た研究を進め
るため、外部
有識者をメン
バ ー に 加 え
る。 

今後のプロジェ
クト研究開発の
芽となり得る独
創的な基礎的研
究を行うととも
に、大学等によ
る基礎的な研究
成果も活用し、
防災科学技術の
発展に必要な基
盤技術の開発を
推進する。これ
らの研究を推進
するに当たって
は、社会のニー
ズを反映するた
め、外部有識者
を加えたメンバ
ーにより課題採
択を行う。 

【イノベーションの観点】 
○将来のニーズ等を反映
した研究テーマの設定が
適切になされているか 
・ 今後のプロジェクト

研究開発の芽となり
得る独創的な基礎的
研究を行うとともに、
大学等による独創的
な基礎研究、防災科学
技術の発展に必要な
基盤技術の開発を進
めたか。 

【妥当性の観点】 
○外部有識者を加えた体
制で評価が行われている
か 
・ 社会のニーズを反映

するため、外部有識者
を評価メンバーに加
えたか。 

毎年度、所内競争
的研究資金制度を
運用して、所内評価
委員会（外部有識者
を含む。）が今後の
プロジェクト研究
への発展、防災科学
技術の発展に必要
な基盤技術の開発
等の観点から適切
に課題採択を行い、
第３期中期目標期
間では所内の全研
究分野にわたり計
24 課題が実施され
た。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 

第 3期中期計画の 5
年間にわたって所内競
争的研究資金制度を運
用し、毎年度、今後の
プロジェクト研究への
発展や、防災科学技術
の発展に必要な基盤技
術の開発等の観点から
課題の採択を行ってき
た。採択に当たっては
外部有識者を含めた評
価委員会での選定が行
われ、第３期中期目標
期間では所内の全研究
分野にわたり計24課題
が実施された。これら
の成果が、第４期中長
期計画の研究開発の推
進に大きく貢献するこ
とが期待できる。 

以上より、中期計画
における所期の目標を
達成していると認めら
れる。 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
所内競争的研究資金制度に関しては、外部有識者 2 名を

加えたメンバーにより、審査・評価を行い、課題の採択に
社会のニーズを反映する取り組みが行われている。特に、
小型 UAV と SfM を活用した研究等、今後発展する研究テー
マを生み出すことに成功している点は評価できる。 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 
・基礎的研究成果の橋渡しについては、若手研究者の育成
には重要な視点であるが、「我が国の防災力底上げに資す
る防災科研としてのミッション」と「個々の独創的研究を
新たなシーズやニーズにつなげる努力」との関係性を整理
していく必要がある。 
・所内メンバーだけでなく、所外メンバーや自治体などと
の連携をベースにした、大型プロジェクトなどでは実施で
きないような基礎的研究も期待したい。 
・「今後のプロジェクト研究開発の芽となり得る独創的な
基礎的研究」の推進は，研究者の自由な発想に基づく研究
を，組織としてどのようにサポートしていくかが重要であ
る。国の施策に直接的に実装することを指向する研究の他
にも，すぐには社会実装が難しいが重要であると思われる
研究（特に 35 歳以下の若手研究者限定など）を所内公募等
で推進されることを望む。 

＜評定に至った理由＞ 
・所内競争的研究資金制度で
は、第三期中期目標期間中に 24
件の研究課題を採択し、必要な
基盤技術の開発に貢献できた。
また、これらの研究課題の成果
は実際の災害に活用されたも
のもあることは評価に値する。 
・実施された 24 課題の中には、
イノベーションハブの研究に
つながるなど、橋渡しになって
いることは評価できる。 
・プロジェクト研究に結びつく
基礎的研究、また新たな研究開
発の芽となることが期待され
る。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 



32 
 

 
様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―３ 防災に関する研究開発の国際的な展開 

関 連 す る 政
策・施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推
進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
一 防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 
四 防災科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。 

当該項目の重
要度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

海外機関との共同研究等の件
数 

― 8 6 10 13 16 
予算額（千円） 

― ― ― ― ― 

国際会議の開催件数 ― 2 3 3 8 6 決算額（千円） ― ― ― ― ― 
       経常費用（千円） ― ― ― ― ― 
       経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 ― ― ― ― ― 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 我が国の防災に関する研究開発

の中核機関として、大学等が行
っている国内での研究及び海外
との研究協力の情報を一元化
し、一体的な協力を推進する。 
① 防災研究フォーラムなどの

既存枠組みを活用しつつ我
が国の国際協力の窓口とな
り、国内外の防災に関する研
究開発の情報を発信する拠
点になることを目指す。 

② 災害を観測・予測する技術の
研究開発、被災時の被害を軽
減する技術の研究開発につ
いても、国や地方公共団体、
民間企業など研究成果を活
用することが想定される機
関と協力しつつ研究を進め
るなど、研究成果が活用され
普及するための取組を進め
る。 

我が国の国際的な防災
研究協力の推進に資す
るため情報の発信に関
する拠点の構築を目指
し、アウトリーチ・国際
研究推進センター（仮
称）において、防災研究
フォーラムなどの既存
の枠組みを活用し、我が
国が培った防災科学技
術や国際協力に関する
情報の収集・整理・提供
などを推進する。また、
海外の研究機関・国際機
関との共同研究や連携、
国際シンポジウムの開
催、国際的に注目度の高
い学術誌への研究成果
の投稿により、我が国の
防災科学技術の国際的
な位置付けを高める。 

【研究環境充実の観
点】 
○基盤となるデータの
整備・充実等の取組が
図られているか 
・ 防災科学技術や国

際協力に関する情
報の収集・整理・提
供などを進めたか。 

【国際的観点】 
○成果・取組が国際的
な水準に照らして意義
があるものか 
・ 海外の研究機関・国

際機関との共同研
究や連携等により、
我が国の防災技術
の国際的な位置づ
けを高めることが
できたか。 

下記「５．主な
業務実績等」に
記載。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
平成 27 年度において

も新たなMOUの締結に向
けた検討が進められて
おり、今後も様々な分野
で積極的な国際協力が
続けられるものと期待
される。また、研究成果
の国際論文誌への投稿
や、国際シンポジウムな
どの開催も積極的に行
われると同時に、防災科
学技術に関して収集す
る各種資料や情報の分
析により、国内外への情
報発信も引き続き積極
的になされる見込みで
ある。 
以上により、平成 27

年度末には中期計画を
十分に達成できるもの
と見込まれる。 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
資料収集整理・データベース公開・展示会出展

など情報の収集・提供が着実に推進されているも
のと評価できる。海外機関との協同研究やシンポ
ジウムの開催なども一定の目標に達成している。
世界で最も先進的な防災研究を海外の機関と共
同研究する仕組みを作り、世界の防災力向上に一
定の貢献しているものと評価できる。 
 
＜今後の課題＞ 
・我が国の防災技術を世界の防災力向上に資する
ことを通じて、日本の国際的な位置づけを高める
ためにも、海外機関との共同研究等を推進するこ
と。 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 
・我が国の防災技術や人材育成ノウハウの移転な
ど「日本の防災研究を海外で役立てる仕組み」を
作り、日本の国際的な位置づけを高め、防災大国
として世界のトップリーダーとなれるような取
組を今後期待する。 

＜評定に至った理
由＞ 
・海外機関との共同
研究、研究協力協定
および国際シンポ
ジウム・ワークショ
ップの開催を積極
的に進め、第三期中
期目標期間中に共
同研究 13 件、研究
協力協定締結 40
件、国際シンポジウ
ム・ワークショップ
開催 22 件に達した
ことは、旧アウトリ
ーチ国際センター
の使命を十分果た
したものと評価で
きる。 
・世界で最も先進的
な防災研究を海外
の機関と共同研究
する仕組みを作り、
世界の防災力向上
に貢献している。ま
た、海外の災害時に
も全所的な協力体
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制に基づく調査研
究による支援が実
現し始めているこ
とは高く評価でき
る。 
・防災システム研究
センターの発展が
アウトリーチの取
組を大きく変え改
善したことは評価
できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法
人審議会の主な意
見】 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 

 
５．主な業務実績等 
国際的な防災研究協力の推進に資するため、情報発信に関する拠点の構築を目指し、防災研究フォーラムなどの既存の枠組みも活用し、防災科学技術に関する情報の収集・整理・提供などを推進すると

ともに、所内の各研究センター・ユニットと連携し、収集した情報を分析する等により情報発信を行ってきた。 
また、耐震、火山、地滑り、水害、積雪、災害リスク軽減・評価等の防災に係るあらゆる分野において、海外の研究機関との共同研究等を実施してきた。さらに、国際的に認知度の高い Science Citation 

Index（SCI）誌などの学術誌への論文投稿を行うとともに、国際シンポジウム等も数多く主催した。 
平成 27 年度は、引き続き防災科学技術に関する情報の収集・整理・提供などを推進するとともに、所内の各研究センター・ユニットと連携し、収集した情報を分析する等により情報発信を行う。また、

新たな MOU の締結に向けた検討も進めており、今後も積極的な国際協力を続ける。 
 
＜海外機関との国際共同研究等の実施内容＞ 
平成 23 年度  

国名 相手機関名 研究名など 
韓国 国立釜慶大学校 X バンドＭＰレーダネットワークを用いた山岳地域の降雨量分布に関する共同研究 
米国 ネバダ大学 免震装置を使用した日米共同研究 
米国 地震連合 クリスマス島地震観測における米国地震研究所との共同研究 
ギリシャ アテネ工科大学 地震工学における地盤・基礎に関する共同研究 
マレーシア マレーシア理科大学 マレーシアにおける地すべり災害および水害による被災低減に関する研究 
米国 バデュー大学 E-ディフェンス及び NEES 施設を利用する地震工学研究 
フィリピン フィリピン火山地震研究所 フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進 
フィンランド VTT 技術研究センター 災害リスク情報・環境情報の活用に係る相互協力に関する包括協定 

 
平成 24 年度 

国名 相手機関名 研究名 
韓国 国立釜慶大学校 X バンドＭＰレーダネットワークを用いた山岳地域の降雨量分布に関する共同研究 
米国 ネバダ大学 E-ディフェンスによる免震構造物の評価実験 
米国 バデュー大学 E-ディフェンス及び NEES 施設を利用する地震工学研究 
フィリピン フィリピン火山地震研究所 フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進 
フィンランド VTT 技術研究センター 災害リスク情報・環境情報の活用に係る相互協力に関する包括協定 
マレーシア マレーシア理科大学 マレーシアにおける地すべり災害および水害による被災低減に関する研究 
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平成 25 年度  

国名 相手機関名 研究名 
米国他 国際 NPO 法人 

Global Earthquake Model Foundation 
地震ハザード評価及びリスク評価手法の開発 

イタリア イタリア国立地球物理学・火山学研究所 地震学・火山学及び環境学的研究 
マレーシア マレーシア理科大学 マレーシアにおける地すべり災害および水害による被災低減に関する研究 
米国 アラスカ大学フェアバンクス校 

国際北極圏センター 
北極雪氷圏における気候変動及びその中緯度地域への影響と対応する防災研究 

米国 バデュー大学 E-ディフェンス及び NEES 施設を利用する地震工学研究 
フィリピン フィリピン火山地震研究所 フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進 
フィンランド VTT 技術研究センター 災害リスク情報・環境情報の活用に係る相互協力 
韓国 
台湾 

韓国国立防災研究院 
台湾国立災害科学技術センター 

自然全災害による被害の軽減と管理に関する包括協定 

 
平成 26 年度  

国名 相手機関名 研究名 
インドネシア インドネシア気象気候地球物理長 地震・津波監視システムと伝達技術の強化のための共同開発 
韓国 
 

大邱カトリック大学校  
クリマテック株式会社 (日本) 

積雪期並びに融雪期における重量変化特性を測定する装置の共同開発 

韓国 プキョン大学校環境・海洋大学長 防災科学技術研究所とプキョン大学校環境・海洋大学との研究交流に関する協力合意 
ブータン ブータン地質鉱山局 地震災害軽減のための研究協力合意 
イタリア イタリア国立地球物理学・火山学研究所 地震学・火山学及び環境学的研究 
マレーシア マレーシア理科大学 マレーシアにおける地すべり災害および水害による被災低減に関する研究 
米国 アラスカ大学フェアバンクス校 

国際北極圏センター 
北極雪氷圏における気候変動及びその中緯度地域への影響と対応する防災研究 

米国 バデュー大学 E-ディフェンス及び NEES 施設を利用する地震工学研究 
フィリピン フィリピン火山地震研究所 フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進 
フィンランド VTT 技術研究センター 災害リスク情報・環境情報の活用に係る相互協力 
米国他 国際 NPO 法人 

Global Earthquake Model Foundation 
地震ハザード評価及びリスク評価手法の開発に関する研究協力合意 

韓国 
台湾 

韓国国立防災研究院 
台湾国立災害科学技術センター 

自然全災害による被害の軽減と管理に関する包括協定 

スイス スイス連邦雪・雪崩研究所 防災科学技術研究所とスイス連邦雪・雪崩研究所との包括協定 
 
＜国際シンポジウム＞ 
平成 23 年度 
隔年で開催している「火山災害の軽減の方策に関する国際ワークショップ2011-リアルタイム火山災害評価と行政対応-」では、レベル4～5 の大規模火山災害において最も問題となる大規模火砕流などを

対象として、どのような火山災害評価を行うべきかという技術的側面をはじめ、大規模火山災害の評価手法のレビューや、発信できうる情報とその精度 
や適用限界の現状について講演やディスカッションが行われた。 
また、ＪＩＣＡ・ＪＳＴが連携して推進する地球規模課題対応国際科学技術協力（ＳＡＴＲＥＰＳ）の枠組みで当研究所が担当している「フィリピン地震火山監視強化と防災情報の利活用推進」プロジ

ェクトに加え、地震・津波災害の多発国であるインドネシア、ペルー、チリで実施されているプロジェクトと合同して、「地震・津波災害軽減国際シンポジウム-東日本大震災の教訓を世界で共有するため
に-」を仙台にて開催した。このシンポジウムでは、それぞれの国々における震災の貴重な経験・教訓を相互に共有し、各国の地震・津波防災に生かすとともに、世界の地震・津波に対する防災力向上に資
する方策について議論が行われた。 
 

シンポジウム名 開催日 場所 
火山災害の軽減の方策に関する国際ワークショップ 2011 H23.11.2 

H23.11.4 
山梨県環境科学研究所 
防災科学技術研究所 

地震・津波災害軽減国際シンポジウム H24.3.14-15 仙台国際センター 
 
平成 24 年度 
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「気候変動に伴う極端気象に強い都市創りシンポジウム」は文部科学省科学技術戦略推進費プロジェクトの一環として開催された。国内研究講演、海外からの講演を含む特別講 
演やアメリカ、韓国、ブラジル、フランス、カナダの各国の取り組みに関する報告など、国際シンポジウムとして豊富な情報を提供した。講演では、極端気象の観測技術などを始 
め、東京消防庁やJR 東日本など企業・省庁などでの活用が報告された。気象研究所、東洋大学、科学技術振興機構の共催で、内閣府、文部科学省、防災研究フォーラムの後援を受けた。さらに、土木学会
よりCPD プログラムの認定（認定番号：JSCE12-0586）を受けるなど、世間的な注目も高く、300 名近くの来場者があった。 
また、｢日本・台湾における確率論的地震ハザード評価 第二回ワークショップ｣は、ＴＥＭと防災科研の研究交流を目的に行われた。1999 年の台湾集集地震をきっかけに、台湾では地震ハザードとリス

ク研究の重要性が強く認識されており、非常に高い注目を集め、2013 年開催の研究集会を含め、今後も研究交流を計画している。 
｢次世代ハザードマップのためのハザード評価 第三回日中韓シンポジウム｣は、戦略的国際科学技術協力推進事業の一環として行われている研究交流の一部として開催された。東日本大震災前後のハザー

ド評価の再検討、及び地震ハザード評価の方法論についての日本の研究は、中・韓両国から大きな注目を集めており、各国が協力し、効率的に地震災害軽減対策が施せるような共通の情報基盤構築が期待
されている。こうした研究交流により、アジア地域での標準的な地震ハザードマップ作成を行うことができると期待され、今後も活発な研究を進めていくことを計画している。 
 

シンポジウム名 開催日 場所 
国際シンポジウム「都市と極端気象」 H24.10.23-24 KOKUYO HALL 
｢日本・台湾における確率論的地震ハザード評価」 第二回ワークショップ H24.6.4-6 台湾・台北 
｢次世代ハザードマップのためのハザード評価」 第三回日中韓シンポジウム H24.10.29-31 韓国・済州島 

 
平成 25 年度 
「地震ハザード評価手法の研究」国際シンポジウムは、「地震動予測式の高度化に関する国際ワークショップ」と、「日中韓次世代地震ハザードマップ作成のためのハザード評価手法の高度化に関する研

究」第 3回シンポジウム、「日本と台湾(NIED-TEM) におけるハザード評価手法」第 2回研究交流会の 3つの会議の合同シンポジウムとして、仙台市で開催した。シンポジウムには日本、中国、韓国、台湾、
ベトナム、イタリア、米国、フランスの研究者ら約 90 人が参加し、確率的な地震ハザード評価、シナリオ的な地震動シミュレーション評価、地下構造モデルの構築、地震動予測式の高度化、東日本大震災
の経験と教訓など最新の話題が提供され、東アジア地域の地震災害に関連する活発な議論が行われた。また、海外の研究者に東日本大震災の被害実態を体感してもらうため、震災に関する 3D 映像上映や 6
月 20、21 日の宮城県と岩手県沿岸部の津波被害地域の巡検を実施した。 
今年で 6 回目を迎えた隔年開催の「火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショップ 2013 - 大規模噴火 富士山のその時と広域避難」は、山梨県環境科学研究所との共催。世界遺産となった富

士山周辺地域を例に、広域火山災害・避難について活発な議論が行われ、2 日間で 160 人が来場した。つくば市で開かれた第１部では、シンガポールやイタリア、ニュージーランドなど国内外を拠点とす
る研究者による海外の大規模火山災害発生事例の紹介等があり、山梨県富士吉田市で開かれた第 2 部では、富士山における将来的な大噴火への具体的な対応策について、国内の自治体や企業の代表者も交
えて講演やディスカッションが行われた。 
当研究所が研究代表機関となって実施している「気候変動に伴う極端気象に強い都市づくり（TOMACS）」研究は、参加する研究者の成果発表と情報交換を目的して第一回国際ワークショップを開催した。

首都圏を対象に稠密な気象観測データを蓄積している研究は国際的にも極めて少ないが、ワークショップではオーストラリアやアメリカ、ブラジル、フランス、カナダ、韓国、日本の研究者が最先端の研
究成果を披露し、貴重な観測データが国境を越えて共有できる場となった。なお、TOMACS は平成 25 年 7 月に世界天気研究計画（WWRP)の研究開発プロジェクト（TOMACS/RDP）に承認され、最先端の研究プ
ロジェクトであるとの公的な認知を得ている。 
 

シンポジウム名 開催日 場所 
「地震ハザード評価手法の研究」国際シンポジウム H25.6.17-19 トラストシティカンファレンス・仙台 
「火山災害軽減のための方策に関する国際ワークショップ2013 」 H25.11.27 

H25.11.29 
防災科学技術研究所 
山梨県環境科学研究所 

「気候変動に伴う極端気象に強い都市創り」第一回国際ワークショップ H25.12.4-5 国交省気象研究所 
 
平成 26 年度 
災害リスク研究ユニットは、フィリピン共和国との包括協定に基づき、同国において「簡易耐震診断ワークショップ」を 3回開催した。また 9月には、「フィリピン地震火山監視能力強化と防災情報の利

活用推進プロジェクト」に絡むワークショップを開催した。このように、災害リスク研究ユニットでは、これまでに培った防災科学技術を提供する活動を通じ、同国における災害の軽減に貢献している。 
最後の開催となった日韓台災害軽減国際ワークショップは、Session 1 が Recent Disaster、Session 2 が Future Research Activities、及び Session 3 が Panel Discussion on Possibility for Future 

Collaboration をテーマに、積極的なディスカッションが行われた。ワークショップは今回の開催をもって終了したが、3 ヶ国による研究協力の期間は平成 31 年度末まで延長され、今後は自然災害の軽減
と管理のための研究協力及び科学的・技術的情報交換の推進、人事交流の推進及びスタッフトレーニングに関する協力、及び自然災害の共同調査チームの設置推進について研究協力を進めることになり、
これまでより緩やかであるが具体的な協力体制に移行していくこととなった。 
11 月 17 日に開催された雪氷防災研究センター創立 50 周年記念式典では、包括的研究協力協定を締結している各国のセンター長や所長らを招待して盛大に行われ、翌日には引き続き「雪氷科学に関する

国際ワークショップ」が開催された。雪氷防災研究センターの根本柾樹主任研究員や平島寛行主任研究員を始め、外国の招待者による最新研究成果の発表、活発な議論などが行われ、雪氷科学の今後の更
なる発展が期待される。 
また、当研究所が主催したイベントではないが、「第 3 回 国連防災世界会議」では、防災活動に関するシンポジウムへの参加、ワーキングセッションにおけるディスカッション、及び防災・復興に関す

る展示の出展等を通じ同会議に貢献した。また、国連防災世界会議には「防災コンテスト表彰式と地域防災活動シンポジウム」も組み込まれ、活動内容の発表や防災に関する意見交換や交流が行われた。
防災・復興に関するブース展示では、Ｅ－ディフェンスと日本海溝海底地震津波観測網（S-net）の 2点について、ポスターや映像を用い来場者に説明を行った。 
さらに、インドネシア・フィリピン・チリ北部地域におけるリアルタイム津波予測システムを公開した。これらの国々では津波観測が十分に行われていなかったため、津波防災に大きく貢献することが

期待される。 
シンポジウム名 開催日 場所 
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簡易耐震診断ワークショップ H26.5.20-21 フィリピン・タグビラタン 
Workshop on PHIVOLCS iNFORMATION PORTAL H26.9.15 フィリピン・マニラ 
Enhancement of Earthquake and Volcano Monitoring and Effective Utilization of 
Disaster Mitigation Information in the Philippines: Scientific Workshop 

H26.9.17 フィリピン・マニラ 

簡易耐震診断ワークショップ H26.9.23-24 フィリピン・ダバオ 
簡易耐震診断ワークショップ H26.10.27-28 フィリピン・マニラ 
雪氷科学に関する国際ワークショップ H26.11.18 新潟県長岡市 
日韓台災害軽減国際ワークショップ H26.12.9-10 防災科学技術研究所つくば本所 
「フィリピン地震火山監視能力強化と防災 情報の利活用推進」最終成果報告会 H27.3.9 東京 

 
＜その他国際関係の取組＞ 
平成 27 年 3 月 14～18 日に宮城県仙台市にて「第 3回 国連防災世界会議」が開催され、防災科学技術研究所は、防災活動に関するシンポジウムへの参加、ワーキングセッションにおけるディスカッショ

ン、及び防災・復興に関する展示の出展等を通じ同会議に貢献した。また、国連防災世界会議には「防災コンテスト表彰式と地域防災活動シンポジウム」も組み込まれ、活動内容の発表や防災に関する意
見交換や交流が行われた。防災・復興に関するブース展示では、Ｅ－ディフェンスと、今後地震及び津波の観測や監視への貢献が期待される日本海溝海底地震津波観測網（S-net）の 2点について、ポスタ
ーや映像を用い来場者に説明を行った。 
また、インドネシア・フィリピン・チリ北部地域における M4.5 以上の地震により発生する津波について、リアルタイム地震パラメータ推定システム（SWIFT）と連動させたリアルタイム 津波予測システム
を公開した。これについては、英語での参考資料も作成し、平成 27 年 3 月 10 日付けでプレスリリース及び Web からの情報発信を行った。このシステムは、インドネシア・フィリピン・チリに設置されて
いる広帯域地震計で取得したリアルタイム連続地震波形データを SWIFT で解析し、リアルタイムで津波を予測するものであり、これまで津波観測が十分に行われていなかったこれらの国々の防災に大きく
貢献することが期待されている。 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―４―１ 研究成果の普及・活用促進及び研究成果の国民への周知 

関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推
進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 
四 防災科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

防災科学技術に関連する査読の
ある専門誌への投稿数（編/人） 

5 編／人以
上／5年 

0.9 1.2 1.2 1.0 0.8 
予算額（千円） 

― ― ― ― ― 

TOP 誌及び SCI 対象誌（編） 240 編以上
／5年 

49 81 64 58 37 
決算額（千円） 

― ― ― ― ― 

学会などにおける発表数（件/
人） 

30 件／人以
上／5年 

6.2 7.3 7.1 6.0 5.7 
経常費用（千円） 

― ― ― ― ― 

ホームページへのアクセス件数
（万件） 

6,000 万 件
以上／5年 

約 3,012
万 

約 2,400
万 

約 1,842
万 

約 1,420
万 

約 1,206
万 

経常利益（千円） 
― ― ― ― ― 

シンポジウムやワークショップ
などの開催(件) 

100 回以上
／5年 

21 27 26 61 99 
行政サービス実施コスト（千円） 

― ― ― ― ― 

        従事人員数 ― ― ― ― ― 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 (1)研究成果の普及・活用促進 

① 社会還元加速プロジェ
クトに基づき、自然災
害リスクに関する情報
を国民一人ひとりに届
け、実際に防災対策に
役立てられる災害リス
ク情報プラットフォー
ムを開発し、国や地方
公共団体、民間企業へ
技術移転する。 

② 災害を観測・予測する
技術の研究開発、被災
時の被害を軽減する技
術の研究開発について
も、国や地方公共団体、
民間企業など研究成果
を活用することが想定
される機関と協力しつ
つ研究を進めるなど、
研究成果が活用され普
及するための取組を進
める。 

(2)研究成果の国民への周知 
① 防災科研の活動に関す

(1) 防災科研で得られた研究成果の普及を
図るため、地方公共団体や民間企業な
ど研究成果を活用することが想定され
る機関と協力しつつ研究を進める。ま
た、得られた成果については、国や地
方公共団体、学会、学術誌等で積極的
に発表・公開する。査読のある専門誌
及びＳＣＩ対象誌など重要性の高い専
門誌での誌上発表や学会等での口頭発
表については以下に示す数値目標の達
成を目指す。基盤的地震・火山観測網、
Ｅ－ディフェンスによって収集される
データ、地震ハザードステーション、
地すべり地形分布図、収集した防災科
学技術に関する内外の情報の公開に当
たっては、ユーザーからの意見を反映
しつつ、より利用しやすくなるように
継続的な改良を行う。 
・ 防災科学技術に関連する査読のあ

る専門誌：5編／人以上／5年 
・ SCI 対象誌等：240 編以上／5年 
・ 学会での発表：30 件／人以上／5年 

 
(2) 研究成果の普及及び防災科研への国民

の理解と信頼を広げ、また広く国民の

【アウトリーチの観点】 
○研究・開発の成果・取組
の価値を社会に向けて情報
発信する取組を推進してい
るか 
・ 国や地方公共団体、学

会、学術誌等で積極的
に発表・公開を進めた
か。 

・ 基盤的地震・火山観測
網、Ｅ－ディフェンス
によって収集されるデ
ータ等の公開に当たっ
ては、より利用しやす
くなるように継続的な
改良を進めたか。 

・ 報道機関等を通じた情
報発信、研究施設の一
般公開やホームページ
による研究成果の発
信、シンポジウムやワ
ークショップの開催な
どを積極的に進めた
か。 

＜定量的評価＞ 

下記「５．主な業
務実績等」に記
載。 

＜評定＞ A 
＜評定の根拠＞ 
第 3期中期目標

期間で、防災科学
技術に関連する
査読のある専門
誌への発表は累
計 5.1 編/人、TOP
誌及び SCI対象誌
への発表は累計
289 編、学会等で
の 発 表 は 累 計
32.3 件 /人とな
り、数値目標値
（それぞれ 5 編/
人、240 編、30 件
/人）を到達でき
た。 
また、ホームペ

ージへのアクセ
ス数については、
3 年目にして 5 年
間 の 目 標 値
（ 6,000 万件以
上）を達成し、平

評定 A 評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
国や地方公共団体、学会、学

術誌等で積極的に発表・公開を
進め、数値目標を達成する見込
みである。 
施設見学、施設一般公開、科

学教育、各種イベントへの参加
を通じて研究成果の国民への
周知を積極的に実施している。
マスコミを通しての広報活動
も、特に災害発生時に適切に対
応している。またＷＥＢ上にお
いても災害情報の提供を適宜
進めている。 
研究成果を一方的に公表・広

報するだけでなく、地方公共団
体など対外者とのコミュニケ
ーションを通じてシーズやニ
ーズを把握して、新たな研究課
題にフィードバックしていく
ことは、件数は少ないものの非
常に密な関係で行われている
ものもあり、これらの活動は他
の研究機関や大学ではできな

＜評定に至った理由
＞ 
・論文発表について
は、期間中の専門誌へ
の発表 5.1 編/人、SCI
対象誌への発表 289
編、学会等への発表
32.3 編/人で数値目標
を達成した。 
・ＨＰへのアクセス数
は 9880 万件、シンポ
ジウムの開催は 234
回と大きく目標を上
回り、積極的に研究・
開発の成果・取組の価
値を社会に向けて情
報発信する取組を推
進している。 
・保有施設見学者数が
中期目標期間中に
42,846 名に達したこ
とは、研究成果の国民
への周知に大きく貢
献できたと考えられ、



38 
 

る国民の理解を深める
ため、テレビや新聞な
ど多様なメディアを活
用して成果の周知に努
める。 

② 地震・火山観測網やＥ
－ディフェンス等によ
って得られたデータを
活用した外部の成果を
把握し、これらの成果
に我が国及び防災科研
が貢献していることが
周知されるよう施策を
講じる。 

防災意識を向上させるため、防災科研
の研究活動や研究成果などについて、
テレビや新聞などの報道機関等を通じ
た情報発信を積極的に行う。また、研
究施設の一般公開やホームページによ
る研究成果の発信、シンポジウムやワ
ークショップの開催などを積極的に行
う。ホームページについては分かりや
すいコンテンツを作成することによ
り、以下に示すアクセス数を目指す。
また、シンポジウム等の開催について
も、以下に示す数値目標の達成を目指
す。基盤的地震・火山観測網やＥ－デ
ィフェンス等によって得られたデータ
を活用した外部の成果を把握し、それ
ら成果に我が国及び防災科研が貢献し
ていることが周知されるような取組を
行う。防災科研の研究活動、研究成果
について、より広範な理解増進を図る
ため、防災分野にとらわれず様々な分
野のイベントへ参加する。各種のイベ
ント・一般公開などの来場者や施設見
学者、情報の受け手である国民や地方
公共団体の関係者などの意見を収集・
調査・分析し、アウトリーチ活動の継
続的な改善につなげる。 
・ ホームページ（データベースを含

む）へのアクセス数：6,000 万件以
上／5年 

・ シンポジウムやワークショップな
どの開催：100 回以上／5年 

・ 防災科学技術に関連す
る査読のある専門誌：5
編／人以上／5年 

・ SCI 対象誌等：240 編以
上／5年 

・ 学会での発表：30 件／
人以上／5年 

・ ホームページ（データ
ベースを含む）へのア
クセス数：6,000 万件以
上／5年 

・ シンポジウムやワーク
ショップなどの開催：
100 回以上／5年 

【イノベーションの観点】 
○成果の社会実装につなが
る取組が図られているか 

成 27 年度には累
計 9,880 万件を数
えた。さらに、シ
ンポジウム・ワー
クショップなど
の開催について
も、第 3期中期目
標期間で累計 234
回となっており、
すでに数値目標
（100 回以上）を
大きく超えてい
る。 
以上より、中期

計画における所
期の目標を上回
る成果が得られ
ていると認めら
れる。 
 

い、防災科研ならではのものと
いえる。 
上記のように、積極的に研

究・開発の成果・取組の価値を
社会に向けて情報発信する取
組を推進しており、最終年度も
同様な活動を行うことで当初
目標の達成が期待できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 
・情報の伝達先や使われ方に関
する分析があってもよいので
はないか。 
・【イノベーションの観点】か
らは、「○○年度までに自治体
での導入率を□□%にする」と
いったより具体的な目標を設
定すべきである。また、その目
標達成に向けた具体的な計画，
戦略を設定し，理事長の強いリ
ーダーシップのもと推進する
必要がある。 
・研究者によるアウトリーチ活
動には限界があり、専門的な人
を雇用し、さらに推進すること
が望まれる。 

高く評価できる。 
・このようにすべての
面で、定量的な数値目
標を達成できたこと
は評価できる。特にホ
ームページのアクセ
ス数、シンポジウムの
開催回数は目標の
140％に達成した。 
・研究成果の普及・促
進活用については、研
究成果や災害情報の
発信を積極的に発
表・公開した。 
・大型降雨施設の一般
公開で極端気象の再
現を体感してもらう
などの新たな取り組
みは、高く評価でき
る。 
・実大実験装置など大
型施設を有するため，
見学・体験することは
国民への防災意識の
向上や研究所のアピ
ールにつながる。今後
も一層継続していた
だきたい。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人
審議会の主な意見】 
・「防災科研の災害対
応（速報）」枠の発信
は、第４期でのより積
極的な情報発信のあ
り方につながるもの
として、高く評価でき
る。 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 

 
５．主な業務実績等 
研究成果の普及・活用促進については、地方公共団体や民間企業など研究成果を活用することが想定される機関と協力しつつ研究を進め、得られた成果については、国や地方公共団体、学会、学術誌等

で積極的に発表・公開した。 
各種の観測網などからのデータ、地震ハザードステーション、地すべり地形分布図、及び収集した防災科学技術に関する内外の情報の公開に当たっては、より利用しやすくなるような改良を進め、多く

の関係機関、研究者から利用に関する問い合わせなどを受けた。 
研究成果の国民への普及については、防災科研への国民の理解と信頼を広げ、また広く国民の防災意識を向上させるため、テレビや新聞などの報道機関等を通じた情報発信を積極的に行った。通常時の
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取材対応だけではなく、災害発生時でも時間外の対応体制の見直しを含めできる限り対応した。また、取材対応だけではなく、より積極的なプレス発表も数多く行い、多くの報道機関に取り上げられた。 
また、ホームページからは、研究施設の公開（見学や公開実験）、研究成果や災害情報の発信をわかりやすく行った。各種観測網から得られたデータもそのままの形で発信するだけではなく、J-RISQ 地

震速報のように他の情報と合わせ一般にもより興味を引く形で発信するなどした。 
シンポジウムやワークショップについては、国内外の研究機関とも連携して開催するとともに、防災に関する自治体・一般向けのワークショップを多数開催した。 

さらに、研究活動、研究成果について、より幅広く理解の促進を図るため、防災分野にとらわれず他機関の公開イベントに参加するなど、防災とは直接関係のない新たな分野へ進出し、またアプリなども
積極的に発信手段として利用、啓発に努めた。 
 
 
 
 
 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 
プレス発表件数（件） 34 20 31 26 29 
マスコミ等への取材協力（件） 215 274 536 370 202 

 
 

施設見学の受入れ（一般公開除く）      (人) 
場 所 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 
防災科学技術研究所本所(つくば市) 2,785 3,265 4,133 4,095 4,247 
雪氷防災研究センター(長岡市) 101 263 308 249 256 

〃    新庄雪氷環境実験所(新庄市) 268 336 398 260 372 
兵庫耐震工学研究センター(三木市)   5,034   4,394   5,575 3,907 2,600 

合 計 8,188 8,258 10,414 8,511 7,475 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―４―２ 知的財産戦略の推進 
関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進 

当該事業実施に係る根
拠（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、
政策評価・行政事業レビ
ュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

特許・実用新案等の申請（件） 20 件以上
／5年 

2 5 1 8 5 
予算額（千円） 

― ― ― ― ― 

       決算額（千円） ― ― ― ― ― 
       経常費用（千円） ― ― ― ― ― 
       経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 ― ― ― ― ― 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 研究によっ

て得られた
知的財産が
広く活用さ
れるように
するため、知
的財産の取
得や管理、活
用に係る戦
略を策定す
る。 

研究成果を防災・減災対策に反映させる
ため、知的財産の活用戦略・方針を策定
し、それらに基づき、知的財産の取得や
活用、管理を戦略的に推進する。防災科
学技術に関する基礎研究及び基盤的研究
開発に係る特許・実用新案の取得を積極
的に進め、特許・実用新案等の申請につ
いては、以下に示す数値目標の達成を目
指す。また、取得したものについてはホ
ームページにおいて公開する。なお、知
的財産権の活用に当たっては、防災科学
技術に係る研究成果が社会の防災力の向
上に資する公益性の高いものであること
を勘案し、外部機関への積極的なライセ
ンス供与を図るとともに、他機関による
活用の妨げとならないように留意する。 
・ 特許・実用新案等の申請：20 件以上

／5年 

【イノベーションの観点】 
○知的財産権の取得・管理・
活用は適切になされている
か 
・ 知的財産の活用戦略・方

針を策定し、それらに基
づき、知的財産の取得や
活用を進めたか。 

・ 特許・実用新案の取得を
積極的に進めるととも
に、取得したものについ
てはホームページにお
いて公開しているか。 

＜定量的評価＞ 
・ 特許・実用新案等の申

請：20 件以上／5年 

下記「５．主な業務
実績等」に記載。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
平成27年度までの５

年間に２１件の特許出
願がなされ、数値目標
である 20 件以上の特
許・実用新案等の申請
に到達した。また、特
許登録や特許実施許諾
も増加の傾向にあるこ
とは評価できる。 
以上より、中期計画

における所期の目標を
達成していると認めら
れる。 
 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
研究の中の知財について、知的財産戦

略を策定し、研究者の特許意識を高める
活動を行うことによって、数値目標を達
成したことは評価される。保有特許 16
件に対し実施許諾を 6件も行っているこ
とから特許の質は高いものと判断され
る。民間企業や自治体などとの協定に基
づく実践的な防災研究や、ＳＩＰのよう
なイノベイティブな研究では、知財戦略
も重要であり、研究所全体としての戦略
構築が今後重要になる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 

＜評定に至った理由＞ 
・中期目標期間中の特許
出願件数は21件に達し、
目標値 20 件以上を達成
した。 
・今後の第四期にむけて
さらに出願件数の増加
が予想されるが、それに
伴い、実施料収入獲得だ
けでなく開発技術の円
滑な適用や研究員のモ
チベーション高揚など
様々な側面から知的財
産戦略より成熟させる
ことが期待される。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審
議会の主な意見】 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 

 
５．主な業務実績等 
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各年度計画、「独立行政法人防災科学技術研究所知的財産戦略・方針」（平成23年9月）、「独立行政法人防災科学技術研究所利益相反に関する方針」等に基づき、職員等の知的財産の知識を深め特許出
願に生かせるよう独立行政法人工業所有権情報・研修館主催の知的財産研修に参加するとともに知的財産関連資料の所内イントラへの掲載を実施し、特許取得に対する意識高揚に努めた。 
取得した特許については、研究所のホームページに公開し、「開放特許データベース」（独立行政法人工業所有権情報・研修館）へ、保有特許情報を登録するとともに、その情報を研究所のホームペー

ジでも表示するなど、知的財産の活用に向けた取組を行っている。平成27年度までの特許・実用新案等の申請件数は、21件であり、中期目標期間における数値目標（20件以上）を達成した。 
 
平成 23 年度 

種別 名称 
(特許出願 2件､特許登録 4件､特許実施 2件) 
特許出願 ・ 比偏波間位相差演算装置、及びそれを用いた降雨観測システム並びに比偏波間位相差演算方法 

・ 制振装置 
特許登録 ・ ジャッキ用アタッチメント（登録番号4719936） 

・ 降雨減衰判定装置及びそれを用いた降雨観測システム並びに降雨減衰判定方法（登録番号4739306） 
・ 携帯式ジャッキ（登録番号4853628） 
・ 補助モータ付きチェーンブロック（登録番号 4891022） 

特許実施許諾 ・ 地盤液状化実験ボトル 
・ 地震予測即時報知システム 

 
平成 24 年度 

種別 名称 
(特許出願 5件､特許登録 2件､特許実施 1件) 
特許出願 ・ 地震識別装置、それを用いた地震識別システム及び地震識別方法 

・ グライドメーター及びグライドメーターを用いたグライドメーターシステム 
・ 計測震度概算システム及び計測震度概算方法 
・ 地震動計測装置、それを用いた地震動計測システム及び地震計特性決定方法 
・ 計測震度概算装置及びそれを用いた計測震度概算システム 

特許登録 ・ 吹き払い式防雪柵（登録番号5132615） 
・ 補助モータ付きチェーンブロック（登録番号 5028018） 

特許実施許諾 ・ 地震予測即時報知システム 
 

平成25年度 
種別 名称 

(特許出願 1件､特許登録 4件､特許実施 4件) 
特許出願 ・ 地すべりシミュレータ装置 
特許登録 ・ 地震動指標算出装置、それを用いた地震動指標算出システム及び地震動指標算出方法（登録番号5317102） 

・ 風予測装置及びプログラム（登録番号5394690） 
・ 孔内固着装置（登録番号5348775） 
・ 構造物用ブレース（登録番号 5424174） 

特許実施許諾 ・ 震源位置の決定法(特定非営利活動法人リアルタイム地震･防災情報利用協議会) 
・ 地震予測即時報知システム(特定非営利活動法人リアルタイム地震･防災情報利用協議会） 
・ 計測震度概算装置、それを用いた計測震度概算システム及び計測震度概算方法(明星電気株式会社) 
・ 計測震度概算装置、それを用いた計測震度概算システム及び計測震度概算方法(株式会社 高見沢サイバネティックス) 

 
平成26年度 

種別 名称 
(特許出願 8件､特許登録 3件､特許実施 6件) 
特許出願 ・ 地震波形記録圧縮装置、それを用いた地震波形記録圧縮システム、及び地震波形記録圧縮方法 

・ 地震警報システム 
・ 視程予測システム及び視程予測方法 
・ 圧力センサーの出力周波数算出方法およびそれを用いた気圧観測による津波警報装置、津波警報システム 
・ 圧力センサーの出力周波数平滑化方法およびそれを用いた気圧観測による津波警報装置、津波警報システム 
・ 絶対速度応答演算装置、それを用いた絶対速度応答演算システム、及び絶対速度応答演算方法 
・ 地震動補正装置、それを用いた地震動補正システム、及び地震動補正方法 
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・ 地表変化解析システム 
特許登録 ・ 降水分布の推定システムおよび降水分布の推定方法(登録番号 5557082) 

・ 地震動計測装置、それを用いた地震動計測システム及び地震動計測方法(登録番号 5561617) 
・ 地震動影響予測装置(登録番号 5634812) 

特許実施許諾 ・ 震源位置の決定法(特定非営利活動法人リアルタイム地震･防災情報利用協議会) 
・ 地震予測即時報知システム(特定非営利活動法人リアルタイム地震･防災情報利用協議会） 
・ 計測震度概算装置、それを用いた計測震度概算システム及び計測震度概算方法(明星電気株式会社) 
・ 計測震度概算装置、それを用いた計測震度概算システム及び計測震度概算方法(株式会社 高見沢サイバネティックス) 
・ 計測震度概算システム及び計測震度概算方法(白山工業株式会社) 
・ 数値震動台(英名:E-Simulator)(株式会社アライドエンジニアリング) 

 
平成27年度 

種別 名称 
(特許出願 5件､特許登録 2件､特許実施 10 件) 
特許出願 ・ 位置情報送信システム 

・ 地形変動判定方法及び地形変動判定システム 
・ 出力周波数補正方法、津波警報装置、及び、津波警報システム 
・ 交通障害推定システム 
・ 地震動時系列データ処理装置、それを用いた地震動時系列データ処理システム、及び時系列データ処理方法 

特許登録 ・ 比偏波間位相差演算装置、及びそれを用いた降雨観測システム並びに比偏波間位相差演算方法 
・ 制振装置 

特許実施許諾 ・ 震源位置の決定法(特定非営利活動法人リアルタイム地震･防災情報利用協議会) 
・ 地震予測即時報知システム(特定非営利活動法人リアルタイム地震･防災情報利用協議会） 
・ 計測震度概算装置、それを用いた計測震度概算システム及び計測震度概算方法(明星電気株式会社) 
・ 計測震度概算装置、それを用いた計測震度概算システム及び計測震度概算方法(株式会社 高見沢サイバネティックス) 
・ 計測震度概算装置、それを用いた計測震度概算システム及び計測震度概算方法(日本電気株式会社) 
・ 計測震度概算システム及び計測震度概算方法(白山工業株式会社) 
・ 数値振動台(英名:E-Simulator)(プログラム著作物)(株式会社アライドエンジニアリング) 
・ 降雨強度と雨水量の３次元分布推定装置および方法(株式会社東芝) 
・ 降雨減衰判定装置及びそれを用いた降雨観測システム並びに降雨減衰判定方法(株式会社東芝) 
・ 降雨強度推定プログラム等(著作物)(株式会社東芝) 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―５―１ 災害発生の際に必要な措置への対応 

関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推
進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
六 防災科学技術に関する研究開発を行う者の要請に応じ、職員を派遣してその者が行う防災
科学技術に関する研究開発に協力すること。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

災害調査の実施件数（件） ― 43 18 17 24 25 予算額（千円） ― ― ― ― ― 
       決算額（千円） ― ― ― ― ― 
       経常費用（千円） ― ― ― ― ― 
       経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 ― ― ― ― ― 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指
標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ① 災害対策基本
法に基づく指
定公共機関と
して、同法及び
関係法令など
に基づき自ら
が定めた防災
業務計画に基
づき、災害の発
生時等に必要
な措置を講じ
る。 

② 必要に応じ、国
内外の災害発
生時には迅速
に機動的な観
測や政府調査
団への職員の
派遣等の対応
をとるととも
に、災害調査を
実施する。 

災害対策基
本法に基づく
指定公共機関
として、同法
及び関係法令
などに基づき
自らが定めた
防災業務計画
により、災害
の発生時など
に必要な措置
を講じる。 
また、必要

に応じ、国内
外の災害発生
時に迅速に機
動的な観測や
政府調査団へ
の職員の派遣
を行い、災害
調査等を実施
する。 

【その他】 
○災害の発生
時などに必要
な措置を講じ
ることができ
たか 
・ 災害の発生

時などに必
要な措置を
講じること
ができた
か。 

・ 機動的な観
測、政府調
査団への職
員の派遣、
災害調査等
を実施でき
たか。 

【時間的観点】 
○成果・取組が
期待された時
期に適切に実
施されている
か 

災害対策基本法に基づく指定公共機関として、同法及び関係法
令などに基づき災害の発生時などの必要な措置を定めた防災業
務計画や同計画に基づく災害対策要領等を必要に応じて修正し
たほか、業務継続計画の策定や防災訓練の実施など、危機管理体
制の整備を進めた。平成 23 年 3 月に発生した平成 23 年東北地方
太平洋沖地震を始め、大規模な災害が発生した際には、観測網に
よって得られた情報の公開及び政府機関への提供などを行うと
ともに、迅速に機動的な観測や政府や現地関係機関に対して職員
を派遣して災害調査等を実施し、被災地の支援にも貢献した。平
成 27 年度は引き続き危機管理体制の改善を図るとともに、4 月
にネパールで発生した大地震への対応も含めて災害調査等を実
施する予定である。 
 
＜災害調査等の実施＞ 
平成 23 年度 
「平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）」、

「霧島山（新燃岳）噴火」及び「平成23年9月台風12号災害」の
調査など、全部で42件の災害調査等を実施した。特に東日本大震
災については、平成22 年度に引き続き現地調査を行うとともに、
宮城県社会福祉協議会の要請を受け、災害リスク情報プラットフ
ォームを用いて被災市町村の社会福祉協議会に情報支援を行う
ための環境構築と利用指導を行った。 
また、霧島山（新燃岳）で発生した噴火活動に関しては、火山

灰の分布や堆積量の調査、及び分析試料の採取を実施した。 
さらに、平成23年9月に奈良県・和歌山県で発生した台風12号

による記録的な豪雨災害に関しては、豪雨による被害状況の調査
及び災害情報の伝達についての調査を行った。この他、平成24
年2月に秋田県玉川温泉および山形県大蔵村、同年3月に新潟県十
日町市で発生した雪崩災害についても、その発生状況調査等を行

＜評定＞ A 
＜評定の根拠＞ 
災害対策基本

法に基づく指定
公共機関とし
て、災害発生時
などの必要な措
置を定めた防災
業務計画や災害
対策要領等を必
要に応じて修正
したほか、業務
継続計画の策定
や防災訓練の実
施など、危機管
理体制の整備が
進められた。平
成23年 3月の東
日本大震災を始
め、大規模な災
害が発生した際
には、観測網か
ら得られた情報
の公開及び政府
機関への提供な
どを行うととも
に、迅速に機動
的な観測や、職
員を派遣しての

評定 A 評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
平成 26年度までの累計災害調

査件数は 102 件であり、平成 27
年度はネパール大地震への対応
を含め、災害調査を実施し、中
期目標を達成できる見込みであ
る。平成 23 年の東北地方太平洋
沖地震を始め、平成 24 年のつく
ば市や平成 25年の越谷市等で発
生した竜巻災害、平成 26 年の広
島土砂災害および御嶽山噴火、
長野県神城断層地震、徳島県の
大雪災害などで、災害調査結果
を直ちに公表するほか、現場対
策本部への支援や被災地自治体
の支援等を行うなどの取組が行
われている点は高く評価でき
る。さらに、災害時の情報提供
機関にとどまるのではなく、東
日本大震災を契機として行った
ｅコミプラットフォームの利活
用促進が、国家的プロジェクト
であるＳＩＰにつながった点は
高く評価できる。今後予想され
る大地震などの際にも適切に情
報提供が行われることを期待す
る。 
 

＜評定に至った理由＞ 
・災害対策基本法に基づく
指定公共機関として、大規
模な災害が発生した際には
情報の公開・提供、並びに
災害調査、被災地支援を的
確に実施し、中期目標期間
中に災害調査等の件数が
127 件に達したことは災害
発生時に必要な措置として
評価できる。また、災害発
生時の調査および関係各機
関との連携を積極的に進め
た結果、平成 28 年熊本地震
の際には災害対策本部の設
置など迅速な対応ができる
ことにつながったことは評
価できる。 
・東北地方太平洋沖地震の
際、災害リスクユニットを
中心に、積極的に研究成果
を使った被災地支援を行っ
たが、所全体としての支援
は決して十分ではなかっ
た。27 年度は、口之永良部
島噴火や関東・東北豪雨時
に、所としての体制を取っ
て支援の実施をしたこと
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った。 
平成 24 年度 
「平成24年５月６日につくば市で発生した竜巻災害」、及び「平

成25年３月２日に北海道中標津町及び湧別町で発生した吹雪災
害」の調査など、全部で18件の災害調査等を実施した。 
特につくば市で発生した竜巻災害については、現地調査を行い

被害の分布状況等の確認を行うとともに、つくば市とボランティ
アセンターに対してｅコミュニティ・プラットフォームを利活用
した災害対応を支援した。 
平成 25 年度 
「平成25年9月2日に越谷市等で発生した竜巻災害」、「平成25

年10月16日に伊豆大島で発生した台風第26号に伴う大雨土砂災
害」及び「平成26年2月に東日本で発生した豪雪災害」の調査な
ど、全部で17件の災害調査等を実施した。 
特に平成25年2月に東日本で発生した豪雪災害については、大

雪・雪崩調査を行うとともに、孤立集落の住民救助を行う自治体
職員に対する安全確保のための同行、道路管理者（国土交通省及
び自治体）に対する雪崩危険箇所の応急対策のアドバイス、マス
コミを通じて行った注意・警戒情報の発信等により、災害対応を
支援した。 
平成 26 年度 
平成 26 年度は、8月 20 日に発生した広島土砂災害、9月 27 日

に発生した御嶽山噴火、11 月 22 日に発生した長野県神城断層地
震、12 月上旬に発生した徳島県の大雪災害を始め、多くの自然
災害が発生したことに伴い、全部で 24 件の災害調査を実施した。 
特に広島土砂災害については、被災地で救助活動を行っている

機関からの依頼により、職員が無人航空機を用いて災害現場を空
撮した後、被災状況等を示した地図を作製して現地対策本部指揮
所へ提出するなど、災害対応を支援した。 
この他にも、御嶽山噴火に伴う火山噴火予知連絡会への出席及

び資料提出、徳島県の大雪災害に伴う除雪支援機関への雪崩の危
険に関する情報提供等、災害対応への貢献をした。 
平成 27 年度 
平成 27 年度は、５月 29 日に発生した口永良部島の噴火、9月

に発生した関東・東北豪雨、9月に発生した阿蘇山噴火を始め、
多くの自然災害が発生したことに伴い、全部で 25 件の災害調査
を実施した。 
特に関東・東北豪雨については、鬼怒川破堤の被害状況把握の

ための空撮をした後、被災状況等を示した地図を作製して現地対
策本部指揮所へ提出するなど、災害対応を支援した。 
 

災害調査、被災
地支援などが実
施された。これ
により、地方自
治体等への支
援・協力などの
社会的貢献も数
多くなされてき
たことは、顕著
な成果である。 
以上より、中

期計画における
所期の目標を上
回る成果が得ら
れていると認め
られる。 

＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主
な意見】 
・災害対応がすべて満点という
ことはまず困難である。ＰＤＣ
Ａを回すために、災害発生時の
対応において新たな課題が抽出
される場合は、それを報告し、
どう対応していくかを計画、そ
して実行する仕組みを明示し、
それに基づいて遂行することを
評価することを検討してほし
い。 
・防災科研単体による災害調査
および対応はもとより、得られ
た知見や技術を大学や研究機関
等との連携を通じて、より大き
な災害対応力につなげる点も重
要である。こうした連携あるい
はつなぎ役も大きな役割として
期待したい。 
・大災害の発生は、その後の研
究開発の方向性にも大きく影響
するので、中長期目標期間中で
あっても研究開発の方針を見直
すことができる仕組みがあると
よい。また、第３期中に発生し
た災害に対する対応を総括し、
第４期の計画に生かしてほし
い。 
・ｅコミプラットフォームの利
活用促進が、ＳＩＰにつながる
など、実績は一定の評価ができ
ますが，一方で、課題を整理し
有効な普及戦略も必要と思われ
る． 

が、平成 28 年熊本地震で、
事務部門を含めた全面的な
支援の実施が可能となり、
現地で高く評価される実績
につながった。この災害支
援の取り組みが、新たな研
究の課題の獲得につながる
ほか、SIP、イノベーション
ハブなどのプロジェクトの
成果にもなって所全体の災
害に対する問題意識の深化
にもなっており、非常に高
く評価できる。 
・関東・東北豪雨や熊本地
震の際の発災当初の住宅被
害推計や道路啓開など情報
プラットフォームの共有は
大きな貢献に繋がると共
に、防災科研の信頼性の評
価にも直結する。今後もこ
うした役割を担って頂き、
行政や民間企業、大学など
個々別々の動きを束ね，効
果的な災害対応が可能にな
ることが期待される。 
・全所を挙げての災害支援
の実施は、調査結果を関係
機関に出すという従来の標
準的な対応に留まらない防
災科研の新たな災害対応の
スタイルの確立といえ、非
常に高く評価される。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会
の主な意見】 
 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 
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様式２－２－４－１ 期間評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅰ―５―２ 国及び地方公共団体の活動への貢献 

関連する政策・
施策 

政策目標 9 科学技術の戦略的重点化 
施策目標 9-9 安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推
進 

当該事業実施に係る根拠
（個別法条文など） 

国立研究開発法人防災科学技術研究所法第十五条 
二 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 
四 防災科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。 

当該項目の重要
度、難易度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する研究開発評価、政
策評価・行政事業レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度  H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

地震調査研究推進本部 
地震調査委員会（件） 

― 219 152 179 137 140 
予算額（千円） 

― ― ― ― ― 

地震防災対策強化地域判定会
（件） 

― 97 74 73 72 52 
決算額（千円） 

― ― ― ― ― 

地震予知連絡会（件） ― 48 27 22 20 22 経常費用（千円） ― ― ― ― ― 
火山噴火予知連絡会(件) ― 51 51 57 67 79 経常利益（千円） ― ― ― ― ― 
       行政サービス実施コスト（千円） ― ― ― ― ― 

        従事人員数 ― ― ― ― ― 
注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 国や地方公

共団体の防
災行政機関
等における
調査研究成
果の普及と
活用の促進
を図る。ま
た、地震調
査研究推進
本部、地震
防災対策強
化地域判定
会、地震予
知連絡会、
火山噴火予
知連絡会等
へ調査研究
の成果を提
供する。 

② 国から求め
られた場合
又は防災科
研自らが必
要と考えた
場合、防災
に関する科
学技術政策

国や地方公
共団体の防
災行政機関
等における
調査研究成
果の普及と
活用の促進
を図る。特
に、地震調査
研究推進本
部、地震防災
対策強化地
域判定会、地
震予知連絡
会、火山噴火
予知連絡会
などへ調査
研究の成果
を提供する。
また、防災に
関する科学
技術政策に
ついての国
の審議会な
どでの検討
に資するた
め、積極的に
提案・発信す

【その他】 
○国や自治体等
に対して調査研
究成果の普及と
活用の促進を図
ることができた
か 
・ 国や地方公共

団体の防災行
政機関等にお
ける調査研究
成果の普及と
活用の促進を
図ることがで
きたか。 

国及び地方公共団体における研究成果の活用の促進につい
ては、災害リスク情報の利活用、局地的大雨・集中豪雨対策、
地震対策施策への協力等を積極的に行った。災害リスク情報
の利活用では、様々な自治体や社会福祉協議会などで当研究
所が開発した Web を使った情報共有・利活用・発信基盤であ
る e コミュニティ・プラットフォームが活用された。また、
2016 年 1 月 1 日現在のデータを基に、「全国地震動予測地図
2016 年版」の作成を行なった。局地的大雨・集中豪雨対策で
は、同じく当研究所が技術開発を行ったマルチパラメータ
（MP）レーダシステムが国土交通省水管理・国土保全局に継
続して採用され、局地的大雨・集中豪雨の実況監視の強化を
目指し各所に配備されている。地震対策施策への協力では、
Ｅ－ディフェンスで実施した重要施設（病院）の機能保持実
験映像等様々な実験映像の提供等を行うとともに、Web からも
閲覧できるようにして利用者の利便性を図っている。 
国等の委員会への情報提供については、地震調査研究推進

本部、地震防災対策強化地域判定会、地震予知連絡会、火山
噴火予知連絡会等に数多くの提供を行った。 
地震調査研究推進本部へは、平成 23 年 3 月 11 日以降の関

東地方の相似地震活動、紀伊半島・東海地域の深部低周波微
動活動状況、四国の深部低周波微動・短期的スロースリップ
活動状況、広帯域地震計を用いたモーメントテンソル解析結
果、地震動予測地図の計算結果報告、浅部・深部統合地盤モ
デル作成の検討、長周期地震動ハザード評価を行った。 
地震防災対策強化地域判定会へは、関東・東海地域におけ

る最近の地震活動、関東・東海地域における最近の傾斜変動、
紀伊半島・東海地域の深部低周波微動活動状況、などの資料
提出を行った。また、地震予知連絡会へは、日本周辺におけ

＜評定＞ S 
＜評定の根拠＞ 
第3期中期目

標期間におい
て、地震調査研
究推進本部、地
震防災対策強化
地域判定会、地
震予知連絡会、
火山噴火予知連
絡会などへの資
料提出を積極的
に行うととも
に、国及び地方
公共団体の防災
行政機関等に対
する様々な防災
対策支援や、共
同研究の推進等
を実施した。ま
た、国や地方公
共団体等の各種
委員会に対する
委員派遣も実施
され、防災に関
する科学技術政
策の検討に資す
るための提案・

評定 S 評定 S 
＜評定に至った理由＞ 
災害リスク情報の利活用、局地的豪

雨・集中豪雨対策、地震対策施策へ継続
的積極的に協力し、貢献している。国等
の委員会への情報提供は、特に災害発生
時に適切に行われており、大きな貢献を
果たされていると評価できる。特に東日
本大震災の発生直後に多数の研究者がい
ち早く被災地に入り様々な活動に取り組
んだことは、研究所としてのリスクを勘
案すると、極めて高く評価できる。それ
までの研究の積み重ねがあったからこそ
被災現場で有効に活動できたのではない
か。また、ＭＰレーダ情報を活用した都
市型水害予測の社会実験を自治体と実施
する他、Ｅ－ディフェンスの実験結果が
建物の設計指針に採用されたことは大き
く評価できる。災害リスク情報の利活用
として、白馬村からのリクエストを含め、
自治体向けのｅコミやＳＩＰのプロジェ
クトが進んだことも評価できる。上記の
通り、国及び地方公共団体の活動への貢
献については着実に的確に実施してい
る。 
 
＜今後の課題＞ 
 

＜評定に至った理由＞ 
・第 3期スタート時点で
は、想定していなかった
ような、非常に顕著な成
果が得られた。特に基礎
的な研究を生かす社会
防災のチームの働きが
大きく、時代を先取りし
た地道な研究が、官民共
同危機管理クラウド、
SIP、イノベーションハ
ブというプロジェクト
の実現につながり、27 年
度の口之永良部島噴火
や関東・東北豪雨の支援
が、28 年度の全所的な熊
本地震支援の実現とな
った。これらの取り組み
は、災害対策の暗黙知
を、できる限り形式知化
することにもつながり、
依然としてその場対応
が少なくない日本の災
害対策の有り様を変え
ていける可能性を感じ
させる非常に顕著な成
果である。 
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について国
の審議会等
へ積極的に
提案・発信
する。 

る。 る浅部超低周波地震活動、日本周辺における浅部超低周波地
震活動、西南日本の深部低周波微動、西南日本のスロースリ
ップイベント、宮城県沖の地震、網走地方の地震、埼玉県北
部の地震、大分県南部の地震、小笠原諸島西方沖の地震、浦
河沖の地震、青森県三八上北地方の地震、薩摩半島西方沖の
地震などの資料提出を行った。 
火山噴火予知連絡会へは、霧島山、三宅島、伊豆大島、浅

間山、那須岳、富士山、硫黄島等の火山活動に加え、特に、
口永良部島や箱根大涌谷で発生した噴火に対しては、防災科
研のＶ-net による地震活動解析、PALSER2/InSAR による地殻
変動解析、降灰解析、噴出物の解析など多面的な調査を行い、
他の資料とも併せて火山活動の評価を検討する際の重要な判
断材料を提供した。 
また、地方公共団体等については、冬期気象データ、震動

実験映像、e コミュニティ・プラットフォーム、MP レーダ情
報等々の情報提供を行った。 
第３期中期目標期間の最終年度となった平成 27 年度は、国

及び地方公共団体の防災行政機関等における調査研究成果の
普及と活用の促進を図り、引き続き、これらの機関等と協力
しつつ研究を進めた。また、得られた成果については、学会、
学術誌等で発表・公開するだけでなく、委員会への情報提供
等の際に最新情報として反映させた。 
以上から、順調に中期計画が遂行され、地震調査研究推進本
部、地震防災対策強化地域判定会、地震予知連絡会、火山噴
火予知連絡会などへ数多くの資料を提出した。また、防災に
関する科学技術政策についての国の審議会などでの検討に資
するため、積極的に提案・発信しており、中期目標最終年度
の平成 27 年度においては、中期計画に掲げた目標数値を充分
達成するに至った。 

発信を行ってき
た。 
以上より、中

期計画における
所期の目標を量
的及び質的に上
回る顕著な成果
が得られている
と認められる。 
 

＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 
・国等の委員会への情報提供に比して、
地方自治体等に対する研究成果の活用の
促進事例は少なく、今後の課題が残る。
地方自治体等への防災科研の認知度を上
げる努力や、活用可能な技術や知見を広
報していく必要がある。 
・評価に当たっては、災害発生時の被災
地支援への貢献も重視すべき。 
 
・国や自治体に求められている防災の水
準は、どんどん上がっており、従来のス
タンスにとどまっていては、せっかく積
み上げてきた防災科研への信頼が逆に失
われかねないことも覚悟すべきであり、
継続的に成果を創出することを求めた
い。 
・今後は、「○○年度までに自治体での
導入率を□□%にする」といったより具体
的な目標を設定し、その目標達成に向け
た具体的な計画，戦略を設定し，理事長
の強いリーダーシップのもと推進する必
要があると思われる。 
・目標設定にあたっては参加委員会の数
だけでなく、委員会の活動内容や防災科
学技術研究所の貢献などが例示されると
よい。 
 

・国等の委員会への災害
情報提供が中期目標期
間中に 2929 件と大幅に
増加し、調査研究成果の
国や地方公共団体への
普及を大きく促進した
ことは非常に高く評価
され、官民協働危機管理
をさらに推進した。これ
らは防災科研の存在意
義に直結する機能であ
り、期待通りの成果を挙
げられていると言える。 
・従来の単に研究の成果
を提供するのみならず、
防災研究機関の新たな
あり方も創出したと考
えられ、これは「研究成
果の最大化」という研究
開発法人の制度を体現
したような結果と言え
る。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審
議会の主な意見】 
 

 
４．その他参考情報 
【留意点】 
○平成 23 年度に発生した災害への対応等により本来業務に影響が生じた場合には、平成 23 年度に関してその影響について勘案。 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―１―１ 経費の合理化・効率化 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値
等、必要な情報 

一般管理費（千円） 平成 22 年度に比べ 15% 170,024 124,082 145,832 135,928 150,200 133,010 ― 
業務経費（千円） 平成 22 年度に比べ 5% 6,850,161 5,378,750 5,283,707 5,208,671 5,274,445 6,317,350※ ― 

       ※但し、収入増

に見合う事業

経費増を除く 

 

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 「独立行政法人の事務・事業の

見直しの基本方針」（平成 22 年
12 月 7 日閣議決定）等を踏まえ、
管理部門の簡素化、効率的な運
営体制の確保、アウトソーシン
グの活用等により、中期目標期
間の終了時において、収入増に
見合う事業経費増等の特殊要因
経費を除き、一般管理費につい
ては平成22年度に比べ15%以上、
業務経費についても平成 22年度
に比べ 5%以上の効率化を図る。
ただし、人件費については、次
項に基づいた効率化を図る。 

② 給与水準については、国家公務
員の給与水準を十分配慮し、手
当を含め役職員給与の在り方に
ついて検証したうえで、業務の
特殊性を踏まえた適切な目標水
準・目標期限を設定し、その適
正化に取り組むとともに、検証
結果や取組状況を公表する。総
人件費については、平成 23 年度
はこれまでの人件費改革の取組
を引き続き着実に実施する。な
お、平成 24 年度以降は「公務員
の給与改定に関する取扱いにつ
いて」（平成 22 年 11 月 1 日閣議
決定）に基づき、今後進められ
る独立行政法人制度の抜本的な
見直しを踏まえ、厳しく見直す。
また、各研究部・センターの事

「独立行政法人の事
務・事業の見直しの基
本方針」（平成 22 年 12
月 7 日閣議決定）等を
踏まえ、管理部門の簡
素化、効率的な運営体
制の確保、アウトソー
シングの活用等によ
り、中期目標期間の終
了時において、収入増
に見合う事業経費増等
の特殊要因経費を除
き、一般管理費につい
ては平成22年度に比べ
15%以上、業務経費につ
いても平成22年度に比
べ 5%以上の効率化を図
る。ただし、人件費に
ついては、次項に基づ
いた効率化を図る。ま
た、研究開発等の特性
に応じた調達の仕組み
について、平成 23 年度
中に他の研究開発法人
と協力してベストプラ
クティスを抽出して、
業務の効率化を図る。
なお、業務や組織の合
理化・効率化が、研究
開発能力を損なうもの
ではなく、継続的な維
持・向上につながるも

＜主な定量的指標＞ 
・ 一般管理費の効

率 化 （ 数 値 目
標：平成 22 年度
比 15%以上） 

・ 業務経費の効率
化（数値目標：
平成22年度比5%
以上） 

＜その他の指標＞ 
・ 「独立行政法人

の事務・事業の
見直しの基本方
針」への取組 

 

「独立行政法人の事務・事業の
見直しの基本方針」（平成 22 年 12
月 7 日閣議決定）等を踏まえ、事
業所等の見直しとして雪氷防災研
究センター新庄支所（新庄市）を
平成 25 年３月末に廃止した。 
また、一般管理費の削減として、

平成 24 年度に財務会計システム
としてパッケージソフトウェアを
導入し、保守費用等ランニングコ
ストの削減や電話回線の現状を調
査し、経費の削減を実施した。さ
らに平成 25 年度以降においては
パソコン類のリユース、リサイク
ルにより、産業廃棄物の廃棄処分
費用の削減を実施している。 
さらに、平成 26 年度において

は、規程等の改正事務処理作業に
ついて効率化を図るべく規程管理
システムを導入し、また、効率的
に研修を受講できるよう、e-ラー
ニングの試験運用を開始した。 
業務経費削減の取組としては、

平成 25 年度より開始した役務等
の契約の複数年化を引き続き導入
し、経費の削減を図った。 
平成 27 年度においては、外部委

託やアウトソーシングの活用の
他、共同調達品目の拡大、パソコ
ン類のリユース等の実施、e-ラー
ニングの本格運用等を行った。 
これらにより、平成 22 年度に比

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
他の機関と協

力した共同調達
の実施、パソコン
類のリユース・リ
サイクルによる
産業廃棄物処分
費用の削減、役務
契約の複数年化
による経費の削
減、施設・設備の
運用及び維持管
理に関する民間
委託やアウトソ
ーシングの活用
などの努力が続
けられた結果、平
成２２年度に比
べ、一般管理費に
ついては１５％
以上、業務経費に
ついては、収入増
に見合う事業経
費増を除き、５％
以上の効率化が
図られた。 
以上より、中期

計画における所
期の目標を達成
していると認め
られる。 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
事業所の見直しとして、雪氷防

災研究センター新庄支所を廃止、
財務会計のパッケージソフトウェ
アの導入によるランニングコスト
の削減、パソコンのリユース、効
率的な研修として e―ラーニング
の試験運用を開始等行い、一般管
理費、業務経費の削減に取り組ん
でいる。外部委託の活用等を含め、
さらに効率化を高め、中期目標を
達成できる見込みである。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な
意見】 
・年度単位で研究開発を行ってい
るため、期末において支出が集中
することがないようなチェックは
行われているか。 
・組織の再編による経費の合理
化・効率化だけでなく、当該分野
あるいは組織全体としての研究開
発への影響等を評価しておく必要
がある。 
・次期中計に向けて、観測機器の
大幅な増設、Ｓ－net/DONET 統合、
維持管理の充実などの課題を認識
したうえで、妥当性のある数値目

＜評定に至った理由＞ 
・一般管理費について
は、会計システムや規
程管理システムを導入
して、保守費用等の削
減、パソコンのリユー
ス等細部にわたって経
費削減に努めた。業務
経費については、清掃
管理費等の役務提供契
約を単年度契約から 3
年契約に期間を延長す
ることにより、年間当
たりの契約額を引き下
げることができた。こ
れらにより、数値目標
を大幅に超える効率化
が達成できたことは評
価できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審
議会の主な意見】 



48 
 

務職員については、データ入力
などの業務について非常勤化す
るなどにより、要員の合理化に
取り組む。 

のとなるよう十分配慮
する。 

べ、一般管理費については 15%以
上、業務経費については、収入増
に見合う事業経費増を除き５％以
上効率化を図った。 

標を設定していただきたい。 
・単に効率化のためだけにアウト
ソースするのではなく、そこで得
られるはずの地域防災のイノベー
ションや防災教育のイノベーショ
ンの重要性も考えた取り組みを期
待したい。 
 

 
４．その他参考情報 
― 

  



49 
 

様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―１―２ 人件費の合理化・効率化 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務
実績等 

自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ① 「独立行政法人の事
務・事業の見直しの基本
方針」（平成 22 年 12 月 7
日閣議決定）等を踏ま
え、管理部門の簡素化、
効率的な運営体制の確
保、アウトソーシングの
活用等により、中期目標
期間の終了時において、
収入増に見合う事業経
費増等の特殊要因経費
を除き、一般管理費につ
いては平成 22 年度に比
べ 15%以上、業務経費に
ついても平成 22 年度に
比べ 5%以上の効率化を
図る。ただし、人件費に
ついては、次項に基づい
た効率化を図る。 

② 給与水準については、国
家公務員の給与水準を
十分配慮し、手当を含め
役職員給与の在り方に
ついて検証したうえで、
業務の特殊性を踏まえ
た適切な目標水準・目標
期限を設定し、その適正
化に取り組むとともに、
検証結果や取組状況を
公表する。総人件費につ
いては、平成 23 年度は
これまでの人件費改革
の取組を引き続き着実

給与水準については、国家公務員の給
与水準を十分配慮し、手当を含め役職
員給与の在り方について検証を行う。
事務・技術職員の給与に関しては、適
正な人事管理に努め、退職者の補填に
ついては可能な限り若返りを図るな
ど計画的に人件費削減を行うよう努
めることで適正化に取組む。また、給
与の基準及び手当を含めた役職員給
与のあり方についての検証結果や取
組状況については、ホームページにて
公表する。また、「行政改革の重要方
針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）
及び「簡素で効率的な政府を実現する
ための行政改革の推進に関する法律」
（平成 18 年法律第 47 号）において削
減対象とされた人件費については、
「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針 2006」（平成 18 年 7 月 7 日閣
議決定）に基づき、人件費改革の取組
を平成 23 年度（2011 年度）まで継続
する。なお、平成 24 年度以降は、「公
務員の給与改定に関する取扱いにつ
いて」（平成 22 年 11 月 1 日閣議決定）
に基づき、今後進められる独立行政法
人制度の抜本的な見直しを踏まえ、厳
しく見直す。ただし、今後の人事院勧
告を踏まえた給与改定分、及び、以下
により雇用される任期付職員の人件
費については、削減対象から除く。 
・ 競争的研究資金又は受託研究若し

くは共同研究のための民間からの
外部資金により雇用される任期付

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
【総人件費改革への対応】 
・ 取組開始からの経過年数に応じ取組

が順調か。また、法人の取組は適切か。 
【給与水準】 
・ 給与水準の高い理由及び講ずる措置

（法人の設定する目標水準を含む）
が、国民に対して納得の得られるもの
となっているか。 

・ 法人の給与水準自体が社会的な理解
の得られる水準となっているか。 

・ 国の財政支出割合の大きい法人及び
累積欠損金のある法人について、国の
財政支出規模や累積欠損の状況を踏
まえた給与水準の適切性に関して検
証されているか。 

【諸手当・法定外福利費】 
・ 法人の福利厚生費について、法人の事

務・事業の公共性、業務運営の効率性
及び国民の信頼確保の観点から、必要
な見直しが行われているか。 

【会費】 
・ 法人の目的・事業に照らし、会費を支

出しなければならない必要性が真に
あるか（特に、長期間にわたって継続
してきたもの、多額のもの）。 

・ 会費の支出に見合った便宜が与えら
れているか、また、金額・口座・種別
等が必要最低限のものとなっている
か（複数の事業所から同一の公益法人
等に対して支出されている会費につ
いては集約できないか）。 

下記「５．
主な業務
実績等」
に記載。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
第３期中期目標期間

中、ラスパイレス指数は
国家公務員より若干上
回ったものの、給与基準
については国家公務員
に準じており、また、人
事院勧告等を踏まえた
改正が毎年度実施され、
適切な対応がとられて
きた。退職者の補充につ
いては、新卒者以外にも
中途での採用を行うな
ど、年齢構成を踏まえた
若返りが図られてきた。 
人件費削減の取組と

しては、「行政改革の重
要方針」（平成 17 年 12
月 14 日閣議決定）及び
「簡素で効率的な政府
を実現するための行政
改革の推進に関する法
律」（平成 18 年法律第 47
号）に基づき、平成 23
年度まで継続して人件
費の削減が実施された。
また、平成 24 年度以降
も「公務員の給与改定に
関する取扱いについて」
（平成 22年 11 月 1日閣
議決定）に基づき、人件
費削減の努力が続けら

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
平成23年度まで継続

して人件費削減を実施
した。平成 26 年度は国
家公務員の給与に準
じ、給与体系及び退職
手当を見直し、適正な
人員配置等合理化効率
化に努め、中期目標を
達成できる見込みであ
る。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審
議会の主な意見】 
・国立研究開発法人と
して、責任を持った運
営を進める上で、研究
系職員も含めて、中長
期的に若手の採用など
組織の人員構成を見据
えた雇用戦略を検討す
る必要がある。 
 

＜評定に至った理由＞ 
・計画通り適切に行わ
れている。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審
議会の主な意見】 
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に実施する。なお、平成
24 年度以降は「公務員の
給与改定に関する取扱
いについて」（平成 22 年
11 月 1 日閣議決定）に基
づき、今後進められる独
立行政法人制度の抜本
的な見直しを踏まえ、厳
しく見直す。また、各研
究部・センターの事務職
員については、データ入
力などの業務について
非常勤化するなどによ
り、要員の合理化に取り
組む。 

職員 
・ 国からの委託費及び補助金により

雇用される任期付研究者 
・ 運営費交付金により雇用される任

期付研究者のうち、国策上重要な
研究課題（第三期科学技術基本計
画（平成 18 年 3 月 28 日閣議決定）
において指定されている戦略重点
科学技術をいう。）に従事する者及
び若手研究者（平成 17 年度末にお
いて 37 歳以下の研究者をいう。） 

また、各研究部署の事務職員について
は、データ入力などの業務について非
常勤化するなどにより、要員の合理化
に取り組む。 

・ 監事は、会費の支出について、本見直
し方針の趣旨を踏まえ十分な精査を
行っているか。 

・ 公益法人等に対し会費（年 10 万円未
満のものを除く。）を支出した場合に
は、四半期ごとに支出先、名目・趣旨、
支出金額等の事項を公表しているか。 

 

れたことは評価できる。 
また、各部署におい

て、データ入力等の業務
については非常勤化に
より人員の効率化を図
る一方、専門性を有する
業務についてはフルタ
イム勤務として能力を
発揮させるなど、適切な
人員配置が進められて
きたことも評価できる。 
以上より、中期計画に

おける所期の目標を達
成していると認められ
る。 
 

 
４．その他参考情報 
― 

 
５．主な業務実績等 
国家公務員の給与に準じて、平成 23 年度まで「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 14 日閣議決定）及び「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47

号）に基づき人件費の削減を実施した。また、第 3 期中期目標期間中における国家公務員の給与の基準に準じた改正、臨時特例措置の実施や退職手当引下げを行い、人件費の合理化・効率化を適切に実施
した。 
 
【総人件費改革への対応】 

（単位：千円） 
 17 年度基準額 23 年度実績 
人件費決算額 1,403,114 1,117,419 
対 17 年度人件費削減率 ― △20.36% 
対 17 年度人件費削減率（補正値） ― △16.93% 
人件費の削減については、「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）及び「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47 号）等において削減

対象とされた人件費については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18 年 7 月 7 日閣議決定）に基づき、さらに 1%の削減（平成 17 年度と比較して 6%以上の削減）を平成 23 年度まで
行った。 
平成 26 年度においては、国家公務員の給与改定に準じた改正を実施し、給与制度の見直しを実施した。 

・事務系職俸給表、研究職俸給表、任期付研究員俸給表の引き上げ 
・勤勉手当の支給割合を引上（改定率 0.15％） 
・交通用具使用者に係る通勤手当について、使用距離の区分に応じて 100 円から、7,100 円の幅で引き上げ 
 

【給与水準】 
当研究所の俸給表は事務系職、研究職ともに国家公務員と同じ俸給表を適用しており、給与基準は国家公務員の給与に準拠している。平成 2７年度における国家公務員と比較した給与水準は、以下のと

おり適切な給与水準であった。 
 
１）ラスパイレス指数 
各年度の当研究所の国家公務員に対するラスパイレス指数は、下記のとおりであった。 
事務系職員  平成 23 年度：104.0、平成 24 年度：104.1、平成 25 年度：106.9、平成 26 年度：108.0、平成 27 年度：110.6 
研究職員   平成 23 年度：100.4、平成 24 年度：101.2、平成 25 年度：100.6、平成 26 年度：101.3、平成 27 年度：101.6 

 
２）国家公務員に比してラスパイレス指数が高い理由 
①事務系職員 
当研究所は、給与水準公表対象職員が２４人と少なく、人員構成上、責任のある役職につき業務を実施する事務系職員の割合が高くなり、結果、役職手当（国家公務員俸給の特別調整額相当）の受給
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者割合が国家公務員と比較し高くなっている。また、近年、国家公務員宿舎への入居が不可となったことにより、職員が居住する賃貸住宅のための住居手当の受給者割合が高くなっている。 
平成２６年度と比較し、年齢勘案による指数が高くなっていることについては、国家公務員の一般職給与法に準じ、当研究所の「つくば市」在勤の職員について地域手当支給率を２級地としたため、
地域手当非支給地勤務者が含まれる国家公務員の平均との比較指数は高くなったものである。なお、年齢、地域・学歴勘案は、平成２６年度とほぼ同一水準となっている。（平成２６年度の年齢・地域・
学歴勘案 １０９．１） 

 ②研究職員 
当研究所は、防災科学技術研究の推進を図るため、専門的かつ高度な知識を有し国際社会で活躍する卓越した研究者を確保する必要があり、選考採用により主に博士課程修了者を採用し、職務に相応
しい給与を支給していること等により国家公務員に対し指数が若干上回っている。 

３）講ずる措置 
 今後とも、適正な人事管理に努め、退職者の補填については可能な限り若返りを図るなど計画的に人件費削減を行うことで、給与水準の適正化を図っていく。 
４）国と支給割合等が異なる手当 
国家公務員と同様の規程となっている。 

 

「役員報酬の適切性」 
理事長の報酬は、事務次官給与の範囲内で支給している。 

「給与水準の公表」 
役員報酬及び職員給与水準についてはホームページにて公表している。 

 
【諸手当・法定外福利費】 
 諸手当については、国と同等の措置をしており、防災科学技術研究所独自の基準はない。最終年度においても引き続き国と同等の措置を講じることとしている。 
また、福利厚生費については引き続き国家公務員と同等の措置を講じ、レクリエーション費用については支出しないこととしている。 
【会費】 
 各種団体に対する会費支出に関する規定を設け、会費支出の定義、基本事項、基準、手続き等を定め、必要最低限の会費支出に限るものとした。 
研究所の運営に真に必要なものとして要件を満たす場合に限り、原則、研究所名義での会費支出については、一公益法人等に対し一口とし、また、個人名義での会費支出については、役職員等 1 人当た

り 1 公益法人等としている。 
会費支出を希望する場合は、申請書を提出し、研究所名義、個人名義のいずれも監事に回付し、監事が精査を行っている。 

四半期毎及び第 4 四半期分の公表時には、通年分も合わせて研究所ホームページで公益法人等への会費支出の状況を公表している。 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―１―３ 保有財産の見直し等 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務
実績等 

自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ① 「独立行政法人の事務・事
業の見直しの基本方針」
（平成22年12月7日閣議
決定）等を踏まえ、管理部
門の簡素化、効率的な運営
体制の確保、アウトソーシ
ングの活用等により、中期
目標期間の終了時におい
て、収入増に見合う事業経
費増等の特殊要因経費を
除き、一般管理費について
は平成 22 年度に比べ 15%
以上、業務経費についても
平成22年度に比べ5%以上
の効率化を図る。ただし、
人件費については、次項に
基づいた効率化を図る。 

② 給与水準については、国家
公務員の給与水準を十分
配慮し、手当を含め役職員
給与の在り方について検
証したうえで、業務の特殊
性を踏まえた適切な目標
水準・目標期限を設定し、
その適正化に取り組むと
ともに、検証結果や取組状
況を公表する。総人件費に
ついては、平成 23 年度は
これまでの人件費改革の
取組を引き続き着実に実
施する。なお、平成 24 年
度以降は「公務員の給与改
定に関する取扱いについ

保有財産につ
いては、本来
業務に支障の
ない範囲内で
の有効利用の
可 能 性 の 多
寡、効果的な
処分、経済合
理性等の観点
から、その保
有の必要性に
ついて見直し
を行う。平成
23年度中に地
震防災フロン
ティア研究セ
ンター（神戸）
を廃止し、そ
の研究成果等
については、
つくば本所に
おける災害リ
スク情報に基
づく社会防災
システム研究
に統合し活用
等を図るとと
もに、同セン
ターの事務職
員については
所要の合理化
を行う。平成
24年度中に雪

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
【実物資産】 
（保有資産全般の見直し） 
・ 実物資産について、保有の必要性、資産規模の適切性、有

効活用の可能性等の観点からの法人における見直し状況
及び結果は適切か。 

・ 見直しの結果、処分等又は有効活用を行うものとなった場
合は、その法人の取組状況や進捗状況等は適切か。 

・ 「勧告の方向性」や「独立行政法人の事務・事業の見直し
の基本方針」、「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」、
「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」等
の政府方針を踏まえて、宿舎戸数、使用料の見直し、廃止
等とされた実物資産について、法人の見直しが適時適切に
実施されているか（取組状況や進捗状況等は適切か）。 

（資産の運用・管理） 
・ 実物資産について、利用状況が把握され、必要性等が検証

されているか。 
・ 実物資産の管理の効率化及び自己収入の向上に係る法人

の取組は適切か。 
【金融資産】 
（保有資産全般の見直し） 
・ 金融資産について、保有の必要性、事務・事業の目的及び

内容に照らした資産規模は適切か。 
・ 資産の売却や国庫納付等を行うものとなった場合は、その

法人の取組状況や進捗状況等は適切か。 
（資産の運用・管理） 
・ 資金の運用状況は適切か。 
・ 資金の運用体制の整備状況は適切か。 
・ 資金の性格、運用方針等の設定主体及び規定内容を踏まえ

て、法人の責任が十分に分析されているか。 
（債権の管理等） 
・ 貸付金、未収金等の債権について、回収計画が策定されて

下記「５．
主な業務
実績等」
に記載。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
中期計画期間中に

予定された事務所等
の見直しについては、
平成 22 年度末に地震
防災フロンティア研
究センターの廃止、平
成 24 年度末に雪氷防
災研究センター新庄
支所の廃止が行われ、
措置済である。また、
それ以外の保有財産
については、業務に支
障のない範囲内での
有効利用可能性の多
寡等の観点から、その
保有の必要性につい
て随時見直しを行い
つつ、活用に努めてき
た。 
知的財産等につい

ては、知的財産委員会
において特許権の維
持見直し基準を定め、
特許権維持の必要性
の観点からの見直し
を行い、平成 27 年度
までに９件の特許権
等を放棄したことは
評価できる。 
以上より、中期計画

における所期の目標

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
・実物資産の管理・運営に
ついては適切に行われて
いる。 
・実験施設を外部に貸すこ
とによって、収入を得てい
る。 
・金融資産については、そ
の適切性・管理、運営にお
いて課題は見当たらない。 
・知的財産についても適切
に運用されている。 
・平成 22 年度に地震防災
フロンティア研究センタ
ーを廃止、平成 24 年度に
は、雪氷防災研究センター
新庄支所を廃止した。保有
財産については、研究に支
障がない範囲で適時適切
に必要性について随時見
直しを行うとともに、一層
の有効活用を図っている。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議
会の主な意見】 
・「法人における保有の必
要性」の論議からスタート
し、特許戦略の構築続いて
それ基づいた出願方針の

＜評定に至った理由＞ 
・実物資産の管理・運営に
ついては適切に行われて
いる。 
・実験施設を外部に貸すこ
とによって、収入を得てい
る。 
・金融資産については、そ
の適切性・管理、運営にお
いて課題は見当たらない。 
・知的財産についても適切
に運用されている。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議
会の主な意見】 
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て」（平成 22 年 11 月 1 日
閣議決定）に基づき、今後
進められる独立行政法人
制度の抜本的な見直しを
踏まえ、厳しく見直す。ま
た、各研究部・センターの
事務職員については、デー
タ入力などの業務につい
て非常勤化するなどによ
り、要員の合理化に取り組
む。 

氷防災研究セ
ンター新庄支
所 を 廃 止 す
る。ただし、
降雪実験関連
施設について
は、耐用年数
の範囲内で活
用を図る。 

いるか。回収計画が策定されていない場合、その理由は妥
当か。 

・ 回収計画の実施状況は適切か。ⅰ）貸倒懸念債権・破産更
生債権等の金額やその貸付金等残高に占める割合が増加
している場合、ⅱ）計画と実績に差がある場合の要因分析
が行われているか。 

・ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要性等の検討
が行われているか。 

【知的財産等】 
（保有資産全般の見直し） 
・ 特許権等の知的財産について、法人における保有の必要性

の検討状況は適切か。 
・ 検討の結果、知的財産の整理等を行うことになった場合に

は、その法人の取組状況や進捗状況等は適切か。 
（資産の運用・管理） 
・ 特許権等の知的財産について、特許出願や知的財産活用に

関する方針の策定状況や体制の整備状況は適切か。 
・ 実施許諾に至っていない知的財産の活用を推進するため

の取組は適切か。 

を達成していると認
められる。 
 

共有が必要を思われる。 

 
４．その他参考情報 
― 

 
５．主な業務実績等 
保有財産の見直し等については、平成 22 年 12 月に閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」を踏まえ、平成 22 年度末に地震防災フロンティア研究センター（神戸市）を廃止し、

平成 24 年度末に雪氷防災研究センター新庄支所を廃止した。なお、降雪実験関連施設については耐用年数の範囲内で引き続き活用を行っている。平成 27 年度においても、随時見直しを行っていく。 
 
【実物資産の保有状況】 
① 実物資産の名称と内容、規模  

    （単位：百万円） 
 平成 26 年度  
 

施設名 
土地 

（面積） 
（簿価） 

建物 
（建面積） 
（簿価） 

売却処分等の方向性 

つくば本所 
(茨城県つくば市) 

274,011 ㎡ 
16,580 

13,324 ㎡ 
3,651 

当該施設の売却等処分計画は無し。 

雪氷防災研究センター 
(新潟県長岡市) 

46,478 ㎡ 
706 

1,072 ㎡ 
114 

当該施設の売却等処分計画は無し。 

雪氷防災研究センター雪氷
環境実験室 
(山形県新庄市) 

11,007 ㎡ 
(借用) 

969 ㎡ 
226 

降雪実験関連施設については、耐用年
数の範囲内で活用する。 

兵庫耐震工学研究センター 
(兵庫三木市) 

65,961 ㎡ 
(借用) 

14,852 ㎡ 
7,482 

当該施設の売却等処分計画は無し。 

その他観測施設 
(2,137 箇所) 

－ － 当該施設の売却等処分計画は無し。 

【注釈】簿価は平成26年度末 
 
② 保有の必要性（法人の任務・設置目的との整合性、任務を遂行する手段としての有用性・有効性等） 
当研究所は、災害から人命を守り、災害の教訓を活かして発展を続ける災害に強い社会の実現を目指すことを基本目標として、国の委員会等における防災の政策や対策のための選択肢や判断材料の提供、

利用者に使いやすい形での災害データの発信等、社会の防災に役立つことを基本に据えた中期計画業務を推進しており、これらの役割を果たせる機関は、当研究所以外に存在しない。売却等処分計画が無
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い施設は中期計画業務を実施するために必要な施設であり、より一層の有効活用を図りながら業務を遂行していく必要がある。なお、当該施設は防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発による
防災科学技術の水準向上を目指した地震災害・火山災害・気象災害・土砂災害・雪氷災害等による被害の軽減に資する研究開発、災害に強い社会の形成に役立つ研究開発、研究開発の多様な取組として、
萌芽的な基礎研究及び基盤技術開発・研究交流による研究開発・外部資金の活用による研究開発の推進、研究成果の発表等を実施するため、所要の人員及び設備等が配置され、研究開発等を推進している。 
③ 有効活用の可能性等の多寡 
保有資産の必要性について検証するとともに、減損又はその兆候の状況等について調査した結果も踏まえ、本来業務に支障のない範囲での有効活用の可能性について引き続き検討していくこととした。平
成27年度も引き続き検討していく。 
 
④ 見直し状況及びその結果 
「独立行政法人の事務・事業見直しの基本方針」（平成22年12月7日 閣議決定）を受けて、平成22年度に地震防災フロンティアセンター（神戸市）の借用事務所を返却し廃止を行った。また、「独立行政
法人の事務・事業見直しの基本方針」（平成22年12月7日 閣議決定）を受けて、雪氷防災研究センター新庄支所（新庄市）を平成25年3月末に廃止した。なお、降雪実験関連施設については、耐用年数の範
囲内で活用することとした。 
平成27年度も引き続き見直しを行っていく。 

 
※見直しの結果、処分又は有効活用を行うものとなった場合 
⑤ 処分又は有効活用等の取組状況／進捗状況 
政府方針等により、処分等することとされた実物資産以外の該当はない。平成27年度も引き続き見直していく。 
 
⑥ 政府方針等により、処分等することとされた実物資産についての処分等の取組状況／進捗状況 
入居者の円滑な退去等に配慮しつつ、使用料の見直しを行い、平成29年度をもって廃止する見込みである。 
 
⑦基本方針において既に個別に講ずべきとされた施設等以外の建物、土地等の資産の利用実態の把握状況や利用実態を踏まえた保有の必要性等の検証状況 
平成27年度も引き続き有効活用していく。当研究所の保有するすべての建物、土地等は、独立行政法人通則法及び独立行政法人防災科学技術研究所法（現：国立研究開発法人防災科学技術研究所法）の

関係規定に基づき、研究所の任務・設置目的を達成するための事務・事業を確実に実施するために有効活用されている。 
 

⑧見直し実施計画で廃止等の方針が明らかにされている宿舎以外の宿舎及び職員の福利厚生を目的とした施設について、法人の自主的な保有の見直し及び有効活用の取組状況 
 該当なし。 
 
⑨ 実物資産の管理の効率化及び自己収入の向上に係る法人の取組 
共用実験施設利用料として、 
平成23年度においては、229百万円 
平成24年度においては、146百万円 
平成25年度においては、95百万円 
平成26年度においては、242百万円 

の収入があった。平成 27 年度においても、引き続き自己収入の向上を図ることとする。 
 
【金融資産の保有状況】 
① 金融資産の名称と内容、規模 
 平成23年度：現金及び預金（3,486百万円） 
 平成24年度：現金及び預金（15,085百万円） 
 平成25年度：現金及び預金（7,631百万円） 
 平成26年度：現金及び預金（8,522百万円） 
平成27年度においても、引き続き適正な保有を図る。 
 

② 保有の必要性（事業目的を遂行する手段としての有用性・有効性） 
平成23年度：当期末における未払金（2,749 百万円）や預り金（15百万円)等の支払に充当。 
平成24年度：当期末における未払金（14,183 百万円）や預り金（20 百万円)等の支払に充当。 
平成25年度：当期末における未払金（6,843 百万円）や預り金（211百万円)等の支払に充当。 
平成26年度：当期末における未払金（7,672百万円）や預り金（104百万円)等の支払に充当。 
平成 27 年度においても引き続き適正な保有を図り、未払金及び預り金等の支払に充当する予定。 

 
③ 資産の売却や国庫納付等を行うものとなった金融資産の有無 

平成23年度 
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 施設整備費補助金にて整備した屋上手摺を撤去した際に生じた廃材（アルミ屑）を売却し、国庫納付を行った。（2万円） 
平成24年度 
雪氷防災研究センターにおいて、気象観測露場の芝管理のために芝刈り機を使用していたが、長年の使用により経年劣化が著しく使用に適さないため、売り払い処分を行った。 

  平成25年度 
  実大三次元振動破壊装置の球面軸受を交換した際に撤去された鋼材があったため売り払いを行った売却した。 
 平成26年度 

大型降雨実験施設の改修工事の際に不用となった鋼材があったため、売り払いを行った。 
平成 27 年度も引き続き適切な取り組みを行い、管理に努めていく。 

 
④ 金融資産の売却や国庫納付等の取組状況／進捗状況 

平成24年度において、施設整備費補助金にて整備した屋上手摺撤去した際に生じた廃材（アルミ屑）を売却し国庫納付を行った。（2万円） 
平成27年度も、引き続き適切に取り組みを行っていく。 
 

【資金運用の実績】 
平成23年度においては、30百万円を定期預金に預入、9千円の利息収入を得た。 
平成24年度においては、30百万円を定期預金に預入、12千円の利息収入を得た。 
平成25年度においては、30百万円を定期預金に預入、7千円の利息収入を得た。 
平成26年度においては、12,089百万円を定期預金に預入、317千円の利息収入を得た。 
平成27年度においても資金計画を踏まえ、通則法第47条に基づき銀行への定期預金を行う予定。 

 
【資金運用の基本的方針（具体的な投資行動の意志決定主体、運用に係る主務大臣・法人・運用委託先間の責任分担の考え方等）の有無とその内容】 
平成23年度から平成26年度においては、資金計画を踏まえ、通則法第47 条に基づき銀行への定期預金を行った。平成27年度においても、資金計画を踏まえ、通則法第47条に基づき銀行への定期預金を行

う予定。 
 
【資産構成及び運用実績を評価するための基準の有無とその内容】 
運用は銀行預金のみであるため評価基準はない。 

 
【資金の運用体制の整備状況】 
運用は銀行預金のみであるため経理チームで行っている。 

 
【資金の運用に関する法人の責任の分析状況】 
元本保証の銀行預金のみであるため運用に関する責任は発生しない。 

 
【貸付金・未収金等の債券と回収の実績】 
これまでに発生した未収金において回収できなかった未収金はない。平成27年度に未収金が発生した場合においても今までどおり適切に未収金を管理し回収する予定である。 

【回収計画の有無とその内容（無い場合は、その理由）】 
貸付金はないため該当なし。 

 
【回収計画の実施状況】 
貸付金はないため該当なし。 

 
【貸付の審査及び回収率の向上に向けた取組】 
貸付金はないため該当なし。 

 
【貸倒懸念債権・破産更生債権等の金額／貸付金等残高に占める割合】 
貸付金はないため該当なし。 

 
【回収計画の見直しの必要性等の検討の有無とその内容】 
貸付金はないため該当なし。 

 
【知的財産の保有の有無及びその保有の必要性の検討状況】 
知的財産等については、平成 25 年度知的財産委員会において、特許権の維持見直し基準を定め、知的財産委員会にて、特許権維持の必要性の観点から見直しを行った。平成 27 年度も引き続き特許権等の
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見直しを行う見込みである。 
 
【知的財産の整理等を行うことになった場合には、その法人の取組状況／進捗状況】 
 見直しを行った結果、平成 26 年度までに 7件特許権等を放棄することを決定した。平成 27 年度も引き続き特許権等の見直しを行う見込みである。 
【出願に関する方針の有無】 
平成 26 年度までの 4年間で 16 件の特許申請を行い、中期計画に対する進捗状況としては順調と言える。平成 27 年度は 4件以上の特許申請を見込んでいる。 

 
【出願の是非を審査する体制整備状況】 
出願の是非については、知的財産委員会において審査している。 

 
【活用に関する方針・目標の有無】 
中期計画において、防災科学技術に係る研究成果が社会の防災力の向上に資する公益性の高いものであることを勘案し、他機関による活用の妨げとならないように留意することとしている。 
 

【知的財産の活用・管理のための組織体制の整備状況】 
知的財産の活用・管理については、知的財産委員会及び研究支援チームにて行っている。 

 
【実施許諾に至っていない知的財産について】 
① 原因・理由 
「知的財産戦略・方針」及び「知的財産戦略・方針を実施するに当たっての行動計画」に基づき、有効に活用されるよう推進していく必要がある。 

 
② 実施許諾の可能性 

研究開発の効果的な推進の観点から、大学や関連学協会などとの連携を図りつつ、研究成果の創出に努め、その成果について既存のものも含め知的財産等として戦略的な展開に努めていく。 
 
③ 維持経費等を踏まえた保有の必要性 

知的財産等については、平成 25 年度知的財産委員会において、特許権の維持見直し基準を定め、知的財産委員会にて、特許権維持の必要性の観点から見直しを行った。平成 27 年度も引き続き特許権等
の見直しを行う見込みである。 
維持経費等を踏まえた保有の必要性の観点から、平成 25 年度知的財産委員会において、特許権の維持見直し基準を定めた。今後も、この基準に沿って知的財産委員会で実施許諾に至っていない知的財
産の見直しを図っていく。 

 
④ 保有の見直しの検討・取組状況 

見直しを行った結果、平成 26 年度までに 7件特許権等を放棄することを決定した。平成 27 年度も引き続き特許権等の見直しを行う見込みである。 
 

⑤ 活用を推進するための取組 
取得した特許については、研究所のホームページに公開し、「開放特許データベース」（独立行政法人工業所有権情報・研修館）へ、保有特許情報を登録するとともに、その情報を研究所のホームページ
でも表示する等取組を行った。平成 27 年度も引き続き上記取組を行う見込みである。 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―１―４ 契約状況の点検・見直し 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標
期間最終年度値
等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         
         

 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務
実績等 

自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 「独立行政
法人におけ
る調達等合
理化の取組
の推進につ
いて」（平成
27 年 5 月 25 
日総務大臣
決定）に基づ
く取組を着
実に実施す
ることとし、
契約の公正
性、透明性の
確保等を推
進し、業務運
営の効率化
を図る。 

「独立行政法人における調
達等合理化の取組の推進に
ついて」（平成 27 年 5 月 25 
日総務大臣決定）を踏まえ、
防災科研の締結する契約に
ついては、原則として一般
競争入札などによることと
し、公正性、透明性を確保
しつつ、厳格に手続きを行
う。また、一般競争入札な
どにより契約を締結する場
合であっても、真に透明性、
競争性が確保されている
か、厳格に点検・検証を行
い、過度な入札条件の禁止、
応札者に分かりやすい仕様
書の作成、公告期間の十分
な確保などを行う。これら
の取組を通じて経費の削減
に取り組む。さらに、調達
等合理化計画の実施状況を
含む入札及び契約の適正な
実施については、契約監視
委員会の点検などを受け、
その結果をホームページに
て公表する。 

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
【契約の競争性、透明性の確保】 
・ 契約方式等、契約に係る規程類について、整備

内容や運用は適切か。 
・ 契約事務手続に係る執行体制や審査体制につい

て、整備・執行等は適切か。 
【随意契約等見直し計画】  
・ 「随意契約等見直し計画」の実施・進捗状況や

目標達成に向けた具体的取組状況は適切か。 
【個々の契約の競争性、透明性の確保】 
・ 再委託の必要性等について、契約の競争性、透

明性の確保の観点から適切か。 
・ 一般競争入札等における一者応札・応募の状況

はどうか。その原因について適切に検証されて
いるか。また検証結果を踏まえた改善方策は妥
当か。 

【関連法人】 
・ 法人の特定の業務を独占的に受託している関連

法人について、当該法人と関連法人との関係が
具体的に明らかにされているか。 

・ 当該関連法人との業務委託の妥当性についての
評価が行われているか。 

・ 関連法人に対する出資、出えん、負担金等（以
下「出資等」という。）について、法人の政策目
的を踏まえた出資等の必要性の評価が行われて
いるか。 

下記「５．
主な業務
実績等」
に記載。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
防災科研の締結する契約につい

て、原則として一般競争入札など
によることとし、公正性、透明性
を確保しつつ、厳格に手続きを行
った。また、一般競争入札などに
より契約を締結する場合であって
も、真に透明性、競争性が確保さ
れているか、厳格に点検・検証を
行い、過度な入札条件の禁止、応
札者に分かりやすい仕様書の作
成、公告期間の十分な確保などを
継続して行うとともに、随意契約
に関する内部統制の確立を図るた
め、契約担当役を筆頭とした契約
審査委員会又は随意契約検証チー
ムによる、会計規程の「随意契約
によることができる事由」との整
合性やより競争性のある調達手続
の実施の可否の観点からの事前点
検実施後に契約を締結する等、厳
格に手続きを行った。 
また、平成 27 年度において、調

達等合理化計画を策定し、目標設
定するとともに、その目標を適切
に達成した。 
以上より、中期計画における所

期の目標を達成していると認めら
れる。 
 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
・契約の競争性、透明性については
確保されている。 
・随意契約についても、過去からの
取り組みで大きく低減した。 
・研究開発に関わる調達の一者応札
率は高い水準にあるが、その特殊性
からすればやむ得ないものである。 
・契約監視体制についても整備され
ている。 
・関連法人との業務委託について問
題は見当たらない。 
・調達予定情報等をメールマガジン
に配信拡大し、国立大学法人等との
法人間の業務実施の連携強化に取
組み、経費削減に努めている。 
・平成 27 年度も引き続き、一層の
競争性確保に努め、契約状況の点
検・見直しを適切に進めていくこと
が望まれる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な
意見】 
・国立研究開発法人化に伴い、改め
て適正な監査・審査基準の確認を求
めたい。 

＜評定に至った理
由＞ 
・「独立行政法人の
契約状況の点検・見
直しについて」(平
成 21 年 11 月 17 日
閣議決定)及び「独
立行政法人におけ
る調達等合理化の
取組の推進につい
て」（平成 27 年 5
月 25 日総務大臣決
定）を踏まえ、契約
の競争性、透明性に
ついては確保され
おり、外部有識者を
含めた「契約監視委
員会」によって契約
内容を点検してい
る点は評価できる。 
・随意契約について
も、過去からの取り
組みで大きく低減
している。 
・関連法人との業務
委託について問題
は見当たらない。 
・研究開発に関わる
調達の一者応札率
は高い水準にある
が、その特殊性から
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すればやむ得ない
ものである。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法
人審議会の主な意
見】 
 

 
４．その他参考情報 
― 

 
５．主な業務実績等 
契約状況の点検・見直しについては、平成 22 年 4 月に策定・公表した「随意契約等見直し計画」に沿って、真にやむを得ないものを除き原則として一般競争入札などによることとし、透明性、競争性を

確保しつつ、新規の競争性のない随意契約案件については、監事のほか、公認会計士及び弁護士を委員とした「契約監視委員会」における、第三者による事前点検実施後契約を締結する等、厳格に手続き
を行っている。 
また、一般競争入札などにより契約を締結する場合であっても、真に透明性、競争性が確保されているか、契約監視委員会により契約状況を厳格に点検・検証を行い、その結果をホームページにて公表

している。 
第３期中期目標期間において、入札参加資格の等級制限撤廃、調達予定情報の公表、公告期間の十分な確保、入札説明会開催対象案件の拡大、メールマガジン配信等の取組を行い、さらに、法人間にお

ける業務実施の連携強化の取組として、国立大学法人筑波大学ほか 5機関との共同調達に係る協定書を締結、平成 26 年 9 月に共同調達を実施し、競争性の確保及び経費の削減の取組を行った。 
平成 27 年度は引き続きこれらの取組に加え、新たに調達等合理化計画を策定し、契約状況の点検・見直しを適切に進めていく。 

 
【契約に係る規程類の整備及び運用状況】 
平成 20 年  1 月  ○随意契約の限度額を国と同額基準とする「契約事務規程」の改正 
平成 20 年 10 月  ○包括的随意契約条項を削除する「会計規程」の改正 

○公益法人との随意契約条項を削除する「契約事務規程」の改正 
平成 20 年 12 月  ○一般競争入札の公告期間の下限を国と同基準とする「契約事務規程」の改正 

○指名競争入札限度額を国と同額基準とする「契約事務規程」の改正 
○総合評価方式、公募・企画競争による随意契約、複数年度契約を明確化する「契約事務規程」の改正 

平成 21 年  3 月  ○総合評価方式マニュアル、企画競争手続マニュアル、随意契約事前確認公募手続マニュアルの策定 
平成 21 年 11 月  ○予定価格の設定及び見積書徴取を省略できる基準を国と同基準とする「契約事務規程」の改正 
平成 22 年 11 月  ○複数年契約運用マニュアルを策定 
 
【執行体制及び審査体制】 
契約事務手続きに係る体制の確保に関しては、第三者による点検体制を含め適切に機能している。 
平成 27 年度は、引き続き、これらの取組を行っていく。 
 
（平成 27 年 3 月現在） 
○総務部契約チーム： 
チームリーダー1名、専門職 1名、係員 2名、契約専門員 2名、パート職員 4 名 
 
要求元から調達依頼（予算実施請求書、仕様書）の提出 

↓  
係員 2名による審査：仕様書内容及び調達の妥当性（不要不急の調達、限定仕様、分割発注等）の確認・審査 

↓      
専門職１名による審査：仕様書内容、調達の妥当性（不要不急の調達、限定仕様、分割発注等）及び調達方式（契約方式）の確認・審査 

↓         
チームリーダーによる確認・承認：調達全般の確認・審査 
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    ↓ 
（経理チームの確認：使用予算、調達内容等） 
 
【契約監視委員会の審議状況】 
平成23年5月30日 
○22年度の契約状況について 
○随意契約等見直し計画の実施状況について 
○新規の競争性のない随意契約案件への意見徴収方法について 

平成23年12月1日 
○23年度上半期の契約状況について 
○随意契約等見直し計画の実施状況について 
○民間企業における省エネによる経費節約への取組事例について 
○新たな要請事項について 

平成24年6月7日 
○23 年度の契約状況について 
○随意契約等見直し計画の実施状況について 
○新規の競争性のない随意契約案件への意見徴収方法について 

平成24年11月14日 
○24 年度上半期の契約状況について 
○随意契約等見直し計画の実施状況について 
○海底地震観測網の整備及び実大三次元震動破壊実験施設の長周期化改造工事等の実施内容と契約状況について 
○民間企業における省エネによる経費節約への取組事例について 
○新たな要請事項について 

これまでと同様、引き続き点検・見直しに対して取り組むことを求められた。 
平成 25 年 6 月 11 日 
○新規の競争性のない随意契約案件への意見聴取について 
○委員会の開催頻度および新規の競争性のない随意契約案件の審議方法について 
○24 年度の契約状況について 
○随意契約等見直し計画の実施状況について 
○地震観測網維持更新及びゲリラ豪雨等の早期予測のための次世代観測・予測システムの整備の実施内容について 

平成 25 年 11 月 28 日 
○25 年度上半期の契約状況について 
○随意契約等見直し計画の実施状況について 
○防災科学技術研究所の火山観測と研究について 
○災害リスク情報の利活用に関する研究について 

これまでと同様、引き続き点検・見直しに対いて取り組むことを求められた。 
平成 26 年 6 月 17 日 
○新規の競争性のない随意契約案件への意見聴取結果について 
○25 年度の契約状況について 
○随意契約等見直し計画の実施状況について 
○日本海溝海底地震津波観測網の整備状況について 

平成 26 年 12 月 10 日 
○新規の競争性のない随意契約案件への意見聴取結果及び事後点検について 
○25 年度決算検査報告について 
○26 年度契約状況（上期）について 
○随意契約等見直し計画の実施状況について 

これまでと同様、引き続き点検・見直しに対いて取り組むことを求められた。 
 
【随意契約等見直し計画と具体的取組】 
 平成 20 年度実績 平成 22 年 4 月公表

（見直し計画） 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 26 年度と平成

22 年度との比較増減 
 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 
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競争性のある契約 402 4,861,490 436 5,613,806 314 12,973,619 289 17,568,476 332 23,068,684 338 11,630,655 -98 +6,016,849 
 競争入札 398 4,823,103 413 5,419,594 288 12,604,742 269 14,156,390 306 22,305,752 319 9,210,836 -94 +3,791,242 

企画競争、公募等 4 38,387 23 194,212 26 368,877 20 3,412,086 26 762,931 19 2.419,819 -4 +2,225,607 
競争性のない随意契約 38 767,876 4 15,560 16 253,288 6 11,422 8 27,369 11 41,281 +7 +25,721 
合計 440 5,629,366 440 5,629,366 330 13,226,907 295 17,579,898 340 23,096,053 349 11,671,936 -91 +6,042,570 
（注）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 
 
【原因、改善方策】 
「随意契約等見直し計画」において、平成 20 年度実績で競争性のない随意契約から競争性のある契約に移行すべきものは平成 22 年度までに全て移行済みである。平成 23 年度から平成 26 年度までの競

争性のない随意契約は以下のとおりであり、いずれも真にやむを得ないものに限って契約を締結しており、低い水準を維持している。なお、新規の競争性のない随意契約案件については、契約監視委員会
の事前点検実施後契約を締結している。 
平成 23 年度 
・東北地方太平洋沖地震による緊急対応のための一般競争に付する時間がなかったものが 7件（62 百万円） 
・排他的権利により相手方が特定されるものが 3件（7百万円） 
・設備の所有者から業者指定があったものが 1件（2百万円） 
・平成 22 年度に一般競争入札へ移行済みであるが、提供サービスの切替のため、旧サービスの履行が平成 23 年度まで必要なものが 1件（172 百万円） 
平成 24 年度 
・排他的権利により相手方が特定されるものが 2件（4百万円） 
平成 25 年度 
・排他的権利により相手方が特定されるものが 3件（9百万円） 
・現に履行中の契約に直接関連する契約により相手方が特定されるものが 1件（11 百万円） 
平成 26 年度 
・排他的権利により相手方が特定されるものが 3件（10 百万円） 
・法令の規定等により相手方が特定されるものが 1件（3百万円） 
・土地の買い入れにより相手方が特定されるものが 2件（9百万円） 
・公開 Web サイトに意図しないフィッシングサイトが作成される事象について、発生事実、原因となった脆弱性の調査等、緊急を要するものが 1件（2百万円） 
 
【再委託の有無と適切性】 
契約相手先からの第三者への一括再委託については、契約事項において禁止しており実績はない。 

 
【一者応札・応募の状況】 
  平成 20 年度実績 平成 23 年度実績 平成 24 年度実績 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 平成 26年度と平成 20

年度との比較増減 
  件数 金額 

（千円） 
件数 金額 

（千円） 
件数 金額 

（千円） 
件数 金額 

（千円） 
件数 金額 

（千円） 
件数 金額 

（千円） 
競争性のある契約 402 4,861,490 314 12,973,619 289 17,568,476 332 23,068,684 338 11,630,655 -64 +6,769,165 
 うち、一者応札・応

募となった契約 
268 

(66.7%) 
3,837,227 
(78.9%) 

215 
(68.5%) 

11,405,471 
(87.9%) 

199 
(68.9%) 

16,357,081 
(93.1%) 

215 
(64.7%) 

15,177,266 
(65.8%) 

222 
(65.6%) 

6,359,688 
(54.6%) 

45 
(-1.1%) 

+2,522,461 
(-24.3%) 

 一般競争契約 264 3,798,840 190 11,042,872 179 12,944,995 189 14,414,335 279 5,24,411 +15 1,485,571 
 指名競争契約 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 企画競争契約 2 34,023 1 44,996 2 30,659 2 30.659 1 5,821 -1 28,202 
 公募 2 4,365 24 317,603 18 3,381,427 24 732,272 18 2,413,998 +16 +2,409,633 
 不落随意契約 18 172,772 11 44,064 13 561,902 43 3.905,610 40 3,926,23 +22 3,753,651 
（注）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 
 
【原因、改善方策】 
一般競争入札を原則とし、一者応札・応募改善の取組を進めてきた結果、汎用的な調達はほぼ複数応札となっている。一方で、研究開発に係る特殊な調達は、一者応札となることが多い。競争性のある

契約のうち一者応札・応募となった契約の占める水準が高い原因について、先端の研究開発の遂行を目的とし、防災分野という限られた市場のもとで、他に類をみない特殊大型研究施設を用いた研究を実
施する当研究所の調達の性質を踏まえると、実施可能な技術を有する業者が限られ市場が狭いことが挙げられる。 
平成 23 年度において金額の割合が大きく増加した原因は、日本海溝海底地震津波観測整備のために海底機器を製作する一般競争による契約（約 77 億円）が大規模かつ特殊であり一者応札となったため

である。 
平成 24 年度において金額の割合が大きく増加した原因は、日本海溝海底地震津波観測整備の海底機器製作の契約（約 87 億円）に加え、実代三次元振動破壊実験施設の長周期・長時間化改造工事（約 29
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億円）が大規模かつ特殊であり一者応札・応募となったためである。 
平成 25 年度において金額が大きく増加した原因は、日本海溝海底地震津波観測網整備の海底機器製作の契約（約 57 億円）に加え、大規模災害に対する防災・減災研究の推進（平成 24 年度補正予算）事

業の契約（約 59 億円）が大規模かつ特殊であり一者応札・応募となったためである。 
平成 26 年度において金額が大きく増加した原因は、地震・津波発生情報の迅速な把握と減災研究の推進（平成 25 年度補正予算）事業の契約（約 28 億円）が大規模かつ特殊であり一者応札・応募となっ

たためである。 
しかし、これらの改善を図るため、契約監視委員会の点検・見直しをはじめとして、当研究所が策定・公表した「一者応札・応募の改善方策（平成 21 年 7 月）」や「随意契約等見直し計画（平成 22 年 4

月）」に従い、透明性、競争性の確保に努めているところである。平成 24 年度からは、メールマガジンによる調達情報の配信の拡大、複数年契約の拡大等の取組を実施し、経費の削減を図っている。平成
25 年度からは、国立大学法人茨城大学、国立大学法人筑波大学、国立大学法人筑波技術大学、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構、独立行政法人物質・材料研究機構で連携し事務の合理化
及び経費節減を図るため、物品等の共同調達に関する協定を締結する等の取組を実施し、経費の削減の取組を行った。 
 
【一般競争入札における制限的な応札条件の有無と適切性】 
契約監視委員会の点検・見直しをはじめとして防災科学技術研究所が策定・公表した「一者応札・応募の改善方策（平成 21 年 7 月）」や「随意契約等見直し計画（平成 22 年 4 月）」に従い 

a)実績要件等を求めているものは合理的な理由がない限り付さないよう周知徹底を図る 
b)全省統一資格の等級制限撤廃による参加資格の緩和などの取組を行い、適切性を確保している。 
 
【関連法人の有無】 
平成 23 年度：無 
平成 24 年度：無 
平成 25 年度：有 
・一般社団法人 みやぎ福祉・防災情報化機構 

平成 26 年度：有 
・一般社団法人 みやぎ福祉・防災情報化機構 
・特定非営利活動法人 ながおか生活情報ねっと 

 
【当該法人との関係】 
 平成 25 年度 

・一般社団法人 みやぎ福祉・防災情報化機構 
事業収入に占める研究所との取引に係る額が 3分の 1以上である。 
収入依存率 72.6%、独法発注額 10 百万円（競争契約 8百万円、随意契約 2百万円） 

 平成 26 年度 
・一般社団法人 みやぎ福祉・防災情報化機構 

事業収入に占める研究所との取引に係る額が 3分の 1以上である。 
収入依存率 35.0%、独法発注額 5百万円（随意契約 5百万円） 

・特定非営利活動法人 ながおか生活情報ねっと 
事業収入に占める研究所との取引に係る額が 3分の 1以上である。 
収入依存率 90.9%、独法発注額 9百万円（随意契約 9百万円） 

 
【当該法人に対する業務委託の必要性、契約金額の妥当性】 
当該法人に対する契約は、防災情報技術関連の業務委託等であり、いずれも事業実施のため必要なものである。また、原則として競争性及び透明性のある一般競争入札等の契約方式で行うこととしてお

り、契約金額の妥当性は確保している。 
 
【委託先の収支に占める再委託費の割合】 
関連法人と契約したもののうち、再委託を行っている契約はない。 

 
【当該法人への出資等の必要性】 
関連法人に対する出資、出えん、負担金の支出は行っていない。平成 27 年度は、引き続き、これらの取組を行っていく。 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―１―５ 自己収入の増加に向けた取組 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

E―ディフェンス外部利用（貸与）件数 ― ― 10(7) 4(3) 5(2) 3(2) (7) ― 
大型耐震実験施設外部利用（貸与）件数 ― ― 6(0) 8(4) 5(2) 12(8) (3) ― 
大型降雨実験施設外部利用（貸与）件数 ― ― 7(1) 8(1) 6(1) 8(4) (10) ― 
雪氷防災実験施設外部利用（貸与）件数 ― ― 17(2) 24(2) 21(5) 25(8) (8) ― 
利用料収入（施設貸与費用のみ）（百万円） ― ― 234 146 96 242 849 ― 

 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 外部資金獲得

額の増加を目
指し、ニーズ把
握・外部資金獲
得事業の拡
充・外部への積
極的な働きか
けを行う。ま
た、外部資金の
獲得を通して
研究成果の活
用を進める。 

② 特にＥ-ディフ
ェンスについ
ては、スペース
の効果的な活
用により利用
者層を拡大す
る。 

防災科学技術分
野の中核的研究開
発機関として、我が
国全体の防災科学
技術の水準の向上
を図るため、先端的
な 実 験 施 設 を 整
備・運用し、外部研
究機関等との共用
を推進することに
より、自己収入の増
加を図る。 
特に平成 23 年度

には、Ｅ－ディフェ
ンスで震動実験を
する際の相乗り実
験を可能にするな
ど外部利用メニュ
ーを充実させるこ
とにより、利用拡大
を図る。 

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
【実物資産】 
・ 実物資産の管理

の効率化及び自
己収入の向上に
係る法人の取組
は適切か。 

【評価の指標】 
・ 外部研究機関等

との共用を推進
することにより、
自己収入の増加
が進められたか。 

 

東日本大震災の影響による電力使
用制限（平成 23 年度）、Ｅ－ディフ
ェンスの長周期・長時間化加振改造
工事（平成 24 年度）及び三次元継手
球面軸受交換等の修繕整備（平成 26
年度）、大型降雨実験施設の降雨シス
テム大規模改修工事（平成 25 年度）
などにより、施設の利用可能期間が
限定されたが、Ｅ－ディフェンスの
外部利用メニューの充実（余剰スペ
ースの貸与）や施設貸与の利用促進
を図り、自己収入の確保、増加に努
めてきた。 
平成 27 年度は、全施設で 28 件の

施設貸与が実施され、収入額は 849
百万円となり、第 3 期中期計画にお
けるこれまでの最高額（平成 26 年度 
242 百万円）を大きく上回った。 

＜評定＞ A 
＜評定の根拠＞ 
第 3期中期目標期間においては、東

日本大震災の影響による電力使用制
限（平成 23 年度）、Ｅ－ディフェンス
の長周期・長時間化工事（平成 24 年
度）及び三次元継手球面軸受交換等工
事（平成 26 年度）、大型降雨実験施設
の大規模改修工事（平成 25 年度）な
どにより、施設の利用可能期間が限定
されたものの、Ｅ－ディフェンスの余
剰スペース貸与を含め、施設の利用促
進により、自己収入の確保、増加が図
られてきたことは高く評価できる。 
特に平成 27 年度は、全体で 28 件の

施設貸与が実施され、収入額は 849 百
万円となり、第３期中期計画における
これまでの最高額（平成 26 年度 242
百万円）を大きく上回り大いに評価で
きる。 
以上より、中期計画における所期の

目標を上回る成果が得られていると
認められる。 

評定 B 評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
Ｅ－ディフェンスの外部

利用メニューの充実（余剰ス
ペースの貸与）や施設貸与の
利用促進を図り、自己収入の
確保、増加に努めてきてい
る。平成 27 年度には、特に
Ｅ－ディフェンスの施設活
用が大きく見込まれており、
中計期間を通して実験施設
貸与を積極的に実施してい
ることは評価できる。また、
大型降雨実験施設でも自動
車等の降雨時センサーの性
能試験など積極的な施設貸
与を行い有効に活用されて
おり評価できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会
の主な意見】 

＜評定に至った理由＞ 
・特にＥ－ディフェンスに
ついては中計期間を通し
て積極的に実験施設貸与
の利用促進を図り、東日本
大震災の影響による電力
使用制限や、大改修なども
ありながら、自己収入の確
保・増加に努め、27 年度
は、Ｅ－ディフェンスの貸
与収入が 811 百万円にな
り、次期中期計画に向け
て、さらに成果が期待でき
る。 
・施設の利用実績を上げる
工夫の取り組みとして、Ｅ
－ディフェンスの余剰ス
ペース貸与など新たな外
部利用メニューを作り、外
部利用がなかったような
自動車関連産業などへ売
り込むなどの営業努力の
結果が、数字に表れてお
り、高く評価する。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議
会の主な意見】 
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４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―１―６ 外部資金の獲得に向けた取組 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

競争資金の新規獲得件数 40 件以上／5年 ― 15 9 11 14 12 ― 
競争資金の新規獲得額（千円） ― ― 44,895 19,093 14,232 16,170 27,400 ― 
競争資金の獲得件数 ― ― 34 34 36 43 44 ― 
競争資金の獲得額（千円） ― ― 110,234 80,078 69,238 87,753 83,536 ― 
外部資金の獲得額（百万円） ― ― 8,904 13,591 21,792 8,745 1,845 ― 

 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 外部資金獲得額

の増加を目指し、
ニーズ把握・外部
資金獲得事業の
拡充・外部への積
極的な働きかけ
を行う。また、外
部資金の獲得を
通して研究成果
の活用を進める。 

② 特にＥ-ディフェ
ンスについては、
スペースの効果
的な活用により
利用者層を拡大
する。 

防災科学技術分野に関する国
の政策の動向等を把握しつつ、
多様な外部資金の獲得等に向け
た取組を積極的に推進する。ま
た、外部資金の獲得を通じて研
究成果の活用・普及を進める。
各種競争的資金の獲得を促進す
るため、公募情報、応募状況、
採択率に係る情報を研究所内に
周知し、研究者の意識向上を図
ることなど、積極的な外部資金
獲得を促進するための取組を推
進し、以下に示す数値目標の達
成を目指す。 
・ 競争的資金の獲得：40 件以

上／5年 

＜主な定量的指
標＞ 
・ 競争的資金の

獲得：40 件以
上／5年 

＜その他の指標
＞ 
・ 公募情報、応

募状況、採択
率に係る情報
を研究所内に
周知するなど
して、競争的
資金の獲得が
図られたか。 

 

各種競争的資金の獲得を
促進するため、大学、科研費、
JST等の公募情報を随時イン
トラに掲載するとともに電
子メールでも通知し、周知の
徹底を図った。受託研究も含
む外部資金の獲得額は、平成
23 年度が 8,904 百万円、平
成 24 年度が 13,591 百万円、
平成 25 年度が 21,792 百万
円、平成 26 年度が 8,745 百
万円、平成 27 年度が 1,864
百万円である。平成 27 年度
までに新規採択された競争
的資金の累計は 61 件であ
り、数値目標である 40 件を
上回っている。 

＜評定＞ A 
＜評定の根拠＞ 
平成 27 年度までの 5

年間に新規採択された
競争的資金の累計は 61
件を数え、5年間の数値
目標である40件を上回
っており評価できる。 
以上より、中期計画

における所期の目標を
上回る成果が得られて
いると認められる。 
 

評定 A 評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
平成 26 年度までの累計件数は 49 件であ
り、平成 27 年度も引き続き獲得推進によ
り増加が見込まれる。中期目標の数値目標
はすでに達成されている。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 
・「大型プロジェクトや受託研究」および
「科研費等の外部資金獲得」とのバランス
や棲み分けを明確にし、研究業務における
エフォートのあり方を再度検討する必要
がある。 

＜評定に至った理由＞ 
・中期目標期間の競争
的資金の獲得は、公募
情報をイントラに掲載
する等して積極的に取
組み、競争的資金の件
数は期間中 61 件とな
り、数値目標（40 件）
を大きく上回り、金額
も伸びており、非常に
高く評価できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審
議会の主な意見】 
 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―２―１ 研究組織及び事業の機動的な見直し、外部からの研究評価の充実 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 国の政策や

外部からの
研究評価の
結果等を踏
まえ、研究
組織の改廃
や人員の配
置転換等を
機動的に実
施する。ま
た、研究評
価の充実に
向け、評価
者が研究内
容を適切に
把握できる
ように、研
究者との意
見交換等の
機会を拡大
する。なお、
研究評価の
際には、研
究成果が防
災・減災対
策へ活用さ
れた場合の
効果につい
ても検討を
行う。 

 
 
 
 

① 組織の編成 
(a) 経営に関する環境

整備、業務体制、危
機管理などをより
一層効率的・効果的
に行うため、経営企
画体制を強化する。 

(b) 「災害予測による
防災への貢献」、「地
震に強い社会基盤
づくりへの貢献」及
び「効果的な社会防
災システムの実現
への貢献」など政策
課題ごとのプロジ
ェクトについて、統
合的・分野横断的に
研究開発を行うこ
とができるよう、研
究体制を再編する。
その際、効率的、効
果的な業務運営を
図る観点から、職員
の配置の見直し、要
員の合理化に取り
組む。また、研究者
が研究に集中でき
る環境を作るため、
研究者の事務的負
担の軽減を推進す
る。 

(c) アウトリーチ・国際
研究推進センター
（仮称）において、

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
＜評価の視点＞ 
【体制の観点】 
○法人の長のマネジメントをサポ
ートする仕組み、体制等が適切であ
るか 
・ 経営企画体制の強化、統合的・

分野横断的に研究開発を行う
研究体制の再編、国際協力を推
進することができたか。 

・ 理事長のリーダーシップの下
での業務の継続的改善、権限と
責任を明確にした組織運営、
国・関係機関と役割分担を考慮
した研究開発、外部からの意見
や社会における活用を考慮し
た研究評価を行ったか。 

・ 監事監査において、法人の長の
マネジメントについて留意し
ているか。 

・ 監事監査において把握した改
善点等について、必要に応じ、
法人の長、関係役員に対し報告
しているか。その改善事項に対
するその後の対応状況は適切
か。 

【長としての資質の観点】 
○リーダーシップが発揮されてい
るか 
・ 法人の長がリーダーシップを

発揮できる環境は整備され、実
質的に機能しているか。 

・ 法人の長は、組織にとって重要

(1)組織の編成 
平成 23 年度より、中期目標に基づき定めた中期計画

に基づき、経営に関する環境整備、業務体制、危機管
理などをより一層効率的・効果的に行うため、新たに
経営企画室を設置した。 

また、「災害予測による防災への貢献」、「地震に強い
社会基盤づくりへの貢献」及び「効果的な社会防災シ
ステムの実現への貢献」など政策課題毎のプロジェク
トについて、統合的・分野横断的に研究開発を行うこ
とができるよう、観測・予測研究領域、減災実験研究
領域、社会防災システム研究領域の 3 研究領域に再編
するとともに、研究者の事務的負担の軽減を図るため、
研究支援課を研究支援グループに改変した。 

さらに、我が国における自然災害の軽減に関する研
究成果と国際協力に関する情報等を社会に発信する機
能をより一層強化し、研究活動、研究成果の理解増進
等を図るとともに、防災科学技術に関する国際協力の
推進により一層貢献することを目的として、アウトリ
ーチ・国際研究推進センターを新設した。 

「独立行政法人の事務・見直しの基本方針」（平成 22
年 12 月閣議決定）に基づき、平成 25 年 3 月末で雪氷
防災研究センター新庄支所を廃止し、同年 4 月以降は
新庄雪氷環境実験所として降雪実験関連施設を活用し
ているほか、総合科学技術・イノベーション会議の戦
略的イノベーション創造プログラム（SIP）の課題の１
つである「レジリエントな防災・減災機能の強化」に
おける研究開発を推進するため、平成 26 年 10 月に「レ
ジリエント防災・減災研究推進センター」を、JST のイ
ノベーションハブ構築支援事業で「「攻め」の防災に向
けた気象災害の能動的軽減を実現するイノベーション
ハブ」の構築の実現可能性を検証して計画や戦略の具
体化・修正などを行い、平成 28 年１月の再提案に向け
た推進体制の構築を図るため、平成 27 年度７月に「イ
ノベーションハブ推進室」を設置するなど、必要に応

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
組織の編成につ

いては、中期目標に
基づき定めた中期
計画に基づき、平成
23 年度に経営企画
室及びアウトリー
チ・国際研究推進セ
ンターの新設、研究
組織の３研究領域
への再編などが実
施された。平成 24
年度末には、「独立
行政法人の事務・事
業の見直しの基本
方針」（平成 22 年
12 月閣議決定）に
基づき、雪氷防災研
究センター新庄支
所が廃止され、平成
26 年 10 月には「レ
ジリエント防災・減
災研究推進センタ
ー」が、平成 27 年
度７月に「イノベー
ションハブ推進室」
が設置されるなど、
必要に応じて組織
改編が実施されて
きた。 
一方、組織の運営

については、平成
23 年度より、理事

評定 B 評定 B 

＜評定に至った
理由＞ 
平成 23 年度よ

り理事長の命令
により、経営戦略
会議を設置し、経
営戦略に関する
委員会が重要事
項に取組み業務
改善を行い、継続
的な改善を行っ
ている。 
理事長のリー

ダーシップの下
に、平成 27 年度
も引き続き、必要
に応じて組織を
見直し、中期目標
は達成見込みで
ある。 
 
＜今後の課題＞ 
・「レジリエント
防災・減災研究推
進センター」の設
置を踏まえ、成果
の社会実装に向
けた体制を次期
中長期計画に取
り入れること。 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発

＜評定に至った理
由＞ 
・ＥＤＭや雪氷防災
研究センター新庄
支所の廃止など、期
初は縮小再編気味
だったが、中長期プ
ロジェクトを対象
にした積極的な外
部資金の獲得によ
って、「レジリエン
ト防災・減災研究推
進センター」や「イ
ノベーションハブ
推進室」を設置し、
成果の最大化に向
けた組織改革につ
いて評価できる。所
内の部門ごとの有
機的な連携や国内
ハブ拠点としての
役割や成果を上げ
られ、第 4期での大
幅な組織見直しに
つなげたことは、高
く評価できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法
人審議会の主な意
見】 
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② 世界トップ

レベルの研
究機関にな
ることを目
指し、理事
長自らが戦
略を策定し
検 証 す る
PDCA（Plan
（計画）、Do
（実施）、
Check （ 評
価）、Act（処
置））サイク
ルによる継
続的な改善
を行う。そ
の際、国の
政策との関
係、他の機
関との連携
強化のため
の取組、研
究の成果が
活用される
までの道筋
等を明らか
にする。 

我が国における自
然災害の軽減に関
する研究成果と国
際協力に関する情
報等を社会に発信
する機能をより一
層強化し、研究活
動、研究成果の理解
増進等を図るとと
もに、防災科学技術
に関する国際協力
の推進により一層
貢献する。 
 

② 組織の運営 
(a) 理事長のリーダー

シップの下、業務に
係る戦略を策定し、
PDCA（Plan（計画）、
Do（実施）、Check
（評価）、Act（処
置））サイクルに基
づき、その継続的改
善を推進する。その
際、国の政策との関
係、他機関との連携
強化の取組、研究の
成果が活用される
までの道筋等を明
らかにする。 

(b) 各部署において迅
速な意思決定と柔
軟な対応を実現す
るため、各部署への
権限委譲を推進す
ることにより、権限
と責任を明確にし
た組織運営を行う。 

(c) 研究開発を推進す
るに当たっては、国
における審議会等
の政策評価等を踏
まえるとともに、関
係機関との間で適
宜意見交換等を行
うことにより連携
を図りつつ、事前、
中間、事後における
外部評価を実施し、
より効率的・効果的
に行う。 

(d) 研究課題・テーマの

な情報等について適時的確に
把握するとともに、法人のミッ
ション等を役職員に周知徹底
しているか。 

・ 法人の長は、法人の規模や業種
等の特性を考慮した上で、法人
のミッション達成を阻害する
課題（リスク）のうち、組織全
体として取り組むべき重要な
リスクの把握・対応を行ってい
るか。 

・ その際、中期目標・計画の未達
成項目（業務）についての未達
成要因の把握・分析・対応等に
着目しているか。 

・ 法人の長は、内部統制の現状を
的確に把握した上で、リスクを
洗い出し、その対応計画を作
成・実行しているか。 

じて組織改編を実施した。 
 

(2)組織の運営 
平成 23 年度より、理事長のリーダーシップの下、第

４期科学技術基本計画、地震調査研究推進本部、独立
行政法人改革など国の政策との関係、国内外の研究所
や大学など他機関との連携強化の取組、研究の成果が
活用されるまでの道筋等を明らかにすることを考慮し
た上で、企画及び調査審議を行う機関として経営戦略
会議を設置し、同会議の下に設置した委員会を中心に、
業務に係る戦略を策定し、PDCA サイクルに基づき、そ
の継続的改善を推進した。 

また、各部署において迅速な意思決定と柔軟な対応
を実現するため、文書決裁等、各部署への権限委譲を
推進することにより、権限と責任を明確にした組織運
営を行った。 

研究開発を推進するに当たっては、前述の国の政策
や国における審議会等の政策評価等を踏まえるととも
に、当研究所の研究分野に関係する機関や外部有識者
との間で適宜意見交換等を行い、連携を図った。また、
各研究プロジェクトの中間、事後における外部評価を
実施しつつ、毎年度の実績報告などにより適切に進捗
管理を行い、より効率的・効果的に研究評価を行った。
研究評価の際は、所内の成果発表会等を通じて評価者
と研究者との意見交換や防災分野の研究開発成果の利
用者から助言を得る機会を設け、研究成果が、防災・
減災対策へ活用された場合の効果についても検討を行
った。 

研究課題・テーマの選定、研究計画の検討に当たっ
ては、地震・津波に関する研究では海洋研究開発機構
や大学を始めとする研究機関、Ｅ－ディフェンスを用
いた耐震工学実験では民間企業や自治体など、災害に
関する研究を実施する他の機関と事前調整をして、共
同研究を含めた連携を強化している。。 
 
【役職員に対するミッションの周知状況及びミッショ
ンを役職員により深く浸透させる取組状況】 

理事長達として研究職員及び事務職員に対する行動
規範規程（職員の責任、職員の行動、自己の研鑽等）
等を定め、イントラネットを通じ周知を図っている。
また、年頭所感、創立記念日、初任者研修での訓示、
理事長通信の適宜イントラネット配信等の実施を通じ
て、法人運営の方針等の周知徹底を行っている。 
 
【組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把
握状況】 

経営戦略会議で組織運営における課題の抽出・整理
や、その対応策の検討、研究活動や事務活動の点検・
改善についての検討等を機動的に行っている。また、
監事による監査、同研究所による内部監査、文部科学
大臣の選任した会計監査人からの監査の結果について
聴取を行っている。この他、一般公開などのイベント

長のリーダーシッ
プの下、国の政策と
の関係、他機関との
連携強化、研究成果
の活用道筋等を考
慮した上で、企画及
び調査審議を行う
経営戦略会議を設
置し、同会議の下に
設置した委員会を
中心として、PDCA
サイクルに基づく
業務の継続的改善
を推進してきた。ま
た、各部署への権限
委譲を進めるとと
もに、研究開発の推
進に当たっては関
係機関や外部有識
者との間で適宜意
見交換等を行いつ
つ、共同研究を含め
た連携を強化して
きた。 
以上より、中期計

画における所期の
目標を達成してい
ると認められる。 
 

法人審議会の主
な意見】 
・DONET の移管の
円滑な実行と他
機関への的確な
情報提供が重要。 
・「レジリエント
防災・減災研究推
進センター」で
は、SIP との連携
だけでなく、各機
関と広く連携し
て進めることが
重要であり、組織
としての長期ビ
ジョンも必要と
思われる。 
・理事長の決定事
項を迅速に所員
に通知し，組織全
体に反映させる
上では、イントラ
上の理事長通信
だけでは不十分
と思われる。 
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選定、研究計画の検
討に当たって、海洋
研究開発機構をは
じめ、災害に関する
研究を実施する他
の機関、大学等との
事前調整、共同研究
を含めた連携を強
化する。また、他の
機関が実施してい
る研究開発との重
複の排除を図るた
め、外部有識者によ
る評価を含めた事
前調整の仕組みを
明確化させること
などにより、当該仕
組みをより実効あ
るものとし、役割分
担を考慮した効果
的・効率的な研究開
発を推進する。 

(e) 研究評価について
は、その充実に向
け、評価者が研究内
容を適切に把握で
きるよう、研究者と
の意見交換や防災
分野の研究開発成
果の利用者から助
言を得る機会を設
ける。なお、研究評
価の際には、研究成
果が、防災・減災対
策へ活用された場
合の効果について
も検討を行う。 

の開催等の機会を通じて、来場者に対してアンケート
調査を行い、その意見取り入れ運営改善を図っている。 
 
【組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）に対
する対応状況】 
上記により、業務上の課題が見出された場合には、適
宜、業務改善を図っているほか、経営戦略会議で配布
する業務進捗状況や各検討委員会の検討状況を報告す
る資料等を通じて現状を的確に把握するとともに、懸
案事項については役員会議で対応を決定して実施し
た。平成 27 年度も引き続き実施する。 
【未達成項目（業務）についての未達成要因の把握・
分析・対応状況】 

理事長は、新年度の実行計画の策定にあたり、年度
計画に基づく業務の実施状況を踏まえた今後の計画に
ついて部長・センター長等からヒアリングを行って確
認するとともに、共用施設の利用計画の策定では利用
委員会での審議結果について報告を受けて、決定して
いる。これらの業務の実施状況については、前述のヒ
アリングのほか、所内研究発表会、研究職員及び事務
職員の業績評価などを通じて適宜把握を行うととも
に、毎年の評価委員会で評価している。平成 27 年度も
引き続き実施する。 
 
【内部統制】 
監事の監査及び会計監査人の監査を受け、また、職員
からの公益通報に関する規程整備、意見箱の設置等に
より引き続き内部統制の現状を的確に把握することに
努めている。【監事監査】 

監事の監査及び会計監査人の監査を受け、また、職
員からの公益通報に関する規程整備、意見箱の設置等
により引き続き内部統制の現状を的確に把握すること
に努めている。 

監事は理事長が出席している役員会議に出席し情報
の収集を行い、経営者の考え等の把握を行っている。
また、必要に応じて理事長に意見を述べている。 
 引き続き同様に、理事長のマネジメントについて監
事監査を行う。 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―２―２ 外部機関との連携強化 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

共同研究の件数（件） 500 件以上／5年 ― 104 102 100 117 132 ― 
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 研究課題・テーマの

選定、研究計画の検討
に当たって、海洋研究
開発機構をはじめ、災
害に関する研究を実施
する他の機関、大学等
との事前調整、共同研
究を含めた連携を強化
する。また、他の機関
が実施している研究開
発との重複の排除を図
るため、外部有識者に
よる評価を含めた事前
調整の仕組みを明確化
させることなどによ
り、当該仕組みをより
実効あるものとし、役
割分担を考慮した効果
的・効率的な研究開発
を推進する。 
民間企業、大学及び

公的研究機関の多様な
人材を結集し、世界を
先導する研究開発を推
進する。 
研究者が研究に集中で
きる環境を作るため、
研究者の事務的負担を
軽減する。 

民間企業、大
学及び公的研
究機関の多様
な人材の受け
入れを推進す
ることにより、
研究成果の円
滑な活用を促
進するととも
に、世界をリー
ドする研究開
発を行ってい
く。また、国内
外の防災行政
機関や大学を
はじめとする
産学官との連
携・協力を推進
し、共同研究の
件数について
は、以下に示す
数値目標の達
成を目指す。 
・ 共同研究：

500 件以上
／5年 

＜主な定量的指標＞ 
・共同研究：500 件
以上／5年 
＜その他の指標＞ 
【イノベーションの
観点】 
○関連業界、受講者
等のニーズの変化を
踏まえた取組を行っ
ているか 
・社会ニーズに対応
した知の活用を促
し、革新的技術シー
ズを事業化へ繋ぐ成
果の橋渡しや成果の
実用化など、成果の
社会実装に至る取組 
○国内外の大学、研
究開発機関、民間事
業者との連携・協力
の取組が図られてい
るか 
 

平成2７年度までに実施した共同研究の累計は555件
であり、順調に産学官との連携・協力を推進し、中期
目標期間における数値目標（500 件以上）を達成した。。 
 
平成 23 年度には 104 件の共同研究を実施し、そのう

ち主な共同研究は以下のとおり。 
・ 東日本旅客鉄道株式会社との共同研究「MP レーダ

計測による降雨情報の利活用に関する基礎研究」 
・ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモとの共同研究「東

日本大震災の支援・復興を目的とした地域コミュニ
ティ再生方法に関する研究」 

平成 24 年度には 102 件の共同研究を実施し、そのう
ち主な共同研究は以下のとおり。 
・ 白山工業株式会社との共同研究「計測震度演算のた

めのノイズ低減手法の開発」 
・ 株式会社ネクスコ・メンテナンス東北との共同研究

「平成 24 年度吹雪モデルを活用した視程障害予測
情報の高度化に関する研究」 

 平成25年度には100件の共同研究を実施し、そのうち
主な共同研究は以下のとおり。 
・ 明星電気株式会社との共同研究「天気判別のパラメ

ーターと降水特性に関する試験研究」 
・ 東日本高速道路株式会社新潟支社との共同研究「吹

雪モデルを活用した視程障害予測情報の高度化に
関する研究」 

 平成26年度には117件の共同研究を実施し、そのうち
主な共同研究は以下のとおり。 
・ 東日本旅客鉄道株式会社との共同研究「落水線を用

いた浸水解析手法に関する基礎研究」 
・ 白山工業株式会社との共同研究「地盤構造評価シス

テムの開発」 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠
＞ 
平成2７年度

までの５年間
に実施された
共同研究は、累
計で 555 件で
あり、中期目標
期間における
数値目標（500
件以上）を大き
く上回り評価
できる。 
以上より、中

期計画におけ
る所期の目標
を達成してい
ると認められ
る。 
 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
平成 26 年度までに実施した共同研究数

の累計は 423 件であり、共同研究件数の中
期目標（5年間 500 件以上）は十分に達成
できそる見込みである。民間機関・企業と
の共同研究も多いことから、成果の事業化
や社会実装についても進んでいるものと判
断される。世界で最も先進的な防災研究を
海外の機関と共同研究する仕組みを作り、
世界の防災力向上に貢献している。 
 
＜今後の課題＞ 
・より実践的でイノベーションにつながる
研究成果を目指して、自治体だけではなく
民間も含めた多様な関係機関と連携した共
同研究を推進すること。 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 
・防災科研のミッション達成に有機的につ
ながるような、より戦略的な外部機関との
連携のあり方を議論すべきではないか。 
・成果の最大化をはかるため、防災行政機
関やライフラインなど民間事業者との実践
的な共同研究が不可欠である。 
・日本の国際的な位置づけを高めることが
できる「日本の防災研究を海外で役立てる
仕組み」を作ることをお願いしたい。 

＜評定に至った
理由＞ 
・共同研究件数
は 555 件と目標
値（500 件）を上
回る外部機関と
の連携があり、
評価できる。 
・世界で最も先
進的な防災研究
を海外の機関と
共同研究する仕
組みを作り、世
界の防災力向上
に 貢 献 し て い
る。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発
法人審議会の主
な意見】 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―３―１ コンプライアンスの推進 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指
標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ① 法令遵守を
更に徹底す
る と と も
に、役職員
のコンプラ
イアンスに
関する意識
向上のため
の活動を通
じ、防災科
研の社会的
信頼性の維
持及び向上
を図る。 

② 国民の信頼
確保の観点
から、情報
の公開及び
個人情報保
護に適正に
対応する。 

③ 「第２次情
報セキュリ
ティ基本計
画」等の政
府の方針を
踏まえ、適
切な情報セ
キュリティ
対策を推進
する。 

(a) 「独立行政法人
における内部統
制と評価につい
て」（平成 22 年 3
月、独立行政法人
における内部統
制と評価に関す
る研究会）等に基
づき、法令遵守を
更に徹底すると
ともに、役職員の
コンプライアン
スに関する意識
向上のための活
動を通じ、防災科
研の社会的信頼
性の維持及び向
上させるなど適
正に業務を遂行
する。 

(b) 独立行政法人な
どの保有する情
報の公開などに
関する法律（平成
13 年法律第 145
号）に定める「独
立行政法人の保
有する情報の一
層の公開を図り、
もって独立行政
法人などの有す
るその諸活動を

＜主な定量的
指標＞ 
＜その他の指
標＞ 
【適正性の観
点】 
○コンプライ
アンス体制は
整備されてい
るか 
・ 法令順守の

徹底と社会
的信頼性の
維持向上に
資する業務
の遂行、情
報の公開が
推進された
か。 

・ 適切な情報
セキュリテ
ィ対策が推
進された
か。 

【適正な体制
の確保の観点】 
○研究不正に
対応するため
の規定や組織
としての責任
体制の整備及
び運用が適切

コンプライアンスの推進に当たっては、これまでも所内ガイダンス、説明
会の開催、イントラネットの掲載等を実施し役職員のコンプライアンスに関
する意識向上を図ってきた。 
平成 27 年度は、「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の

整備」について」（平成 26 年 11 月 28 日 総務省行政管理局 総管査第 322
号）等に基づき、昨年度に法令遵守を更に徹底するための所内規程、体制の
整備を行った。これまでの役職員のコンプライアンスに関する意識向上のた
めの活動と併せてこれらを適切に進めていく。 
なお、職員から、理事長あてに「研究費の不正使用防止に係る誓約書」を

提出することにより、研究不正について自覚を促した。また、情報の公開に
ついては、従来から当研究所の組織、業務及び財務についての基礎的な情報、
評価及び監査に関する情報等をホームページに掲載して諸活動の情報を公
開している。 
法人文書の開示請求に対しても、独立行政法人等の保有する情報の公開に

関する法律等の趣旨を踏まえて適切に開示等を実施してきた。 
なお、情報セキュリティについては、職員への情報共有や対策の検討をこ

れまで行ってきたが、平成 27 年度も引き続きこれらを適切に進めていく。
当研究所の役職員が法令等の遵守を確実に実践することを推進するため、
「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス推進のための活動
方策の策定・更新及び実施、コンプライアンスに反する行為に対する対応、
コンプライアンスに反する事案の再発防止策の策定等について調査審議を
行うことしている。「防災科研初任者ガイダンス」において、当研究所の「基
本目標と理念」を紹介して、その中で職員がとるべき行動指針「諸規範の遵
守」を説明して新規採用者に対しコンプライアンスの啓発を行っている。ま
た、全職員を対象に「公的研究費の適正な執行に関する全所説明会」を開催
し、不正使用等を引きおこす要因と防止に向けた取組等の説明を行い、公的
研究費の適正な執行について意識向上を図っている。 
当研究所の情報提供については、当研究所の組織、業務及び財務について

の基礎的な情報、評価及び監査に関する情報等をホームページに掲載して諸
活動の情報を公開している。なお、情報公開制度の適正な運用については、
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」、「独立行政法人等の
保有する情報の公開に関する法律施行令」を踏まえ、「国立研究開発法人防

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
第３期中期計画の

開始以来、平成 27 年
度までにコンプライ
アンスに反する行為
等に関して調査審議
を行うべき事案は 1
件もなかった。 
また、情報の公開

及び情報セキュリテ
ィ対策についても、
適切な執行がなされ
たことから、中期計
画は達成できたと考
えられる。 
以上より、中期計画
における所期の目標
を達成していると認
められる。 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由
＞ 
コンプライアンス

体制については、所
内ガイダンス、説明
会を通じて、役職員
のコンプライアンス
の意識向上を図って
いる。情報公開につ
いては、ホームペー
ジに研究所の基礎的
な情報、監査等の情
報、諸活動の情報を
適時適切に公開して
いる。 
情報セキュリティ

については、全職員
へのセキュリティ情
報の共有を図り、対
策を適切に進めてい
き、中期目標計画は
達成見込みである。
なお、情報セキュリ
ティに関する教育
は、全職員を対象と
して繰り返し行われ
ることが望ましい。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 

＜評定に至った理
由＞ 
・コンプライアンス
の推進にむけて、責
任体制の整備を実
施している。 
・情報セキュリティ
ー対策についても
体制を整備してい
る。 
・これらの活動によ
り職員のコンプラ
イアンス意識の高
揚につながったと
評価できる。さら
に、第４期にはこれ
らの取り組み内容
がさらに充実され、
法人のコンプライ
アンス体質が定着
していくことが期
待される。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法
人審議会の主な意
見】 
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国民に説明する
責務が全うされ
るようにするこ
と」を常に意識
し、情報を提供し
ていく。また、「第
2 次情報セキュリ
ティ基本計画」等
の政府の方針を
踏まえ、適切な情
報セキュリティ
対策を推進する。 

になされてい
るか 

災科学技術研究所情報公開規程」等を定めている。法人文書開示請求書の受
付は、平成 23 年度には 1件、平成 24 年度には 2件、平成 25 年度には 3件、
平成 26 年度には 1 件あり、開示決定の期限を延長すること無く適正に開示
等を実施した。 
また、情報セキュリティ対策としては、防災科研ネットワークの適正かつ

円滑な管理運用ならびに当該ネットワークと外部ネットワークとの適切な
接続を行なうため、「防災科学技術研究所ネットワーク運用規程」を定め遵
守している。さらに、防災科研ネットワークを安全かつ効率的な利用に供す
ることを目的に、「防災科学技術研究所ネットワーク運用要領」を定め、情
報セキュリティ対策を推進している。なお、重要なセキュリティ情報につい
ては、イントラネット及び全職員への一斉メールで周知し最新情報の共有を
図っている。この周知は、具体的な対応を指示しセキュリティを確保すると
ともに、情報セキュリティ対策に関して職員の意識を向上させている。また、
平成 26 年度には情報セキュリティを改善するため、経営戦略会議の下に「情
報セキュリティ対策検討チーム」を設置し、外部専門業者による情報セキュ
リティアセスメントなどを通じて情報セキュリティ対策について検討を進
めている。 
さらに、平成 25 年度には文部科学省主催「研究における不正行為」「研究

費の不正使用」に関するガイドラインの見直し等に係る説明会」に出席し情
報収集を行った。その結果を経営戦略会議に報告後、イントラネットにて最
新情報を職員に周知した。平成 26 年度には、全職員を対象に「公的研究費
の適正な執行に関する全所説明会」を開催し、不正使用等を引き起こす要因
と防止に向けた取組等の説明を行い、公的研究費の適正な執行について意識
向上を図るとともに、e-ラーニングを利用した理解度調査も実施し、責任体
制の整備を行った。なお、職員から、理事長あてに「研究費の不正使用防止
に係る誓約書」を提出することにより、研究不正について自覚を促した。 

【国立研究開発法人
審議会の主な意見】 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―３―２ 安全衛生及び職場環境への配慮 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 事故及び災害

の未然防止等
の安全確保策
を推進すると
ともに、職員
の健康に配慮
することによ
り、職員が安
心して職務に
専念できる職
場環境づくり
を進める。 

業務の遂行
に伴う事故
及び災害な
どの発生を
未然に防止
し業務を安
全かつ円滑
に遂行でき
るよう労働
安全衛生管
理を徹底す
る。 

＜主な定量的指
標＞ 
＜その他の指標
＞ 
【適正性の観点】 
○安全衛生及び
職場環境への配
慮が十分に図ら
れているか 
 

業務の遂行に伴
う事故及び災害
などの発生を未
然に防止し安全
かつ円滑に遂行
できるよう、毎月
１回の安全衛生
委員会での調査
審議、職場内の巡
視、安全管理計画
書の作成等に加
え、安全管理及び
衛生管理等に関
する研修・講習会
等を実施し、職員
の安全衛生意識
の向上を図った。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
平成２７年度までの５年間

にわたって、労働安全衛生に関
する新規採用職員へのガイダ
ンスや、各種の研修、講習会な
どが計画的に実施され、また、
産業医や衛生管理者等による
安全衛生巡視、大型実験施設で
の安全管理計画書の作成、定期
健康診断、健康相談などが継続
的に実施された。 
以上より、中期計画における

所期の目標を達成していると
認められる。 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
安全衛生委員会を毎月 1回開催し、職員の危険又は健康

障害の防止対策を調査審議、産業医による安全衛生巡視の
定期実施、安全衛生に関する研修の実施、健康管理の実施
を行うなど安全衛生および職場環境について十分な配慮
がされており、中期計画は十分に達成されるものと見込ま
れる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 
・今後はストレスチェックなどの精神面でのチェック・ケ
アも重要になってくる。特に研究者の精神面でのケアは必
要と思われる。 
・実験施設での安全管理は危険個所の特定など施設の特徴
に応じて行われる必要がある。 
・重機の操作など資格者の明示と資格者による操作の励行
が必要である。 
・防災に関する組織であるので、一般の組織以上にしっか
り取り組むべき。 

＜評定に至った理由＞ 
・安全衛生および職場環境について十
分な配慮がされており、安全衛生委員
会を開催するなど労働安全衛生管理
について積極的に活動していること
は評価できる。 
・施設での安全確保のため KYK などを
実施していることは評価される。今後
これらの活動が職員の安全意識とし
て定着されるよう継続して行われる
ことを期待する。 
・長時間労働者への指導など健康管理
面での施策を実施していることは評
価できる。その前提となる職員の勤務
実態の把握についてもより効果的な
施策が期待される。 
・Ｅ－ディフェンスの無事故が続いて
いることは、高く評価する 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意
見】 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―４―１ 研究環境の整備 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 若手研究者

への自立し
た研究環境
の付与や海
外の研究機
関との人事
交流を促進
することな
どにより防
災科研から
独創的な研
究成果が生
まれる環境
を整備する。 

職員から職場環境
の改善に関する意
見を吸い上げる取
組などを通じて、職
員が働きやすく自
己の能力を最大限
発揮できる職場環
境を整備する。 
若年研究者に自立
と活躍の機会を与
えるとともに海外
との人事交流を促
進する。また、職員
のワークライフバ
ランスなどを整備
することにより、独
創的な研究ができ
る環境を整備する。 

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
【人材の育成・支援の
観点】 
○若手研究者に対す
る適切な支援の方策
が図られているか 
・ 若年研究者の自

立・活躍の機会、
海外との人事交
流の促進、職員の
ワークライフバ
ランスを配慮し
た、職員が働きや
すく自己の能力
を最大限発揮で
きる独創的な研
究環境の整備が
進められたか。 

次世代育成支援行動計画推
進の実施や、職員が働きやすく
自己の能力を最大限発揮でき
る職場環境となるよう意見箱
を設置し、職員からの意見や提
案を取り入れ、職場環境の改善
を図った。 
在外研究員派遣制度により、

若年研究者に自立と活躍の機
会を与えるとともに海外との
人事交流を促進した。 
平成 27 年度に、次世代育成

支援行動計画を改正し、職員の
仕事と子育ての両立を図るた
めの雇用環境の整備や子育て
をしていない職員も含めた多
様な労働条件の整備を行った。
また、職員のワークライフバラ
ンス、並びに独創的な研究がで
きる環境整備として職員の過
半数代表者と裁量労働制に関
する協定を締結した。 
 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
平成２７年度までの５年間を通

じて、意見箱などにより職員からの
意見を吸い上げる努力が続けられ、
年次有給休暇や育児休暇の取得奨
励、職員の過半数代表者と研究職の
裁量労働制に関する協定の締結な
ど、職場環境及びワークライフバラ
ンスの改善に向けた取組が進めら
れてきたことは評価できる。また、
在外研究員派遣制度については、こ
の５年間で５名の長期在外と５名
の中期在外の利用者があった。 
以上より、中期計画における所期

の目標を達成していると認められ
る。 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
意見箱の運用による職員からの意見や提

案を取り入れた職場環境の改善推進、次世代
育成支援計画の周知、海外研究機関等への派
遣等、計画に基づいた研究環境の整備を着実
に進められている。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 
・評価の視点である「若手研究者に対する適
切な支援の方策」という観点では、若手研究
者（特に任期付き研究者）に対して、これま
で以上の活躍を促進するような研究環境お
よび支援策が必要である。 
・次期中計に向けて、経験・知識の豊富な期
間限定採用職員の再雇用についても積極的
な取り組みが必要。 
・第４期計画では、執務空間の労働生産性向
上の仕組みなどハード面での施策も織り込
むとよい。 

＜評定に至った理由＞ 
・意見箱を設置し、職場
からの意見や提案を取
り入れ、環境の改善につ
いて取り組んでいるこ
とは評価できる。 
・研究職の裁量労働制に
ついて協定を締結した
ことは、第 4期に計画さ
れている裁量労働制の
適切な運用につながる
行動であり、評価でき
る。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審
議会の主な意見】 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―４―２ 女性や外国人を含む優秀かつ多様な人材の確保 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 人材の活用

等に関する
方針に基づ
き研究開発
等の推進の
ための基盤
の強化を図
る。 

② 女性研究者
の比率を高
めるととも
に、外国人研
究者の受入
れを進める。
また、多様な
専門分野の
人材を受入
れる。 

(a) 研究職については、防災
科学技術を担う人材の
育成や活躍を促進し、人
材の潜在力を活用して、
女性研究者及び外国人
研究者が活き活きと活
躍し、未来を切り拓いて
いけるような環境の実
現を図る観点から、女性
研究者や外国人研究者
を含む優秀かつ多様な
人材が働きやすい職場
環境を整備するため、妊
娠・育児期間中の支援制
度の導入や、主要な規定
等所内文書のバイリン
ガル化を行う。 

(b) 事務職については、中期
計画を達成するために
必要となる専門性など
を明確にした上で採用
活動を実施し、優秀な人
材の確保に努める。 

＜主な定量的指標
＞ 
＜その他の指標＞ 
【人材の育成・支援
の観点】 
○女性研究者、外国
人研究者等の育成
と活躍促進のため
の取組が推進され
ているか 
・ 妊娠・育児期間

中の支援制度
の導入や、主要
な規定等所内
文書のバイリ
ンガル化が進
められたか。 

女性研究者の働き易い職
場環境の場として、育児に
関するアンケート調査に基
づき、一時預かり保育や病
児保育の支援体制を整備
し、子育て中の職員に対し
ても働きやすい職場環境作
りに努めた。 
また、英文での公募の実

施や、就業規則などの主要
規程等のバイリンガル化を
行うなど、外国人研究者を
含む優秀かつ多様な人材確
保に向けて円滑な業務運営
を実施した。 
事務職員については、専

門性を有する契約職員（契
約専門員）を採用し、円滑
な業務運営を実施してい
る。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
第３期中期目標期間

においては、職員へのア
ンケート調査に基づい
て、希望の多かった「一
時預かり保育」や「病児
保育」の契約が平成 24
年度に締結され、女性や
外国人にとって働きや
すい職場環境の整備が
なされたことは評価で
きる。また、優秀な外国
人研究者など多様な人
材を確保するために、英
文での公募実施や、就業
規則等の主要な規定の
バイリンガル化などが
行われたことも評価で
きる。 
以上より、中期計画に

おける所期の目標を達
成していると認められ
る。 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
女性研究者の働きやすい職場環境の場と

して、一時預かり保育や病児保育の支援体
制を整備し、利用の促進を図っている。英
文による公募や就業規則等のバイリンガル
化により、外国人研究者を含む優秀かつ多
様な人材確保に向けて業務運営を行ってい
る。平成２７年度も引き続き支援制度の促
進向上を行い、中期目標は達成できる見込
みである。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意見】 
・次期中期目標では、国立研究開発法人化
に伴う研究開発成果の最大化に向けた「望
ましい組織体制」を検討され、優秀かつ多
様な人材（若者や女性、外国人を含む）の
新たな雇用など具体的な戦略を講じられる
ことを期待する。 
・女性研究者の活躍促進のために、男性の
育休も実現できるよう職場環境の整備を進
めてほしい。 
・女性研究者の活躍促進のために、より一
層の取組を期待したい。 

＜評定に至った理由＞ 
・女性職員等への職場環境ア
ンケート調査を行うなど、一
時預かり保育の整備をはじめ
働きやすい職場づくりへの努
力が見て取れ、育児支援制度
利用の促進向上を図っている
ことは評価できる。 
・外国人対応として、主要規
程についてバイリンガル化、
英文での公募、外国人相談窓
口の設置などを実施している
ことは評価できる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（業務運営の効率化に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅱ―４―３ 職員の能力、職責及び実績の適切な評価 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、

指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 職員の評価

について、研
究活動のみ
ならず、研究
開発基盤の
整備・運用へ
の貢献や成
果の活用の
促進、広報な
どのアウト
リーチ活動
への貢献も
重視する。 

職員の評価
について、研
究活動のみ
ならず、研究
開発基盤の
整備・運用へ
の貢献や成
果の活用の
促進、広報な
どのアウト
リーチ活動
への貢献も
重視する。 

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
【人材の育成・支援の観
点】 
○研究者、技術者、研究開
発マネジメント人材の育
成、支援、キャリアパス展
開等の取組が十分である
か 
・ 研究活動のみならず、

研究開発基盤の整
備・運用への貢献等を
重視した職員評価が
行われたか。 

第３期中期計画期間中においては、
業績リストファイル、プロジェクト研
究評価及び業務評価票により評価を実
施している。特に、業績リストファイ
ルは、研究成果の誌上発表を始め、口
頭発表、社会に役立つ成果の創出、新
しい課題への挑戦、行政・外部機関へ
の協力、学協会活動、広報活動への貢
献、研究所運営への貢献等、研究者が
当研究所において活動するあらゆる項
目が挙げられており、研究活動のみな
らず、総合的なバランスをもって評価
を実施した。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
平成２７年度までの５年間を通し

て、研究職員に対する評価は、自己申
告による業績リストに基づく評価、PD
によるプロジェクト研究評価、及びユ
ニット長・センター長による業務評価
の組み合わせで実施されてきた。この
うち、業績リストについては、誌上発
表や口頭発表等の研究実績のみなら
ず、研究所内外での様々な活動が評価
対象とされており、総合的にバランス
のとれた評価が適切に行われてきた。 
以上より、中期計画における所期の

目標を達成していると認められる。 
 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
研究職員の評価は、研究成果、

新しい課題への挑戦、行政・外部
機関への協力等 研究活動のみな
らず、研究開発基盤の整備・運用
への貢献等、総体的なバランスを
もって評価している。平成 27 年度
も引き続き総合的な評価を実施
し、中期目標は達成できる見通し
である。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な
意見】 

＜評定に至った理由＞ 
・職員の評価は、研究成果、
新しい課題への挑戦、行
政・外部機関への協力等、
研究活動のみならず総体
的なバランスをもって実
施されており、評価でき
る。 
・平成 27 年度から全所的
になってきた災害時対応
での職員の実績評価につ
いて評価でき、第 4期以降
は取り組みを期待したい。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議
会の主な意見】 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評定調書（財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅲ―１ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視点）、指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 運営費交付金を

充当して行う事
業については、
「Ⅱ業務運営の
効率化に関する
目標を達成する
ためにとるべき
事項」で定めた
事項に配慮した
中期計画の予算
を作成し、効率
的に運営する。 

② 外部資金の受け
入れを積極的に
活用し、研究開
発及びその成果
の普及を進め
る。 

③ 資金だけでな
く、民間企業等
から人的・物的
な資源も受入れ
ることにより、
研究開発後の成
果がスムーズに
活用されること
を促進する。 

予算（人件費
の見積もり
を含む）、収
支計画及び
資金計画 
1 予算 
2 収支計画 
3 資金計画 

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
【収入】 
【支出】 
【収支計画】 
【資金計画】 
【財務状況】 
（当期総利益（又は当期総損失）） 
 当期総利益（又は当期総損失）の発生要因

が明らかにされているか。 
 また、当期総利益（又は当期総損失）の発

生要因は法人の業務運営に問題等があるこ
とによるものか。 

（利益剰余金（又は繰越欠損金）） 
 利益剰余金が計上されている場合、国民生

活及び社会経済の安定等の公共上の見地か
ら実施されることが必要な業務を遂行する
という法人の性格に照らし過大な利益とな
っていないか。 

 繰越欠損金が計上されている場合、その解
消計画は妥当か。 

 当該計画が策定されていない場合、未策定
の理由の妥当性について検証が行われてい
るか。さらに、当該計画に従い解消が進ん
でいるか。 

（運営費交付金債務） 
 当該年度に交付された運営費交付金の当該

年度における未執行率が高い場合、運営費
交付金が未執行となっている理由が明らか
にされているか。 

 運営費交付金債務（運営費交付金の未執行）
と業務運営との関係についての分析が行わ
れているか。 

（溜まり金） 

下記「５．主な
業務実績等」に
記載。 

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
第3期中期目標期間を通じて、決

算における支出の部の一般管理費、
事業費、施設整備費及び受託業務等
（間接経費を含む）により行う事業
は各項目の収入（実績）の範囲内に
おいて適正に実施された。 
また、運営費交付金債務は、第3

期中期目標期間最終年度の処理に
より全額収益化するため０円であ
り、利益剰余金については、通則法
等の規定に従い、次期中期目標期間
へ繰り越すか、国庫納付が行われる
ものであり、適正な処理がなされて
いる。 
以上より、中期計画における所期

の目標を達成していると認められ
る。 
 

評定 B 評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
・当期総利益は、平成 23 年度 8百
万円、24 年度 33 百万円、25 年度 5
百万円、26 年度 70 百万円を計上し
ている。 
・利益剰余金は次年度以降の減価償
却費の損失処理等に充当するため
必要なものである。 
・運営交付金は、平成 26 年度の未
執行分は研究開発の進捗状況に応
じ柔軟な事業の執行を確保したこ
とにより計上されてものであり、平
成 27 年度には計画通り適切に全額
収益化される。 
・財務諸表は、研究所のホームペー
ジにて公表され、国民の理解を得て
いる。 
・予算の執行については大きな課題
はない。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な
意見】 
・予算の執行については大きな課題
はないが、補助金、補正予算の存在
や海底地震網の整備などの影響で、
計画と実績に大きな差異がある。計
画時になるべく変動要因を織り込
むか、変動要因を示しておくか、ま
た変動があった場合は予算の組み
替えを行い明示する必要がある。 

＜評定に至った理由
＞ 
・当期総利益は、中期
目標期間中に平成 23
年度 8 百万円、24 年
度 33 百万円、25 年度
5 百万円、26 年度 70
百万円で各年度とも
殆ど計上できなかっ
た中で、27 年度は革
新的な総利益を計上
できた。利益剰余金は
1,372 百万円となり、
次年度以降、研究開発
等の有効活用が期待
される。 
・予算の執行について
は大きな課題はない。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人
審議会の主な意見】 
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 いわゆる溜まり金の精査において、運営費
交付金債務と欠損金等との相殺状況に着目
した洗い出しが行われているか。 

 
４．その他参考情報 
（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など記載） 
平成 23 年度補助金等は科学技術総合推進費補助金である。 
平成 23 年度寄附金収入は、「311 まるごとアーカイブス」の研究開発支援等を目的とし、ヤフー株式会社から 80 百万円、有限会社イー・クラフトから 1百万円の寄附を受けたものである。 
平成 23 年度前中期目標期間繰越積立金は、東北地方太平洋沖地震の影響により前中期目標期間から繰越した契約を履行完了に伴い支出したものである。 
平成 24 年度地球観測システム研究開発補助金は、平成 24 年度に補助金等より分割したものである。 
平成 25 年度補助金等は、先導的創造科学技術開発費補助金である。 
平成 26 年度補助金等は、先導的創造科学技術開発費補助金及び日本海溝海底地震津波観測網整備事業等に充てるための地球観測システム研究開発費補助金である。 
 
平成 23 年度の総利益発生の要因については、リース債務収益差額（8百万円）、受託収入により取得した資産計上等に伴う利益（6百万円）及び資産除去債務の計上に伴う影響額（△6百万円）である。 
平成 23 年度における純損失発生の主な要因については、東北地方太平洋沖地震の影響により前中期目標期間から繰り越した契約の履行完了に伴い費用を計上したためである。 
平成 24 年度の純利益の発生要因については、リース債務収益差額（15 百万円）、受託収入により取得した資産計上等に伴う利益（1百万円）及び資産除去債務の計上に伴う影響額（17 百万円）である。 
平成 25 年度の純利益の発生要因については、リース債務収益差額（5百万円）である。 
平成 26 年度の純利益の発生要因については、受託研究等の自己収入により取得した資産計上等に伴う利益（77 百万円）及びリース債務収益差額（△6 百万円）である。 
 
５．主な業務実績等 
 
1 予算 

（単位：百万円） 
区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 備考 

計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 
収入             － 
運営費交付金 7,973 7,973 7,516 7,516 7,096 7,002 6,542 6,542 7,020 7,020 7,020 7,020 － 
寄附金収入 － 46 － 81 － 0 － 0 － 0 － 0 － 
施設整備費補助金 － 326 70 1,027 4,359 4,957 221 6,803 － 6603 － 2,608 － 
自己収入 400 158 400 197 400 121 400 91 400 196 400 1,094 － 
受託事業収入等 2,153 1,171 1,097 1,354 1,101 764 1,106 485 1,110 1,295 1,115 1,351 － 
補助金等収入 － 117 － 107 － 174 － 219 － 59 － 0 － 

地球観測システム研究開発費
補助金 

－ － － － 12,613 9,414 8,775 15,475 1,826 4,177 461 3,427 － 

計 10,526 9,791 9,083 9,570 25,569 22,432 17,044 29,615 10.356 19,350 8,997 15,502 － 
支出             － 
一般管理費 629 543 583 453 642 517 517 465 535 528 530 491 － 
（公租公課、特殊経費を除く） 512 503 492 415 486 409 476 388 472 448 465 476 － 
  うち、人件費 454 372 413 294 479 312 360 255 385 334 386 357 － 

  （特殊経費を除く） 337 332 323 291 323 264 320 252 322 298 322 343 － 
   物件費 175 171 169 124 162 146 155 136 149 150 143 133 － 
  公租公課 － － 1 34 1 59 1 75        1 44 1 1 － 

事業費 7,743 8,169 7,333 6,598 6,854 6,467 6,426 6,302 6,886 6,558 6,890 8,423 － 
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（特殊経費を除く） 7,594 8.003 7,284 6,510 6,816 6,361 6,427 6,286 6,797 6,512 6,787 8,339 － 
  うち、人件費 1,530 1,319 1,445 1,219 1,434 1,183 1,382 1,093 1,473 1,284 1,488 1,412 － 

  （特殊経費を除く） 1,381 1,152 1,395 1,131 1,395 1,077 1,383 1,077 1,385 1,238 1,385 1,327 － 
   物件費 6,213 6,850 5,889 5,379 5,420 5,284 5,044 5,209 5,412 5,274 5,402 7,012 － 

受託研究費 2,153 1,126 1,097 1,263 1,101 796 1,106 481 1,110 1,247 1,115 1,289 － 
寄附金 － 10 － 70 － 29 － 5 － 13 － 0 － 
補助金等 － 115 － 101 － 174 － 219 － 59 － 0 － 
施設整備費 － 326 70 1,027 4,359 4,898 221 6,781 － 6,537 － 2,455 － 
地球観測システム研究開発費

補助金 
－ － － － 12,613 9,396 

 
8,775 15,299 1,826 4,156 

 
461 3,413 － 

前中期目標期間繰越積立金 － － － 58 
 

－ － － － － － － － － 

計 10.525 10,288 9,083 9,570 25,569 22,277 17,044 29,553 10.356 19,098 8,997 16,071 － 
【注釈 1】各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
【注釈 2】人件費は予算及び実績とも常勤役職員に係る計上である。 
 
2 収支計画 

（単位：百万円） 
区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 備考 

計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 
費用の部             － 
  経常経費 10,370 9,810 9,476 10,258 10,818 9,433 12,721 8,978 15,768 10,980 9,606 13,195 － 
   一般管理費 609 732 568 662 627 668 502 600 526 662 517 652 － 
    うち、人件費（管理系） 454 419 413 330 479 350 360 290 385 369 386 391 － 
       物件費 155 314 154 298 147 258 141 235 140 249 130 260 － 
       公租公課 － － 1 34 1 59 1 75 1 44 1 1 － 
   業務経費 6,983 6,954 6,766 6,239 6,317 6,511 5,928 6,622 6,904 8,472 6,357 7,892 － 

    うち、人件費（事業系） 1,530 1,426 1,445 1,348 1,434 1,308 1,382 1,229 1,473 1,384 1,488 1,495 － 
       物件費 5,453 5,528 5,321 4,891 4,883 5,203 4,546 5,392 5,431 7,088 4,869 6,396 － 
   受託研究費    2,153 468 1,097 1,791 1,101 657 1,106 560 1,110 638 1,115 844 － 

補助金事業費 － － － － 187 38 300 170 491 181 461 2,484 － 
   減価償却費 626 1,571 1045 1,547 2,585 1,551 4,885 1,020 6,736 1,014 1,156 1,323 － 
   固定資産除却損 － 85 － 18 － 8 － 6 － 13 － 1 － 
  財務費用 16 31 41 21 41 13 41 4 41 15 41 14 － 
  雑損 － 6 － 3 － 2 － 3 － 0 － 0 － 
  臨時損失 － 6 － － － － 0 0 0 0 － － － 

              
計 

10,386 9,853 9,518 10,282 10,859 9,448 12,762 8,986 15,809 10,995 9,648 13,209 － 

             － 
収益の部             － 
  運営費交付金収益 7,207 8,135 6,975 6,568 6,585 6,584 6,071 6,373 6,515 6,373 6,515 7,322 － 
  受託収入 2,153 468 1,097 1,798 1,101 676 1,106 564 1,110 719 1,115 1,027 － 
  補助金収益 － － － － 187 38 300 169 491 181 461 558 － 
  その他の収入 400 362 400 843 400 1,141 400 1,032 400 3,010 400 2,623 － 
  資産見返運営費交付金戻入 369 604 585 581 585 602 585 557 585 486 585 459 － 
  資産見返物品受贈額戻入 257 471 457 438 453 427 310 285 279 17 251 254 － 

資産見返補助金戻入 － 4 － 0 1,544 1 3,986 3 5,869 4 317 2,170 － 
資産見返寄附金戻入 － 0 3 4 3 5 3 4 3 272 3 4 － 

  臨時収益 － － － － － － 0 0 0 0 － 43 － 
               10,386 10,044 9,518 10,233 10,859 9,475 12,762 8,986 15,252 11,062 9,648 14,459 － 
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計 
純利益 － 191 － △50 － 27 0 1 0 67 － 1,250 － 
目的積立金取崩額 － － － 58 － 6 0 4 0 3 － 3 － 
全中期目標期間繰越積立金取崩
額 

－ 4 － － － － － － － － － － － 

総利益 － 195 － 8 － 33 0 5 0 70 － 1,253 － 
【注釈 1】各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 
3 資金計画 

（単位：百万円） 
区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 備考 

計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 計画予算 実績 
資金支出 10,525 14,113 9,083 12,806 25,569 25,973 17,044 44,630 10,254 39,096 8,997 33,345 － 
  業務活動による支出 4,957 8,538 5,832 8,393 8,505 6,913 5,609 8,984 5,967 9,721 5,941 10,923 － 
  投資活動による支出 5,242 2,651 3,007 394 16,715 3,625 11.212 27,795 4,056 20,611 2,825 13,200 － 
  財務活動による支出 326 523 245 533 350 350 223 220 230 241 230 310 － 
  翌年度への繰越金 － 2,401 － － 0 15,085 0 7,631 0 8,522 － 8,912 － 
             － 
資金収入 10,525 14,113 9,083 12,806 25,569 25,973 17,044 44,630 10,356 39,096 8,997 33,345 － 

  業務活動による収入 10,525 9,453 9,013 9,257 21,210 17,501 16,823 22,811 10,356 12,673 8,997 12,524 － 
   運営費交付金による収入 7,973 7,973 7,516 7,516 7,096 7,002 6,542 6,542 7,020 7,020 7,020 7,020 － 
   受託収入 2,153 1,043 1,097 1,280 1,101 738 1,106 461 1,110 1,281 1,115 1,332 － 
   補助金収入 － － － － 12,613 9,414 8,775 15,475 1,826 4,177 461 3,427 － 
   その他の収入 400 437 400 460 400 346 400 333 400 195 400 744 － 
  投資活動による収入 － 1,946 70 1,148 4,359 4,987 221 6,733 0 18,792 － 12,299 － 
   施設整備費による収入 － 326 70 1,027 4,359 4,957 221 6,703 0 6,703 － 2,599 － 
   その他の収入 － 1,620 － 120 － 30 － 30 － 12,089 － 9,700 － 
  財務活動による収入 － － － － － － 0 0 0 0 － － － 
   無利子借入金による収入 － － － － － － 0 0 0 0 － － － 
  前年度よりの繰越金 － 2,715 － 2,401 － 3,486 － 15,085 － 7,631 － 8,522 － 
【注釈 1】各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
 
（当期総利益（又は当期総損失）） 
受託研究収入等により当期に取得した資産の取得価格と減価償却費との差額及びリース債務収益差額等により、平成 23 年度は 8百万円、平成 24 年度は 33 百万円、平成 25 年度は 5百万円、平成 26 年度

は 70 百万円、平成 27 年度は 1,253 百万円の利益が発生している。これまでと同様に、通則法第 44 条第 1項に基づき、積立金として整理することとなる。 
 
（利益剰余金（又は繰越欠損金）） 
・ 平成 23 年度には、利益剰余金は 27 百万円であり、その内訳は、前中期計画期間からの繰越積立金 19 百万円及び当期総利益の 8 百万円である。なお、前中期目標期間からの繰越積立金 19 百万円は平

成 22 年度が第 2期中期目標期間の最終年度であったことから、利益剰余金 242 百万円のうち 77 百万円を平成 23 年度に繰越し、当期に当該繰越金のうち受託研究費等により取得した資産の当期減価償
却費及び前中期目標期間からの契約済み繰越額などのために 58 百万円を取り崩したことによるものである。 

・ 平成 24 年度には、利益剰余金は 54 百万円であり、その内訳は、前年度未処分利益（総利益）8 百万円を文部科学大臣の承認を得て当期積立金に振り替えたこと、前中期目標期間からの繰越積立金 13
百万円及び当期総利益の 33 百万円である。 

・ 平成 25 年度には、利益剰余金は 55 百万円であり、その内訳は、前年度までの積立金 8 百万円と、前年度未処分利益（総利益）33 百万円を文部科学大臣の承認を得て当期積立金に振り替えたこと、前
中期目標期間からの繰越積立金 9百万円及び当期総利益の 5百万円である。 

・ 平成 26 年度には、利益剰余金は 122 百万円であり、その内訳は、前年度までの積立金 41 百万円と、前年度未処分利益（総利益）5 百万円を文部科学大臣の承認を得て当期積立金に振り替えたこと、前
中期目標期間からの繰越積立金 6百万円及び当期総利益の 70 百万円である。 

・ 平成 27 年度においても前中期目標期間繰越積立金は減価償却費の損失処理等に充当することになるが、積立金及び当期総利益が発生した場合は、これまでと同様に利益剰余金として計上することとな
る。 

 
（運営費交付金債務） 
・ 平成23年度に交付された運営費交付金は7,516百万円で、その期末残高となる運営費交付金債務は688百万円であり、その執行率は90.8%となっている。 
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・ 平成24年度に交付された運営費交付金は7,002百万円で、その期末残高となる運営費交付金債務は553 百万円であり、その執行率は92.1%となっている。なお、未執行の内容には、契約済繰越等280 百
万円は除かれている。 
※E－ディフェンスのサーボ弁中間弁に係るオーバーホール作業に長期間を要するもの、地震観測の高度化に係る地震計の調達に際し仕様の検討に時間を要するもの、強震観測装置設置に係る用地選定
交渉に時間を要するものなど。 

・ 平成25年度に交付された運営費交付金は6,542 百万円で、その期末残高となる運営費交付金債務は705百万円であり、その執行率は89.2%となっている。なお、未執行の内容には、契約済繰越115百万円
（※）と前払い費用等16百万円が含まれており、これらを除く未執行額は574百万円となり、その執行率は91.2%となる。 
※スーパーコンピューターの調達スケジュールに対応した空調設備等の改修や、強震観測施設の移設に係る用地選定交渉に時間を要したことなどにより、やむを得ず経費を繰越して実施することとし
た。 

・ 平成 26 に交付された運営費交付金は 7,020 百万円で、その期末残高となる運営費交付金債務は 869 百万円で執行率は約 87.6%となっている。なお、未執行の内容には、契約済繰越 144 百万円（※）と
前払金等 38 百万円が含まれており、これらを除くと未執行額は 686 百万円となり、その執行率は 90.2％となる。運営費交付金債務については、研究開発の進捗に応じ、より高い成果を得るべく柔軟な
事業の執行を確保したことなどにより計上されたものである。 

※Ｅ－ディフェンスを利用した実験の試験体製作に時間を要したことや、強震観測施設の移設に係る用地選定交渉に時間を要したことなどにより、やむを得ず経費を繰越して実施することとした。 
・ 平成 27 年度は計画通りに研究を実施し、全額収益化される。 
 
（溜まり金） 
 平成 26 年度末までにおいて精査した結果、溜まり金に該当するものはなかった。平成 27 年度も引き続き精査を行っていく。 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅲ―２ 短期借入金の限度額 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 運営費交付金を充当して行う事業につい

ては、「業務運営の効率化に関する事項」
で定めた事項に配慮した中期計画の予算
を作成し、効率的に運営する。 

② 外部資金の受け入れを積極的に活用し、
研究開発及びその成果の普及を進める。 

③ 資金だけでなく、民間企業等から人的・
物的な資源も受入れることにより、研究
開発後の成果がスムーズに活用されるこ
とを促進する。 

短期借入金の限
度額は、13 億円と
する。短期借入れ
が想定される理
由としては、運営
費交付金の受入
れの遅延や受託
業務に係る経費
の暫時立替など
がある。 

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
・ 短期借入金は有る

か。有る場合は、そ
の額及び必要性は
適切か。 

 

平成 26 年度まで
短期借入金の実
績はなく、平成 27
年度も予定して
いない。 

＜評定＞ ― 
＜評定の根拠＞ 
 

評定 ― 評定 ― 
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の主な意
見】 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審
議会の主な意見】 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅲ―３ 不要な財産または不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、その計画 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 運営費交付金を充当して行う事業につ

いては、「業務運営の効率化に関する
事項」で定めた事項に配慮した中期計
画の予算を作成し、効率的に運営する。 

② 外部資金の受け入れを積極的に活用
し、研究開発及びその成果の普及を進
める。 

③ 資金だけでなく、民間企業等から人
的・物的な資源も受入れることにより、
研究開発後の成果がスムーズに活用さ
れることを促進する。 

不要財産又は
不要財産とな
ることが見込
まれる財産が
あ る 場 合 に
は、その処分
に 関 す る 計
画。 

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
・ 不要な財産の処

分に関する計画
は有るか。ある
場合は、計画に
沿って順調に処
分に向けた手続
きが進められて
いるか。 

平成26年度まで
不要財産又は不
要財産となるこ
とが見込まれる
財産はなく、平
成27年度も予定
していない。 

＜評定＞ ― 
＜評定の根拠＞ 

評定 ― 評定 ― 
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅲ―４ 重要な財産を譲渡し、又は担保にしようとする時は、その計画 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 運営費交付金を充当して行う事業に

ついては、「業務運営の効率化に関
する事項」で定めた事項に配慮した
中期計画の予算を作成し、効率的に
運営する。 

② 外部資金の受け入れを積極的に活用
し、研究開発及びその成果の普及を
進める。 

③ 資金だけでなく、民間企業等から人
的・物的な資源も受入れることによ
り、研究開発後の成果がスムーズに
活用されることを促進する。 

重要な財産
を譲渡し、又
は担保に供
しようとす
るときは、そ
の計画。 

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
・ 重要な財産の処分

に関する計画は有
るか。ある場合は、
計画に沿って順調
に処分に向けた手
続きが進められて
いるか。 

平成26年度まで重要な
財産の譲渡、又は担保
に供することはなく、
平成27年度も予定して
いない。 

＜評定＞ ― 
＜評定の根拠＞ 
 

評定 ― 評定 ― 
＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 

＜評定に至った理由＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人審議会の
主な意見】 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅲ―５ 剰余金の使途 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 ① 運営費交付金を

充当して行う事
業については、
「業務運営の効
率化に関する事
項」で定めた事
項に配慮した中
期計画の予算を
作成し、効率的
に運営する。 

② 外部資金の受け
入れを積極的に
活用し、研究開
発及びその成果
の普及を進め
る。 

③ 資金だけでな
く、民間企業等
から人的・物的
な資源も受入れ
ることにより、
研究開発後の成
果がスムーズに
活用されること
を促進する。 

防災科研の
決算におい
て、剰余金が
生じた時は、
重点的に実
施すべき研
究開発業務
への充当、職
員教育・福利
厚生の充実、
業務の情報
化、研究所の
行う広報の
充実などに
充てる。 

＜主な定量的指標＞ 
＜その他の指標＞ 
・ 利益剰余金は有

るか。有る場合
はその要因は適
切か。 

・ 目的積立金は有
るか。有る場合
は、活用計画等
の活用方策を定
める等、適切に
活用されている
か。 

平成 23 年度 
【利益剰余金の有無及びその内訳】 
利益剰余金は 27 百万円であり、その内訳は、前中期計画期間からの繰越積
立金 19 百万円及び当期総利益の 8百万円である。なお、前中期目標期間か
らの繰越積立金 19 百万円は平成 22 年度が第 2 期中期目標期間の最終年度
であったことから、利益剰余金 242 百万円のうち 77 百万円を平成 23 年度
に繰越し、当期に当該繰越金のうち受託研究費等により取得した資産の当
期減価償却費及び前中期目標期間からの契約済み繰越額などのために58百
万円を取り崩したことによるものである。 
【利益剰余金が生じた理由】 
利益剰余金は、自己収入により取得した固定資産の未償却残高、資産除去
債務の計上に伴う影響額、リース債務により発生したものである。 
【目的積立金の有無及び活用状況】 
目的積立金はなかった。 
 
平成 24 年度 
【利益剰余金の有無及びその内訳】 
利益剰余金は 54 百万円であり、その内訳は、前年度未処分利益（総利益）
8百万円を文部科学大臣の承認を得て当期積立金に振り替えたこと、前中期
目標期間からの繰越積立金 13 百万円及び当期総利益の 33 百万円である。 
【利益剰余金が生じた理由】 
利益剰余金は、自己収入により取得した固定資産の未償却残高、資産除去
債務の計上に伴う影響額、リース債務により発生したものである。 
【目的積立金の有無及び活用状況】 
目的積立金はなかった。 
 
平成 25 年度 
【利益剰余金の有無及びその内訳】 
利益剰余金は 55 百万円であり、その内訳は、前年度までの積立金 8百万円
と、前年度未処分利益（総利益）33 百万円を文部科学大臣の承認を得て当
期積立金に振り替えたこと、前中期目標期間からの繰越積立金 9 百万円及
び当期総利益の 5百万円である。 
【利益剰余金が生じた理由】 
利益剰余金は、自己収入により取得した固定資産の未償却残高、資産除去

＜評定＞ ― 
＜評定の根拠＞ 
 

評定 ― 評定 ― 
＜評定に至った理由
＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人
審議会の主な意見】 

＜評定に至った理由
＞ 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法人
審議会の主な意見】 
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債務の計上に伴う影響額、リース債務により発生したものである。 
【目的積立金の有無及び活用状況】 
目的積立金はなかった。 
 
平成 26 年度 
【利益剰余金の有無及びその内訳】 
利益剰余金は 122 百万円であり、その内訳は、前年度までの積立金 41 百万
円と、前年度未処分利益（総利益）5百万円を文部科学大臣の承認を得て当
期積立金に振り替えたこと、前中期目標期間からの繰越積立金 6 百万円及
び当期総利益の 70 百万円である。 
【利益剰余金が生じた理由】 
利益剰余金は、自己収入により取得した固定資産の未償却残高、資産除去
債務の計上に伴う影響額、リース債務により発生したものである。 
【目的積立金の有無及び活用状況】 
目的積立金はなかった。 
 
なお、利益剰余金は、何れも次年度以降の減価償却費の損失処理等に充当
するために必要なものであり、第 3期中期目標期間中、平成 26 年度まで充
当できる剰余金は発生しておらず、平成 27 年度においても発生の見込みは
ない。 

 
４．その他参考情報 
― 
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様式２－２－４－２ 期間評価 項目別評価調書（財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
Ⅳ―１ その他、主務省令で定める業務運営に関する重要事項 
当該項目の重要度、難易
度 

― 
（本中期目標期間中には、重要度、難易度が設定されていない。） 

関連する政策評価・行政事業
レビュー 

平成 28 年度行政事業レビュー事業番号 0289, 0290 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目標期
間最終年度値等） 

H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 （参考情報） 
当該年度までの累積
値等、必要な情報 

         
         
         

         
 
３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中長期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 1. 施設・設備に

関する事項 
必要に応じて
老朽化した施
設を更新す
る。また、技
術の進歩によ
り必要性が相
対的に低下し
たり、所期の
目的を達成し
た観測・実験
施設について
は廃止を含め
て検討する。 

2. 支所の廃止等 
① 地震防災

フロンテ
ィア研究
センター
（神戸）
について
は、必要
な研究成
果をつく
ば本所に
移管する
ことによ
り廃止す
る。なお、
同センタ
ーの廃止
に伴い、
事務職員

1. 施設・設備に関す
る事項 
必要に応じて老
朽化した施設を
更新する。また、
技術の進歩によ
り必要性が相対
的に低下したり、
所期の目的を達
成した観測・実験
施設については
廃止を含めて検
討する。防災科研
が、中期目標期間
中に取得・整備す
る主な施設・設備
は以下のとおり。 
・ 火山観測施

設 
上記のほか、中期
目標を達成する
ために必要な地
震観測施設その
他業務の実施状
況等を勘案した
施設整備が追加
されることがあ
り得る。 

2. 人事に関する計
画 
(1) 人員に係る

指標 
業務の効率
化を進めつ

＜主な定量的指標
＞ 
＜その他の指標＞ 
【施設・設備に関す
る事項】 

・ 施設及び設
備に関する
計画は有る
か。有る場
合は、当該
計画の進捗
は順調か。 

【人事に関する計
画】 

・ 人事に関す
る計画は有
るか。有る
場合は、当
該計画の進
捗 は 順 調
か。 

・ 人事管理は
適切に行わ
れ て い る
か。 

【中期目標期間を
超える債務負担】 

・ 中期目標期
間を超える
債務負担は
有るか。有
る場合は、
その理由は
適切か。 

1. 施設・設備に関する事項 
平成 23 年度における施設及び整備に関しては、計画に基づき次のと

おり実施した。草津白根火山観測施設の整備及びつくば本所施設・設備
の復旧と停電時に 3 日間の事業継続を担保するための非常用発電施設
の整備を行った。平成 23 年度補正予算により措置された東北地方太平
洋沖地震により被災した高感度地震観測施設（9地点）及び強震観測施
設（24 地点）の復旧に着手したが、地元自治体との調整が難航し用地
選定作業に遅れが生じたため事業を繰越した。 
平成 24 年度における施設及び整備に関しては、計画に基づき次のと

おり実施した。平成 23 年度補正予算により措置された東北地方太平洋
沖地震により被災した高感度地震観測施設（9点）及び強震観測施設（24
点）の復旧に着手したが、高感度地震観測施設（1点）において、事故
があり、遅れが生じたため事業を繰越した。平成 24 年度当初予算によ
り、実大三次元震動破壊実験施設整備における三次元継手交換部品（球
面軸受）の整備及び長周期・長時間化に関わる施設更新、東北地方太平
洋沖地震により被災した地震観測施設の復旧を行った。平成 24 年度補
正予算により措置された地震観測網の維持・更新、火山観測網の整備、
ゲリラ豪雨等の早期予測のための次世代観測・予測システムの整備、高
度降積雪情報に基づく雪氷災害軽減研究に着手したが、地元自治体との
調整や新たなる開発要素等が発生したため事業を繰越した。 
平成 25 年度における施設及び整備に関しては、計画に基づき次のと

おり実施した。平成 23 年度補正予算により措置された東北地方大洋沖
地震により被災した高感度観測施設（1地点）の復旧については、平成
25 年 4 月に完了した。平成 24 年度補正予算により措置された地震観測
網の維持・更新、火山観測網の整備及びゲリラ豪雨等の早期予測のため
の次世代観測・予測システムの整備の一部については許認可に時間を要
したり掘削時の地下の予測不能な原因等により、年度内に整備が完了で
きないため事業を繰越した。平成 25 年度当初予算で措置された実大三
次元震動破壊実験施設における三次元継手交換部品（球面軸受）の整備
及び地震観測機器の設置は計画通り完了した。平成 25 年度補正予算に
より措置された実大三次元震動破壊実験施設及び地震観測網施設の整
備は、新たなる開発要素等が発生したため事業を繰越した。 
平成 26 年度における施設及び整備に関しては、計画に基づき次のと

おり実施した。平成 24 年度補正予算により措置された地震観測網の維

＜評定＞ B 
＜評定の根拠＞ 
1. 施設・設備に関する

事項 
第３期中期目標期

間、当初予算のほかに
毎年度補正予算が措置
され、数多くの施設・
設備の整備が続けられ
てきた。様々の事情に
より、毎年のように事
業の繰越をせざるを得
ない状況になったもの
の、困難を乗り越えて
整備が着実に進められ
てきたことは評価でき
る。 
以上より、中期計画

における所期の目標を
達成していると認めら
れる。 
 

2. 人事に関する計画 
平成2７年度までの

５年間を通して、中期
計画に定める人件費の
範囲内で人員の計画的
な配置が進められてき
た。また、資質の向上
を目指して研究所の内
外で実施された様々な
研修や説明会等に、毎
年多くの役職員が積極
的に参加したことは高

評定 B 評定 B 
＜評定に至った
理由＞ 
・施設及び設備
の整備は、状況
の変化に応じて
各施設の整備の
プライオリティ
ーを変えて円滑
に進めている。 
・人事に関して
適切に実施して
いる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発
法人審議会の主
な意見】 
・次期中計に向
けて、経験・知
識の豊富な期間
限定採用職員の
再雇用について
積極的な取り組
みが必要。 
・人材の獲得・
配置・育成は長
期的視野に立っ
て行う必要があ
る。新技術分野
への進出・新し
い組織の組成・

＜評定に至った理
由＞ 
・施設及び設備の整
備は、災害発生の状
況により変更はあ
るものの、円滑に進
めている。 
・人事に関しても適
切に実施している。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
【国立研究開発法
人審議会の主な意
見】 
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について
所要の合
理化を行
う。 

② 雪氷防災
研究セン
ター新庄
支所を廃
止する。
ただし、
降雪実験
関連施設
について
は、耐用
年数の範
囲内で活
用を図
る。 

つ、業務規模
を踏まえた
適正な人員
配置に努め
る。 

(2) 職員研修制
度の充実柔
軟な組織編
成や人員配
置などを実
現するため、
業務に必要
な職員の専
門知識、技能
の向上、国内
外へのキャ
リアパスの
開拓に繋が
るような、各
種研修制度
の充実を図
り、高い専門
性と広い見
識を身につ
けることの
できる環境
を整備する。 

(3) 職員評価結
果の反映 
職員の業務
に対するモ
チベーショ
ンの向上を
図ることを
目的として、
職員評価の
結果を昇給、
昇格、賞与等
に反映させ
る。なお、評
価の実施に
当たっては、
評価者と被
評価者の間
のコミュニ
ケーション
を充実させ、
きめ細かな
指導・助言を
行う。また、
研究開発基
盤の整備・運

【積立金の使途】 
・ 積立金の支

出 は 有 る
か。有る場
合は、その
使途は中期
計画と整合
し て い る
か。 

持・更新、火山観測網の整備及びゲリラ豪雨等の早期予測のための次世
代観測・予測システムの整備は、平成 27 年 2 月に完了した。なお、鹿
児島県口永良部島の火山整備については、平成 26 年 8 月に発生した噴
火のため、当初の計画を変更して整備を完了した。 
平成 25 年度補正予算により措置された実大三次元震動破壊実験施設

の整備は計画通り完了したが、地震観測網施設の整備の一部について
は、用地の選定等に時間を要したため事業を繰越し、平成 27 年度中に
完了する予定である。 
平成 26 年度補正予算により措置された実大三次元震動破壊実験施設

及び火山・地震観測網施設の整備は、新たな開発要素等が発生したため
事業を繰り越し、平成 27 年度中に完了する予定である。 
平成 27 年度においては、補正予算により措置され繰越している事業

について、着実に実施される予定である。 
「独立行政法人の事務・事業の見直し基本計画」（平成 24 年 12 月 7

日閣議決定）を受けて、平成 22 年度に地震防災フロンティア研究セン
ター（神戸市）の借用事務所を返却し廃止を行い、さらに平成 25 年 3
月には雪氷防災研究センター新庄支所（新庄市）の廃止を行った。但し、
降雪実験関連施設については、耐用年数の範囲内で活用を図る。 

 
2. 人事に関する計画 
(1) 人員に係る指標 

【常勤職員の削減状況】 
平成 23 年度末： 189 名 
平成 24 年度末： 190 名 
平成 25 年度末： 192 名 
平成 26 年度末： 211 名 
【常勤職員・任期付職員の計画的採用状況】 
人件費の予算の範囲内において、事務部門及び研究部門の計画的な
人員の配置を行った。 
 

(2) 職員研修制度の整備 
平成 23 年度： 
防災科学技術研究所が主催する防災科研ガイダンス、公的研究費の
適正な執行に向けての説明会、管理監督者向けメンタルヘルス研
修、評価者研修、個人情報保護のための役職員研修や、他機関が主
催する英語研修、給与実務研究会、情報公開・個人情報保護制度等
研修、救急法講習会等に、延べ 433 名の役職員等が積極的に参加し
た。 
 
平成 24 年度： 
防災科学技術研究所が主催する防災科研ガイダンス、公的研究費の
適正な執行に向けての説明会、公文書管理法説明会、文書管理担当
者実務研修、個人情報保護のための役職員研修、他機関が主催する
英語研修、給与実務研究会、情報公開・個人情報保護制度等研修、
救急法講習会等に、延べ 451 名の役職員等が積極的に参加した。 
 
平成 25 年度： 
防災科学技術研究所が主催する公的研究費の適正な執行に向けて
の説明会、公文書管理法説明会、文書管理担当者実務研修、個人情
報保護のための役職員研修、他機関が主催する英語研修、給与実務
研究会、救急法講習会等に、延べ 374 名の役職員等が積極的に参加
した。 

く評価できる。さらに、
職員の評価結果を昇
給・昇格や賞与等に反
映するとともに、評価
結果を各個人にフィー
ドバックすることによ
り職員のモチベーショ
ン向上を図る措置が継
続的に行われてきたこ
とも評価できる。 
以上より、中期計画

における所期の目標を
達成していると認めら
れる。 

 

技術の伝承など
を考慮した人員
構成が必要であ
る。 
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用に携わる
職員に対し
て適切な評
価が行われ
るよう配慮
する。 

3. 中期目標期間を
超える債務負担 
中期目標期間を
超える債務負担
については、防災
科学技術などの
研究開発に係る
業務の期間が中
期目標期間を超
える場合で、当該
債務負担行為の
必要性及び資金
計画への影響を
勘案し、合理的と
判断されるもの
について行う。 

4. 積立金の使途 
前中期目標期間
の最終年度にお
ける積立金残高
のうち、文部科学
大臣の承認を受
けた金額につい
ては、独立行政法
人防災科学技術
研究所法に定め
る業務の財源に
充てる。 

 
平成 26 年度： 
防災科学技術研究所が主催する防災科研ガイダンス、公的研究費の
適正な執行に向けての説明会、公文書管理法説明会、文書管理担当
者実務研修、個人情報保護のための役職員研修、他機関が主催する
英語研修、給与実務研究会、救急法講習会等に、延べ 464 名の役職
員等が積極的に参加した。 
 

なお、平成 27 年度には、研修実施にあたりｅ-ラーニングの導入を進め、
さらなる役職員等の積極的な研修参加を促す予定でいる。 

 
3. 職員評価結果の反映 
職員の業務に対するモチベーションの向上を図るため、職員評価の結

果を昇給、昇格、賞与等に反映させた。また、より公正で適正な評価が
実施できるよう、評価者に対して評価者研修を実施した。さらに、研究
職員の評価結果については、結果の一部のフィードバックを行った。 

 
4. 中期目標期間を超える債務負担 

平成 23 年度：中期目標期間を超える債務負担はなかった。 
平成 24 年度：中期目標期間を超える債務負担はなかった。 
平成 25 年度：中期目標期間を超える債務負担はなかった。 
平成 26 年度：中期目標期間を超える債務負担はなかった。 

なお、平成 27 年度も予定していない。 
 

5. 積立金の使途 
平成 23 年度：前中期目標期間の最終年度における積立金残高のう
ち、文部科学大臣の承認を受けた金額については、前中期目標期間
において自己財源で取得した固定資産の減価償却費及び平成 23 年
東北地方太平洋沖地震の影響による繰越額等の財源に充てた。 
平成 24 年度：積立金の支出はなかった。 
平成 25 年度：積立金の支出はなかった。 
平成 26 年度：積立金の支出はなかった。 

なお、平成 27 年度も予定していない。 

 
４．その他参考情報 
― 
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